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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　固有の識別情報を格納した記憶部と、この識別情報を含む電波を発信する発信アンテナ
部とを備えた電子タグを、遊技機内部又は背面部に設置された制御装置に備えるとともに
、
　遊技機前方から読取装置により前記識別情報を読取可能とすべく、前記発信アンテナ部
からの電波を中継する中継アンテナを備えており、
　前記中継アンテナは、前記発信アンテナ部の近傍に設置されて前記発信アンテナ部から
の電波を中継する第１中継アンテナ部と、当該第１中継アンテナ部からの電波をさらに中
継する第２中継アンテナ部とを備えており、
　さらに、前後に貫通する貫通孔が形成されて当該貫通孔に遊技部品が設置されている遊
技盤を備え、
　前記遊技部品は、当該遊技部品の前端部が前記遊技盤の前面に設けられた遊技領域側に
突出するようにして前記貫通孔に挿通されており、前記突出している部分に設けられ前記
遊技領域を流下する遊技球が流入可能な流入部を有し、同流入部から流入した遊技球を遊
技盤背面部に設けられた遊技球回収通路へと誘導する誘導通路を構成しており、
　前記遊技部品は、当該遊技部品の後部に前記第１中継アンテナ部から延びる配線が接続
されることにより前記第２中継アンテナ部として機能するように構成されていることを特
徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機の不正監視技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ遊技機やスロットマシン等の遊技機は、遊技制御処理を実行するＣＰＵ、遊技
制御プログラムが記憶されたＲＯＭ、遊技の進行により発生する各種データを一時的に記
憶するＲＡＭ等の各種電子部品が実装された制御基板を備えている。そして、ＲＯＭに記
憶された遊技制御プログラムに従って、ＣＰＵにより遊技機に搭載されている各種遊技機
器が制御され、一連の遊技が実行される。
【０００３】
　この種の遊技機では、制御基板を正規のものとは異なる不正な制御基板に変更したり、
ＲＯＭ（ＲＯＭがＣＰＵと共に１チップ化されている場合には当該チップ）を不正なもの
に交換したりする等の不正行為の発生が数多く報告されている。
【０００４】
　このような不正行為に対処すべく、例えば、制御基板を透明な基板ボックス内に収容し
て制御基板の状態を外部から容易に視認できるようにする、基板ボックスに封印構造（い
わゆる、カシメ構造）を設けて基板ボックスの開封時には破壊等による開封履歴を残すよ
うにする、または基板ボックスを構成する複数のケース体を跨ぐように再貼付不可能であ
りかつ剥がすと痕跡が残る有脆弱性の封印シールを貼付する等の不正対策が採用されてい
る（例えば特許文献１参照）。これらの不正対策は、基板ボックスが開封された事実や制
御基板が交換された事実を目視確認する場合にその確認作業を補助するものであり、また
このような不正対策の存在により不正行為を躊躇させる効果もある。
【０００５】
　上記の各種不正対策はいずれも制御基板や基板ボックスを目視確認するものであり、制
御基板は遊技機の背面や筐体内部に隠されて設置されているため、日々の確認作業は煩雑
である。また、封印箇所を目視では確認しづらい程度に巧妙に復元したものを発見するの
は大変な作業である。特に、遊技機設置台数の多い大型の遊技ホールではそのような問題
が顕著となる。
【０００６】
　一方、目視確認による不正対策以外の新たな不正対策として、例えば、制御基板または
当該制御基板を収容する基板ボックスに、固有ＩＤ等の識別情報が記憶されたＩＣチップ
部及びアンテナ部を含む電子タグを取り付けた構成が開示されている（例えば特許文献２
参照）。
【特許文献１】特開２００３－１８０９１７号公報
【特許文献２】特開２００５－１４３６４１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　電子タグを取り付けておけば、遊技ホールの管理者などがスキャナなどの読取装置によ
り識別情報の読取作業を行うことで、制御基板の不正な交換等の発生有無が確認される。
このような電子タグを用いた不正対策では、読取装置による読取結果により不正発見をす
ることができることから、封印箇所の目視確認に比べて不正発見のための労力は少ないし
、不正の見落としも少なくなることが期待される。
【０００８】
　しかしながら、電子タグを用いた不正対策においても、電子タグから発信される電波が
微弱であることに起因して読取装置を電子タグに近づける必要があるため、遊技機内部や
背面を遊技ホール通路側に開放しなければならない。このような開放作業は封印箇所の目
視確認の場合と変わりないことから、遊技機の稼動中などには確認作業ができないなど作
業期間が制限されるとともに効率面でも依然として改良の余地がある。
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【０００９】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、電子タグを利用した不正発見作業を
、いつでも効率良く行うことのできる遊技機を提供することを主たる目的とするものであ
る。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　以下、上記課題を解決するのに有効な手段等につき、必要に応じて効果等を示しつつ説
明する。
【００１１】
　手段１．固有の識別情報を格納した記憶部と、この識別情報を含む電波を発信する発信
アンテナ部とを備えた電子タグを、遊技機内部又は背面部に設置された制御装置に備える
とともに、
　遊技機前方から読取装置により前記識別情報を読取可能とすべく、前記発信アンテナ部
からの電波を中継する中継アンテナを備えていることを特徴とする遊技機。
【００１２】
　制御装置は遊技機内部又は背面部に設けられており、従来では読取装置による識別情報
の読取には遊技機を開放する必要があった。これに対し、本手段によれば中継アンテナに
より、遊技機内部又は背面部に配置されている電子タグからの識別情報を含む電波が遊技
機前方まで到達することから、遊技機前方から読取装置により識別情報を読み取って不正
有無を監視することができる。
【００１３】
　手段２．手段１において、前記中継アンテナは、前記発信アンテナ部の近傍に設置され
て前記発信アンテナ部からの電波を中継する第１中継アンテナ部と、当該第１中継アンテ
ナ部からの電波をさらに中継する第２中継アンテナ部とを備えていることを特徴とする遊
技機。
【００１４】
　本手段によれば、電子タグの発信アンテナ部からの電波を受信しやすい位置に第１中継
アンテナ部を配置することができるとともに、遊技機前方において読取装置による読取作
業を行いやすい位置に第２中継アンテナ部を配置することができる。したがって、電子タ
グを、読取装置の読取作業性を意識することなく不正対策に適した位置に自由に設置する
ことができる。
【００１５】
　手段３．手段２において、前記第１中継アンテナ部は遊技機内部又は背面部に配置され
るとともに、前記第２中継アンテナ部は前記遊技機前面部に配置され、第１中継アンテナ
部と第２中継アンテナ部とが電気的に接続されていることを特徴とする遊技機。
【００１６】
　本手段によれば、第１中継アンテナ部と第２中継アンテナ部との間に遊技機構成部材が
配置されていても、第２中継アンテナ部には電気的接続関係をもって第１中継アンテナ部
が受信した電波を確実に伝播することができる。
【００１７】
　手段４．手段２又は３において、前記第２中継アンテナ部を、遊技部品が設置される遊
技領域外に配置したことを特徴とする遊技機。
【００１８】
　第２中継アンテナ部は遊技機前面部に配置されることが好ましいが、この場合において
遊技部品が設置される遊技領域内に第２中継アンテナ部を配置すると、遊技領域内の遊技
部品の構成やレイアウトの際に第２中継アンテナ部を考慮しなければならない。この点、
第２中継アンテナ部を遊技領域外に配置したことで、そのような点を考慮する必要がない
。
【００１９】
　手段５．手段４において、前記遊技領域は、遊技盤の前面に区画して設けられたもので
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あることを特徴とする遊技機。
【００２０】
　本手段によれば、パチンコ遊技機に代表される遊技盤を備えた遊技機において適用可能
である。
【００２１】
　手段６．手段２乃至５のいずれかにおいて、前記第２中継アンテナ部を、証紙が貼付さ
れる証紙貼付領域に配置したことを特徴とする遊技機。
【００２２】
　証紙は基本的に遊技機前方から視認可能な箇所に配置されており、また証紙が貼付され
た状態で証紙記載内容を確認しやすいように平坦に形成されている。この箇所に第２中継
アンテナ部を配置することで、読取装置との間で電波が遮断される可能性が低くなり、ま
た第２中継アンテナ部の設置も容易となる。
【００２３】
　手段７．手段２又は３において、前後に貫通する貫通孔が形成されて当該貫通孔に遊技
部品が設置されている遊技盤を備え、前記遊技部品を前記第２中継アンテナ部とし、また
は前記遊技部品に前記第２中継アンテナ部を設けたことを特徴とする遊技機。
【００２４】
　本手段によれば、遊技盤に設置される遊技部品を第２中継アンテナ部としたり、当該遊
技部品に第２中継アンテナ部を設けることにより、遊技部品のために利用される貫通孔を
介して第１中継アンテナ部との電波のやりとりを行うことが可能となり、第２中継アンテ
ナ部と第１中継アンテナ部との電波のやりとりのために別途貫通孔を設けたり第２中継ア
ンテナ部専用の設置箇所を別途設ける必要がない。
【００２５】
　手段８．手段７において、前記第２中継アンテナ部は前記遊技部品により構成されたも
のであり、当該遊技部品は前記貫通孔を介して遊技盤後方に突出されていることを特徴と
する遊技機。
【００２６】
　本手段によれば、第２中継アンテナ部として機能する遊技部品が遊技盤後方に突出され
ていることにより、第１中継アンテナ部との接続が容易になる。
【００２７】
　手段９．手段７又は８において、前記遊技部品用の配線と前記第２中継アンテナ部用の
配線とが個別に設けられ、かつそれぞれの配線が束ねられた状態で前記制御装置側及び第
１中継アンテナ部側へ延びていることを特徴とする遊技機。
【００２８】
　本手段によれば、第２中継アンテナ部と第１中継アンテナ部とを接続する配線を引き回
すに際して、前記遊技部品用の配線と一緒にまとめて引き回すことができ、配線作業が容
易になるとともに配線の収まりがよくなる。
【００２９】
　手段１０．手段９において、前記第２中継アンテナ部は遊技部品に設けられたものであ
ることを特徴とする遊技機。
【００３０】
　本手段によれば、第２中継アンテナ部が遊技部品とは別体で構成されているものの、ヂ
第２中継アンテナ部が遊技部品に従属して設けられていることで、専用の設置箇所が不要
となる。この場合において、遊技部品と第２中継アンテナ部とはそれぞれ個別に配線が必
要となるが、上記手段９を備えていることにより、配線の引き回しの煩雑さが解消される
利点がある。
【００３１】
　手段１１．手段２乃至１０のいずれかにおいて、前記制御装置を遊技機本体に対して回
動可能に設け、前記第１中継アンテナ部を前記遊技機本体に設けたことを特徴とする遊技
機。
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【００３２】
　本手段によれば、制御装置を回動可能とすることにより、制御装置に隠れている箇所の
メンテナンス等の作業が可能となる。一方、第１中継アンテナ部を制御装置の電子タグに
近接して設けることが好ましいが、これを制御装置とともに回動可能に設置すると第２中
継アンテナ部との接続関係の配慮が必要となる。この点、第１中継アンテナ部を遊技機本
体側に設置することにより、そのような配慮が不要となる。
【００３３】
　手段１２．手段７乃至１０のいずれかにおいて、前記第１中継アンテナ部を前記制御装
置内に設けたことを特徴とする遊技機。
【００３４】
　本手段によれば、第１中継アンテナ部を制御装置内に設けることにより、制御装置に設
置される電子タグとの位置関係を制御装置単体で規定することができ、制御装置の設置箇
所の微妙なずれ等に注意を払わなくても良好な電波のやりとりを確保することができる。
【００３５】
　手段１３．手段１２において、前記遊技部品に接続された配線と前記第２中継アンテナ
部に接続された配線を一括して前記制御装置に接続したことを特徴とする遊技機。
【００３６】
　本手段によれば、前記遊技部品に接続された配線と前記第２中継アンテナ部に接続され
た配線を一括して接続することにより、各配線の接続作業が簡単なものとなる。そして、
一括接続すること、及び上記手段１２に記載のとおり制御装置内に第１中継アンテナ部が
配置されていることにより、本手段及び上記手段１２の意義が一層強調される結果となる
。
【００３７】
　手段１４．手段７乃至１３のいずれかにおいて、前記遊技盤の前面には遊技領域が区画
形成されており、当該遊技領域に前記遊技部品が設置されていることを特徴とする遊技機
。
【００３８】
　本手段によれば、遊技領域内に第２中継アンテナ部が配置されているにもかかわらず、
当該遊技領域内に設置された遊技部品を利用して第２中継アンテナ部を設け又は遊技部品
それ自体を第２中継アンテナ部としたことから、遊技領域内における遊技部品のレイアウ
トの際に第２中継アンテナ部を考慮する必要がなく、レイアウト作業に支障を来たさない
利点がある。
【００３９】
　手段１５．手段２乃至１４のいずれかにおいて、前記第２中継アンテナ部の近傍位置に
、前記制御装置に設けられる電子タグとは別に、固有の識別情報を格納した記憶部とこの
識別情報を含む電波を発信する発信アンテナ部とを備えた電子タグを配置したことを特徴
とする遊技機。
【００４０】
　本手段によれば、第２中継アンテナ部を介して前記制御装置に設けられた電子タグの識
別情報を読み取る作業と併行して、遊技機前面部等の第２中継アンテナ部近傍に配置され
た電子タグの識別情報を読み取る作業も実行することができ、これら各電子タグの識別情
報の読取作業を同一箇所において行うことができる。したがって、各所に設置された電子
タグの読取作業が容易になる。
【００４１】
　なお、上記手段６のように第２中継アンテナ部を証紙が貼付される証紙貼付領域に配置
した場合においては、証紙に近接して本手段の電子タグを設けることが好ましい。
【００４２】
　また、このように制御装置とは別に設ける電子タグは、遊技機自体に識別情報を付与す
る機能をもたせることになり、当該遊技機自体の識別情報と、制御装置に設けられる電子
タグの識別情報との整合性の監視に使用することができる。
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【００４３】
　手段１６．手段１乃至１５のいずれかにおいて、遊技機内部又は背面部には前記電子タ
グが複数備えられており、前記中継アンテナは、これら各電子タグの各発信アンテナ部か
らの電波を中継するものであることを特徴とする遊技機。
【００４４】
　本手段によれば、各電子タグの発信アンテナ部から発信される電波を、中継アンテナを
介して遊技機前方において読取装置により受信し、各電子タグの識別情報を読み取ること
ができる。したがって、遊技機内部又は背面部において複数箇所に設置された電子タグの
読取作業が容易になる。
【００４５】
　手段１７．手段１６において、遊技機内部又は背面部に設置される各電子タグに対応し
て第１中継アンテナ部がそれぞれ設けられているとともに、これら各第１中継アンテナ部
が前記第２中継アンテナ部に接続されており、各第１中継アンテナ部と第２中継アンテナ
部との間には各第１中継アンテナ部からの各電波を個別に又はまとめて第２中継アンテナ
部に伝達する伝達手段を備え、当該伝達手段と第２中継アンテナ部との間の配線を各第１
中継アンテナ部に共通の配線としたことを特徴とする遊技機。
【００４６】
　本手段によれば、複数の第１中継アンテナ部からの電波を第２中継アンテナ部に伝達す
る際に、個別に又はまとめて第２中継アンテナ部に伝達される。したがって、第２中継ア
ンテナ部近傍で読取作業を行うだけでよく、遊技機内部又は背面部において複数箇所に設
置された電子タグの読取作業が容易になる。
【００４７】
　手段１８．手段１乃至手段１７のいずれかにおいて、前記中継アンテナはアース接続さ
れるとともに、アース状態から非アース状態に切り替える切替手段を備えていることを特
徴とする遊技機。
【００４８】
　本手段によれば、中継アンテナがアースされていることにより中継アンテナの帯電が防
止され、中継アンテナにより伝搬される電波にノイズが混入する可能性を低減することが
できる。また、切替手段により非アース状態に切り替えることにより、読取装置による読
取作業が可能となる。なお、切替手段の切替は手動によるものの他、読取作業開始に伴い
自動で行われるように構成することも可能である。
【００４９】
　手段１９．手段１８において、遊技機の前面扉を施錠する施錠手段を備え、施錠手段の
解錠操作によって前記切替手段が作動するものであることを特徴とする遊技機。
【００５０】
　本手段によれば、施錠手段の解錠操作が行われることで中継アンテナが非アース状態に
切り替えられるものであるから、遊技機前方において読取作業を行うことができるのがキ
ー等をもった解錠権限のあるホール関係者等のみに限定される利点がある。
【００５１】
　手段２０．手段１乃至１９のいずれかにおいて、前記制御装置が複数設けられ、各制御
装置にそれぞれ前記電子タグが備えられていることを特徴とする遊技機。
【００５２】
　本手段によれば、複数の制御装置について電子タグから発信される識別情報をもとに、
各制御装置に対する不正行為を容易に発見することができる。
【００５３】
　手段２１．手段２０において、前記各制御装置は、少なくとも遊技を統括管理する主制
御装置と、遊技媒体を払い出す払出装置を制御する払出制御装置を含むものであることを
特徴とする遊技機。
【００５４】
　本手段によれば、不正に当り等の情報が付与される可能性の高い主制御装置の他、何ら
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の当り等の有利状態が発生していないにもかかわらず不正に遊技媒体を払い出す情報が付
与される可能性の高い払出制御装置についても、遊技機前方から読取装置によって容易に
不正発見をすることができる。
【００５５】
　手段２２．手段１乃至２１のいずれかにおいて、前記発信アンテナ部は電波を送受信可
能な送受信アンテナ部であり、記憶部はＩＣチップに搭載されるものであり、
　ＩＣチップは、前記送受信アンテナ部を介して所定周波数の電波を受信することにより
、前記識別情報を含んだ電波を応答波として前記送受信アンテナ部を介して発信するもの
であることを特徴とする遊技機。
【００５６】
　本手段によれば、読取装置から所定周波数の電波が発信されると、中継アンテナ及び送
受信アンテナ部を介して（手段１５のような第２中継アンテナ部近傍に設置された電子タ
グについては送受信アンテナ部のみを介して直接）、ＩＣチップに至る。ＩＣチップはこ
れを受けて識別情報を含む応答波を送受信アンテナ部及び中継アンテナを介して（手段１
５のような第２中継アンテナ部近傍に設置された電子タグについては送受信アンテナ部の
みを介して直接）、読取装置に送信する。これにより、電子タグが常時識別情報を発信す
る必要がなくなる。
【００５７】
　手段２３．手段２２において、前記送受信アンテナ部は前記所定周波数の電波を受信す
ることにより電磁誘導による起電力を生じるものであり、ＩＣチップはこの起電力を電源
として記憶部に記憶されている識別情報を呼び出して前記送受信アンテナ部から発信する
ものであることを特徴とする遊技機。
【００５８】
　本手段によれば、電子タグは、送受信アンテナ部において生じる起電力を利用して記憶
部に格納された識別情報を発信する。したがって、電子タグ自身に電池等の電源を保有さ
せる必要がなく、電子タグの小型化が可能となる。
【００５９】
　手段２４．手段１乃至２３のいずれかにおいて、一方の面に粘着層を有するベースシー
トの粘着層側に前記電子タグが貼り付けられてシール部材が構成されていることを特徴と
する遊技機。
【００６０】
　本手段によれば、シール部材の貼り付け状態においては、電子タグがベースシートに覆
われた形となることから、電子タグが保護され、電子タグ自体に対する不正行為を回避し
得る。
【００６１】
　手段２５．手段２４において、前記発信アンテナ部は箔状材料により長尺状に形成され
ており、前記ベースシートが貼り付け状態から剥離される際に破断する脆性を有するもの
であることを特徴とする遊技機。
【００６２】
　本手段によれば、ベースシートを規定箇所に貼り付けられている状態から剥がそうとす
ると、自身の脆性により破断され、箔状かつ長尺状の発信アンテナ部も破断される可能性
が高い。この発信アンテナ部の破断により、発信アンテナ部が正常に機能せず、読取装置
による識別情報の読取が正常に行われない結果、制御装置等に何らかの不正行為がなされ
た可能性を容易に察知することができる。
【００６３】
　手段２６．手段２４又は２５において、前記制御装置は複数のボックス構成体を組み立
ててなる基板ボックス内に制御基板を収容して構成され、当該制御装置に設けられる電子
タグについて、前記シール部材は隣接するボックス構成体を跨ぐように貼り付けられてい
ることを特徴とする遊技機。
【００６４】
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　本手段によれば、隣接するボックス構成体間を跨ぐようにしてシール部材が貼り付けら
れているため、制御基板に不正を加える目的で基板ボックスを開封しようとすればシール
部材が破断する。これにより、制御基板及びそれに搭載されるＲＯＭ等の電子部品に不正
を加えられた場合には、発信アンテナ部が正常に機能せず、読取装置による識別情報の読
取が正常に行われない結果、制御装置に何らかの不正行為がなされた可能性を容易に察知
することができる。
【００６５】
　手段２７．手段２６において、前記シール部材の貼り付け状態において、前記発信アン
テナ部が隣接するボックス構成体を跨ぐように配置されていることを特徴とする遊技機。
【００６６】
　手段２７によれば、発信アンテナ部を破断させることなく基板ボックスを開封すること
が一層困難なものとなり、制御装置に何らかの不正行為がなされた可能性を一層確実に察
知することができる。
【００６７】
　手段２８．手段２２又は手段２３において、前記制御装置は、分離可能な複数のボック
ス構成体と、これら複数のボックス構成体により形成される内部空間に収容される制御基
板とを有し、前記ボックス構成体間の境界を跨ぐようにしてシール部材を貼り付けた遊技
機であって、
　前記シール部材が貼り付けられるボックス構成体を相互に締結する締結具を設けるとと
もに、当該締結具の少なくとも一部を覆うようにして前記シール部材を貼り付け、
　前記シール部材は、背面側に粘着層が設けられ、前記シール部材を剥がす力に伴う応力
によって一部が破断される程度の脆性を有する略四角形状のベースシートを有し、
　前記ベースシートの粘着層側に前記電子タグを設け、
　前記送受信アンテナ部を、前記シール部材を剥がす力に伴う応力によって一部が破断さ
れる程度の脆性を有するものとし、
　前記送受信アンテナ部を、その長手方向が前記ベースシートのすべての辺方向と交差し
、前記ベースシートとともに前記ボックス構成体間の境界を跨ぐように前記ベースシート
の一辺側から他の一辺側に亘って延び、さらに前記締結具における前記シール部材に覆わ
れる部分と対峙するようにして配置したことを特徴とする遊技機。
【００６８】
　手段２８の遊技機では、制御基板を備えた制御装置にシール部材が貼り付けられている
。シール部材には、ベースシートの粘着層側にＩＣチップと送受信アンテナ部とが設けら
れており、ＩＣチップに格納されている識別情報が送受信アンテナ部により読取装置に向
けて発信可能となっている。かかる構成において、当該シール部材は制御基板を収容する
ボックス構成体間の境界を跨ぎ、且つ締結具の少なくとも一部を覆うようにして貼り付け
られている。よって、ボックス構成体を分離させるにはボックス構成体からシール部材を
剥がす必要がある。
【００６９】
　この場合に、ベースシートは、シール部材を剥がす力に伴う応力によって一部が破断さ
れる程度の脆性を有している。よって、シール部材をその隅角から剥がしていくと剥がす
力に伴う応力がベースシートの隅角部分に集中し、ベースシートが大きく破断されること
となる。これにより、シール部材が不正に剥がされたこと、すなわち、制御基板に対して
不正が行われたことの痕跡が残り、制御基板に対して不正が行われたことを容易に発見す
ることができる。
【００７０】
　また、送受信アンテナ部は、その長手方向がベースシートのすべての辺方向と交差し、
且つベースシートとともにボックス構成体間の境界を跨ぐようにベースシートの一辺側か
ら他の一辺側に亘って延びるようにして配置されている。よって、シール部材をその隅角
からではなく、その一辺全体から剥がそうとしたとしても、送受信アンテナ部の長手方向
と交差する方向に破断が生じる。そして、破断が生じた位置にて送受信アンテナ部が分断
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されることとなる。この場合、遊技ホールの管理者等が読取装置によりＩＣチップに格納
された識別情報を確認できなくなるので、制御基板に対して不正が行われたことを容易に
且つ確実に発見することができる。
【００７１】
　また、送受信アンテナ部は、締結具と対峙するようにして配置されている。したがって
、締結具を取り外すべく締結具を露出させるようにシール部材を巧妙に剥がそうとしたと
しても、そのためにはシール部材における送受信アンテナ部が配置された部分を剥がす必
要が生じる。そして、かかる場合、送受信アンテナ部が分断され読取装置により識別情報
が確認できなくなることで、制御基板に対して不正が行われたことを確実に発見すること
ができる。
【００７２】
　以上より、封印用のシール部材の機能を好適に発揮させることができ、制御基板に対す
る不正を容易に且つ確実に発見することができる。
【００７３】
　なお、「略四角形状」としては、正方形状や長方形状などが考えられる。
【００７４】
　手段２９．手段２８において、前記締結具を着脱自在とし、
　前記シール部材を前記締結具の取り外し方向側の端部を覆うようにして貼り付けるとと
もに、前記送受信アンテナ部を当該端部と対峙するようにして配置したことを特徴とする
遊技機。
【００７５】
　手段２９によれば、締結具は着脱自在であるため、遊技ホールなどにおける制御基板の
点検時やメンテナンス時には締結具の締結を解除し制御基板を取り出すことが可能である
。かかる構成において、制御基板を不正に取り出すためには締結具の取り外し方向側の端
部を露出させる必要がある。この場合に、当該端部を露出させるようにシール部材を巧妙
に剥がそうとしたとしても、当該端部と対峙するようにして送受信アンテナ部が配置され
ているためシール部材における送受信アンテナ部が配置された部分を剥がす必要が生じる
。したがって、締結具の取り外し方向側の端部を露出させようとすると送受信アンテナ部
が分断されて読取装置により識別情報が確認できなくなり、制御基板に対して不正が行わ
れたことを確実に発見することができる。
【００７６】
　なお、「着脱自在」である構成とは、ボックス構成体や締結具などの破断を伴わずに当
該締結具の着脱を行うことができる構成をいい、例えば、ネジやビスなどを締結具として
用いる構成をいう。
【００７７】
　手段３０．手段２９において、前記送受信アンテナ部を、前記締結具の前記端部を跨ぐ
ようにして配置したことを特徴とする遊技機。
【００７８】
　手段３０によれば、送受信アンテナ部が締結具の取り外し方向側の端部を跨いでいるの
で、当該端部を露出させる際に送受信アンテナ部の分断が生じる機会を多く設けることが
できる。よって、制御基板に対して不正が行われたことを確実に発見することができる。
【００７９】
　手段３１．手段２９において、前記シール部材が貼り付けられる各ボックス構成体には
相互に連通する連通孔を設けるとともに、前記締結具は前記連通孔に挿通された状態で締
結を行い、
　前記送受信アンテナ部を、前記連通孔における前記締結具の取り外し方向の開口を跨ぐ
ようにして配置したことを特徴とする遊技機。
【００８０】
　手段３１によれば、送受信アンテナ部が連通孔における締結具の取り外し方向の開口を
跨いでいるので、締結具の取り外し方向側の端部を露出させる際に送受信アンテナ部の分
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断が生じる機会を多く設けることができる。よって、制御基板に対して不正が行われたこ
とを確実に発見することができる。
【００８１】
　手段３２．手段３１において、前記送受信アンテナ部の短手方向の寸法を、前記開口の
開口幅よりも小さくするとともに、
　前記送受信アンテナ部を、前記開口を挟んで当該開口の周縁部を架渡すようにして配置
したことを特徴とする遊技機。
【００８２】
　手段３２によれば、開口を挟んで当該開口の周縁部を架渡すようにして送受信アンテナ
部が配置されているので、シール部材を剥がす場合には送受信アンテナ部における開口の
周縁部に対応する位置にシール部材を剥がす力に伴う応力が集中し易くなる。そして、送
受信アンテナ部の短手方向の寸法は開口の開口幅よりも小さくなっている。よって、送受
信アンテナ部の分断が生じる機会を多く設けることができ、制御基板に対して不正が行わ
れたことを確実に発見することができる。
【００８３】
　なお、「連通孔における締結具の取り外し方向に位置する開口側を段差状に拡径させて
締結具の頭部を収容する頭収容部を形成し、この頭収容部の段差部に前記頭部が当接する
ことで前記締結具の挿入方向の移動が規制される構成」においては、送受信アンテナ部の
短手方向の寸法を、頭収容部の孔径よりも小さくする構成としてもよい。
【００８４】
　手段３３．手段２８乃至手段３２のいずれかにおいて、前記ボックス構成体の前記シー
ル部材が貼り付けられる貼付面に対応させて、前記送受信アンテナ部が前記締結具と対峙
する位置となるように前記シール部材の貼付位置をガイドするガイド手段を設けたことを
特徴とする遊技機。
【００８５】
　手段３３によれば、ガイド手段が設けられていることにより、シール部材を貼付面に貼
り付けることで自ずと送受信アンテナ部が締結具と対峙する。これにより、送受信アンテ
ナ部と締結具とを確実に対峙させることができる。また、シール部材を貼り付ける場合の
作業性を低下させることなく、送受信アンテナ部と締結具とを対峙させることができる。
【００８６】
　手段３４．手段３３において、前記ガイド手段は、前記貼付面を囲むようにして形成さ
れた囲い枠であることを特徴とする遊技機。
【００８７】
　手段３４によれば、シール部材を貼り付ける場合には囲い枠により囲まれた領域内にシ
ール部材を持っていけばよく、シール部材を貼り付ける場合の作業性を向上させることが
できる。また、制御基板に対して不正を行うべくシール部材を剥がそうとしても、シール
部材は囲い枠にて囲まれているためにその剥がし行為が非常に困難なものとなる。したが
って、当該剥がし行為に際してベースシートが破断され易くなり、さらには送受信アンテ
ナ部が分断され易くなる。よって、制御基板に対して不正が行われたことを確実に発見す
ることができる。さらには、囲い枠がガイド手段としての機能とシール部材の剥がし行為
を困難なものとする機能とを併せ持つこととなり、構成の簡素化を図りつつ上記効果を奏
することができる。
【００８８】
　手段３５．手段３４において、前記貼付面に前記シール部材を貼り付ける場合に前記送
受信アンテナ部が前記締結具と対峙する位置から外れない範囲内で、前記貼付面が前記シ
ール部材の面積よりも広くなるように前記囲い枠を形成したことを特徴とする遊技機。
【００８９】
　手段３５によれば、貼付面がシール部材の面積よりも広くなるように囲い枠が形成され
ている。また、貼付面はシール部材を貼り付ける場合に送受信アンテナ部が締結具と対峙
する位置から外れない範囲内で設定されている。これにより、シール部材を貼付面に貼り
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付ける場合の貼付位置にゆとりが生まれ、上記手段７における効果を奏するようにした構
成においてシール部材を貼り付ける場合の作業性を向上させることができる。
【００９０】
　手段３６．手段２８乃至手段３５のいずれかにおいて、前記締結具を複数設け、
　さらに前記シール部材を前記複数の締結具に対してそれぞれの少なくとも一部を覆うよ
うにして貼り付けるとともに、前記送受信アンテナ部を前記複数の締結具における前記シ
ール部材に覆われる部分と対峙するようにして配置したことを特徴とする遊技機。
【００９１】
　手段３６によれば、締結具が複数設けられているので、各ボックス構成体が強固に締結
される。かかる構成においては、制御基板を取り外すためにはすべての締結具の締結を解
除する必要がある。この場合に、シール部材が複数の締結具に対してそれぞれの少なくと
も一部を覆うようにして貼り付けられている。よって、不正に締結具の締結を解除する作
業を煩雑なものとすることができ、さらにはかかる不正な解除作業に際してベースシート
の破断が生じる機会を多く設けることができる。一の締結具を巧妙に露出させることがで
きたとしても、他の締結具を露出させる必要があるからである。
【００９２】
　また、複数の締結具におけるシール部材に覆われる部分と対峙するようにして送受信ア
ンテナ部が配置されているので、不正に締結具の締結が解除される場合において送受信ア
ンテナ部の分断が生じる機会を多く設けることができる。よって、制御基板に対して不正
が行われたことを確実に発見することができる。
【００９３】
　手段３７．手段２８乃至手段３６のいずれかにおいて、前記各ボックス構成体の外周部
には相互に対向する板面を有する貼付板部を設け、
　前記締結具は、前記板面に対して略直交する方向に延び、前記両貼付板部における両者
の境界を跨ぐようにして形成された連通孔に挿通された状態で締結を行い、
　さらに各貼付板部の境界を跨ぐようにして前記シール部材を貼り付ける構成であって、
　前記締結具として、前記各貼付板部の境界に対して一方の貼付板部側への方向を取り外
し方向とする第１締結具と、その反対方向を取り外し方向とする第２締結具とを設け、
　前記シール部材を、前記第１締結具及び前記第２締結具の両方の取り外し方向側の端部
を覆うようにして貼り付けるとともに、
　前記送受信アンテナ部を、前記両貼付板部における対応する締結具の取り外し方向側の
面に位置し、且つ前記第１締結具の前記端部又は前記第２締結具の前記端部の少なくとも
一方と対峙するようにして配置したことを特徴とする遊技機。
【００９４】
　手段３７の遊技機では、貼付板部が締結具によって締結されるのに伴って、各ボックス
構成体が締結される。そして、その締結された貼付板部の境界を跨ぐようにしてシール部
材が貼り付けられている。この場合に、締結具が複数設けられているので、各貼付板部（
各ボックス構成体）が強固に固定される。また、制御基板を取り外すためには、第１締結
具及び第２締結具の締結を解除する必要がある。
【００９５】
　かかる構成において、第１締結具は各貼付板部の境界に対して一方の貼付板部側への方
向が取り外し方向となるように取り付けられているのに対して、第２締結具はその反対方
向が取り外し方向となるように取り付けられている。そして、これら第１締結具及び第２
締結具の取り外し方向側の端部を覆うようにしてシール部材が貼り付けられており、さら
に両貼付板部における対応する締結具の取り外し方向側の面に位置するようにして送受信
アンテナ部が配置されている。よって、不正に締結具の締結を解除する作業を煩雑なもの
とすることができ、さらにはかかる不正な解除作業に際してベースシートの破断、及び送
受信アンテナ部の分断が生じる機会を多く設けることができる。第１締結具の取り外し方
向側の端部又は第２締結具の取り外し方向側の端部のいずれか一方を露出させることがで
きたとしても、他方を露出させる必要があるからである。
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【００９６】
　また、例えば、第１締結具及び第２締結具のいずれもが、両貼付板部の境界に対して同
一方向を取り外し方向とする構成においては、たとえ両貼付板部の境界を跨ぐようにして
シール部材を貼り付け、さらに両貼付板部における対応する締結具の取り外し方向側の面
に位置するようにして送受信アンテナ部を配置していたとしても、当該シール部材におけ
る前記締結具の取り外し方向側の部分を剥がすだけで、すなわち、シール部材をすべて剥
がすことなく、両締結具の取り外し方向側の端部を露出させることができてしまう。この
場合、上記のようにシール部材を貼り付け、さらに上記のように送受信アンテナ部を配置
した効果が好適に発揮されなくなってしまう。これに対して、本手段１０における構成に
よれば上記のとおりであるので、当該効果が好適に発揮される。
【００９７】
　手段３８．手段３７において、前記送受信アンテナ部を、前記第１締結具の前記端部及
び前記第２締結具の前記端部の両方と対峙するようにして配置したことを特徴とする遊技
機。
【００９８】
　手段３８によれば、第１締結具及び第２締結具の両方の取り外し方向側の端部と対峙す
るようにして送受信アンテナ部が配置されているので、不正に締結具の締結が解除される
場合において送受信アンテナ部の分断が生じる機会を多く設けることができる。よって、
制御基板に対して不正が行われたことを確実に発見することができる。
【００９９】
　手段３９．手段３８において、前記送受信アンテナ部を、前記ベースシートの中心に対
して点対称となるようにして配置したことを特徴とする遊技機。
【０１００】
　手段３９によれば、１８０°回転させて貼付面にシール部材を貼り付けたとしても、第
１締結具及び第２締結具の両方の取り外し方向側の端部に対して送受信アンテナ部を対峙
させることができる。よって、第１締結具及び第２締結具の両方の取り外し方向側の端部
に対して送受信アンテナ部を対峙させるようにした構成において、シール部材を貼り付け
る場合の作業性を向上させることができる。
【０１０１】
　なお、ベースシートを長方形状（矩形状）に形成することで、シール部材の貼り付け作
業を行う作業者にとっては、シール部材の短手方向又は長手方向を基準として当該シール
部材をボックス構成体に貼り付けるだけで第１締結具及び第２締結具の両方の取り外し方
向側の端部に対して送受信アンテナ部を対峙させることができ、シール部材を貼り付ける
場合のさらなる作業性向上を図ることができる。
【０１０２】
　さらには、上記手段３３乃至手段３５のいずれかを備えた構成においては、ガイド手段
によりシール部材の貼り付け位置がガイドされるため、シール部材の貼り付け作業を行う
作業者にとっては、ガイド手段にガイドされた位置にシール部材を貼り付けるだけで第１
締結具及び第２締結具の両方の取り外し方向側の端部に対して送受信アンテナ部を対峙さ
せることができ、シール部材を貼り付ける場合のさらなる作業性向上を図ることができる
。
【０１０３】
　手段４０．手段２８乃至手段３９のいずれかにおいて、前記締結具を金属製とし、
　前記送受信アンテナ部を前記締結具に対して離間させて配置したことを特徴とする遊技
機。
【０１０４】
　手段４０によれば、締結具が金属製であるので、制御基板を不正に取り外すべく締結具
を分断しようとする行為が抑制される。この場合に、送受信アンテナ部が締結具に対して
離間されているので、不正が行われていない場合における読取装置への識別情報の送信を
確実に行うことができる。金属製の締結具と送受信アンテナ部とが接触していると送受信
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アンテナ部に対して設定された周波数が変化してしまうなどといった理由により、読取装
置への識別情報の送信が阻害されてしまうからである。よって、かかる不都合を生じさせ
ることなく、締結具と対峙するようにして送受信アンテナ部を配置したことによる上述し
た効果を得ることができる。
【０１０５】
　手段４１．手段４０において、前記シール部材が貼り付けられる各ボックス構成体には
相互に連通する連通孔を設けるとともに、前記締結具は前記連通孔に挿通された状態で締
結を行い、
　前記締結具の挿通状態において当該締結具の取り外し方向側の端部の位置が前記連通孔
におけるその軸線方向の途中位置となるよう構成し、
　さらに、前記シール部材を、前記連通孔における前記締結具の取り外し方向に位置する
開口を覆うようにして貼り付けるとともに、
　前記送受信アンテナ部を、前記締結具の前記端部と対峙するようにして配置したことを
特徴とする遊技機。
【０１０６】
　手段４１によれば、締結具の取り外し方向側の端部の位置が連通孔におけるその軸線方
向の途中位置となっているのに対して、送受信アンテナ部の位置が連通孔における締結具
の取り外し方向側の開口付近となっている。よって、締結具と対峙するように送受信アン
テナ部を配置した構成において、金属製の締結具と送受信アンテナ部とを確実に離間させ
ることができる。
【０１０７】
　なお、上記手段３２を備えた構成においては、送受信アンテナ部が連通孔における前記
開口を跨ぐこととなるので、送受信アンテナ部が締結具の前記端部に向けて（連通孔内に
向けて）撓みにくくなり、送受信アンテナ部と締結具の前記端部とを対峙させた構成にお
いて両者を確実に離間させることができる。
【０１０８】
　手段４２．手段４１において、前記送受信アンテナ部と前記締結具の前記端部との間に
は、両者を介在する介在部材を不具備としたことを特徴とする遊技機。
【０１０９】
　手段４２によれば、送受信アンテナ部と締結具の取り外し方向側の端部との間に両者を
介在する介在部材が不具備となっているので、送受信アンテナ部と締結具の取り外し方向
側の端部との間には所定の空間が形成されている。また、連通孔における締結具の取り外
し方向に位置する開口を覆うようにしてシール部材が貼り付けられている。これにより、
不正に締結具の締結を解除すべくシール部材を剥がして締結具の取り外し方向側の端部を
露出させようとする場合において、送受信アンテナ部の分断が生じる機会を多く設けるこ
とができる。つまり、シール部材は開口の周縁部を境界としてボックス構成体に貼り付け
られた部分と貼り付けられていない部分とが存在し、これは送受信アンテナ部においても
同様である。この場合に、締結具の取り外し方向側の端部を露出させようとしてシール部
材を剥がすと、送受信アンテナ部におけるボックス構成体に貼り付けられた部分と貼り付
けられていない部分との境界にシール部材を剥がす力に伴う応力が集中し易くなるからで
ある。よって、制御基板に対して不正が行われたことを確実に発見することができる。
【０１１０】
　特に、上記手段３２及び当該手段４２を備えた構成においては、開口を挟んで当該開口
の周縁部を架渡すようにして送受信アンテナ部が配置されており、さらに送受信アンテナ
部と締結具の取り外し方向側の端部との間に所定の空間が形成される。つまり、送受信ア
ンテナ部における架渡す部位が浮いた状態となる。よって、締結具の取り外し方向側の端
部を露出させようとしてシール部材を剥がすと、送受信アンテナ部におけるボックス構成
体に貼り付けられた部分と貼り付けられていない部分との境界にシール部材を剥がす力に
伴う応力がより集中し易くなる。よって、送受信アンテナ部の分断が生じる機会をより多
く設けることができる。
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【０１１１】
　手段４３．手段２８乃至手段４２のいずれかにおいて、前記送受信アンテナ部を、前記
ベースシートの一隅部側からその対角方向の隅部側に亘って延びるようにして配置したこ
とを特徴とする遊技機。
【０１１２】
　手段４３によれば、送受信アンテナ部がベースシートの一隅部側からその対角方向の隅
部側に亘って延びるようにして配置されていることにより、送受信アンテナ部の長手方向
の寸法を長く確保することができる。よって、シール部材が剥がされた場合における送受
信アンテナ部の分断が生じる機会を多く設けることができるので、制御基板に対して不正
が行われたことをより確実に発見することができる。
【０１１３】
　手段４４．手段４３において、前記送受信アンテナ部を、前記ベースシートの対角線上
に配置したことを特徴とする遊技機。
【０１１４】
　手段４４によれば、送受信アンテナ部がベースシートの対角線上に設けられているので
、送受信アンテナ部の長さ寸法を極力大きく確保することができる。よって、シール部材
が剥がされた場合における送受信アンテナ部の分断が生じる機会をできる限り多く設ける
ことができる。
【０１１５】
　手段４５．手段２８乃至手段４４のいずれかにおいて、前記ＩＣチップを基準としてそ
の両側に向けて前記送受信アンテナ部の長手方向が延びるように、前記ＩＣチップの配置
位置を設定したことを特徴とする遊技機。
【０１１６】
　手段４５によれば、ＩＣチップを基準としてその両側に向けて送受信アンテナ部の長手
方向が延びるようにＩＣチップの配置位置が設定されているので、ＩＣチップがシール部
材の外縁側（一辺側）には位置しないこととなる。よって、ＩＣチップの厚みに起因して
シール部材が剥がし易くなることを抑制することができる。即ち、ＩＣチップは所定の厚
みを有するためシール部材におけるＩＣチップの周囲とボックス構成体との間には隙間が
生じることとなる。この場合に、ＩＣチップがシール部材の外縁側にあるとその外縁とボ
ックス構成体との隙間に指を掛けることでシール部材が剥がし易くなってしまう。これに
対して、本手段のように、ＩＣチップの位置がシール部材の外縁側でないことにより、所
定の厚みを有するＩＣチップを備えた構成においてシール部材が剥がし易くなることを抑
制することができる。
【０１１７】
　なお、ＩＣチップを送受信アンテナ部の長手方向の略中央に配置することで、上記効果
はより顕著なものとなる。
【０１１８】
　手段４６．手段２８乃至手段４５のいずれかにおいて、前記送受信アンテナ部の厚み寸
法が前記ＩＣチップの厚み寸法よりも小さいことを特徴とする遊技機。
【０１１９】
　手段４６によれば、送受信アンテナ部の厚み寸法がＩＣチップの厚み寸法よりも小さい
ので、シール部材が剥がされた際に送受信アンテナ部が破断され易くなる。よって、制御
基板に対して不正が行われたことをより確実に発見することができる。
【０１２０】
　この場合に、ＩＣチップがシール部材の外縁側にあると、上記手段４５に示したとおり
、シール部材が剥がし易くなってしまう。これに対して、上記手段４５の構成を備えるこ
とで、シール部材が剥がし易くなることを抑制することができる。
【０１２１】
　手段４７．手段２８乃至手段４６のいずれかにおいて、前記シール部材を、曲げ中心の
延びる方向が該シール部材の一辺の延びる方向に対して略平行となるように、所定の角度
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又は所定の曲率で曲げて前記ボックス構成体に貼り付けたことを特徴とする遊技機。
【０１２２】
　手段４７によれば、曲げ中心の延びる方向がシール部材の一辺の延びる方向に対して略
平行となるように、シール部材が所定の角度又は所定の曲率で曲げてボックス構成体に貼
り付けられているので、シール部材がその隅角から剥がされた場合のベースシートの破断
がより顕著に発生することとなる。なぜなら、上記のようにシール部材が貼り付けられて
いる構成においてシール部材をその隅角から剥がそうとすると、曲げ中心の端部に剥がす
力に伴う応力が集中するからである。この場合、制御基板に対して不正を行おうとする者
は、自ずとシール部材の一辺に沿う方向に当該シール部材を剥がそうとする。これに対し
て、上記手段１の構成を備えていることにより、一辺に沿う方向にシール部材を剥がそう
とすると送受信アンテナ部が分断され、制御基板に対して不正が行われたことを容易に発
見することができる。
【０１２３】
　手段４８．手段２８乃至手段４７のいずれかにおいて、前記ベースシートにおける前記
送受信アンテナ部の周囲に、送受信アンテナ部用切り込みを複数形成したことを特徴とす
る遊技機。
【０１２４】
　手段４８によれば、シール部材が剥がされた場合、その剥がす力に伴う応力が送受信ア
ンテナ部の周囲に形成された送受信アンテナ部用切り込みの端部に集中し、送受信アンテ
ナ部用切り込みの端部からベースシートが破断されるのに伴って送受信アンテナ部も破断
され、その位置にて送受信アンテナ部が分断されることとなる。よって、送受信アンテナ
部が分断され易くなり、制御基板に対して不正が行われた場合の発見をより確実に行うこ
とができる。
【０１２５】
　手段４９．手段４８において、前記送受信アンテナ部用切り込みは、前記送受信アンテ
ナ部の長手方向及び前記ベースシートのすべての辺方向に対して交差する方向に延びる線
状の切り込みであることを特徴とする遊技機。
【０１２６】
　手段４９によれば、送受信アンテナ部用切り込みは、送受信アンテナ部の長手方向及び
ベースシートのすべての辺方向に対して交差する方向に延びる線状の切り込みであるので
、シール部材が一辺に沿う方向に剥がされた場合の剥がす力に伴う応力が送受信アンテナ
部用切り込みの送受信アンテナ部側端部に集中し易くなる。これにより、送受信アンテナ
部用切り込みを介した送受信アンテナ部の分断をより発生し易くすることができる。
【０１２７】
　なお、送受信アンテナ部が分断されない程度で送受信アンテナ部に達する位置まで送受
信アンテナ部用切り込みを形成する構成とすることにより、シール部材が剥がされた場合
の送受信アンテナ部の分断がより発生し易くなる。
【０１２８】
　また、送受信アンテナ部を挟んで送受信アンテナ部用切り込みが直線状に並ばないよう
にすることで、例えば、遊技機の製造時におけるシール部材の貼り付け作業時などといっ
た不正と関係のない場合に、送受信アンテナ部を挟んで位置する送受信アンテナ部用切り
込みが繋がりそれに伴って送受信アンテナ部が分断されてしまうことを抑制することがで
きる。
【０１２９】
　手段５０．手段２８乃至手段４９のいずれかにおいて、前記ベースシートの少なくとも
隅角に、外周から内側に向けて延びる複数の外縁切り込みを形成したことを特徴とする遊
技機。
【０１３０】
　手段５０によれば、シール部材をその隅角から剥がすと、剥がす力に伴う応力が外縁切
り込みの内側端部に集中しベースシートの破断がより発生し易くなる。この場合、制御基



(16) JP 5066889 B2 2012.11.7

10

20

30

40

50

板に対して不正を行おうとする者は、自ずとシール部材の一辺に沿う方向に当該シール部
材を剥がそうとする。これに対して、上記手段１の構成を備えていることにより、一辺に
沿う方向にシール部材を剥がそうとすると送受信アンテナ部が分断され、制御基板に対し
て不正が行われたことを容易に発見することができる。
【０１３１】
　なお、外縁切り込みをベースシートの外周方向に多数並べて形成することにより、シー
ル部材がその一辺に沿う方向に剥がされた場合に、ベースシートの破断が発生し易くなる
。これにより、シール部材が不正に剥がされたことの痕跡がベースシートに残ることとな
り、不正の発見をより容易に行うことができる。
【０１３２】
　手段５１．手段５０において、前記外縁切り込みの少なくとも内側端部を、線状又は鋭
角状としたことを特徴とする遊技機。
【０１３３】
　手段５１によれば、外縁切り込みの少なくとも内側端部が線状又は鋭角状となっている
ので、シール部材をその隅角から剥がした場合に、その剥がす力に伴う応力が外縁切り込
みの内側端部により局所的に集中することとなる。よって、シール部材をその隅角から剥
がした場合の外縁切り込みを介したベースシートの破断をより発生し易くすることができ
る。
【０１３４】
　手段５２．手段２８乃至手段５１のいずれかにおいて、前記ベースシートにおける隅角
側に隅側切り込みを形成したことを特徴とする遊技機。
【０１３５】
　手段５２によれば、ベースシートにおける隅角側に隅側切り込みが形成されているので
、シール部材をその隅角から剥がした場合におけるベースシートの破断がより発生し易く
なる。この場合、制御基板に対して不正を行おうとする者は、自ずとシール部材の一辺に
沿う方向に当該シール部材を剥がそうとする。これに対して、上記手段１の構成を備えて
いることにより、一辺に沿う方向にシール部材を剥がそうとすると送受信アンテナ部が分
断され、制御基板に対して不正が行われたことを容易に発見することができる。
【０１３６】
　なお、隅側切り込みをベースシートのコーナー部分に沿うようにして略Ｌ字状に形成す
る構成とすることにより、シール部材がその隅角から剥がされた場合に、ベースシートを
より破断され易くすることができ、さらには破断の程度を大きくすることができる。
【０１３７】
　手段５３．手段２８乃至手段５２のいずれかにおいて、前記複数のボックス構成体は一
対のボックス構成体からなり、一方のボックス構成体に対して他方のボックス構成体をス
ライドさせることで分離可能となる構成とし、前記シール部材を前記一対のボックス構成
体におけるスライド方向の端部に貼り付けたことを特徴とする遊技機。
【０１３８】
　手段５３では、一方のボックス構成体に対して他方のボックス構成体をスライドさせる
ことで、一対のボックス構成体を分離させることができる。この場合に、シール部材が一
対のボックス構成体におけるスライド方向の端部に貼り付けられているので、ボックス構
成体を分離させるには必ずシール部材を剥がす必要がある。そして、上記手段２８等の構
成を備えていることにより、シール部材を剥がしたことが容易に且つ確実に発見される構
成となっている。よって、制御基板に対して不正が行われたことを容易に且つ確実に発見
することができる。
【０１３９】
　手段５４．固有の識別情報を格納した記憶部と、この識別情報を含む電波を発信する発
信アンテナ部とを備えた電子タグを、遊技機内部又は背面部に設置された制御装置に備え
るとともに、
　遊技機前方から読取装置により前記識別情報を読取可能とすべく、前記発信アンテナ部
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からの電波を中継する中継アンテナを備えており、
　前記中継アンテナは、前記発信アンテナ部の近傍に設置されて前記発信アンテナ部から
の電波を中継する第１中継アンテナ部と、当該第１中継アンテナ部からの電波をさらに中
継する第２中継アンテナ部とを備えており、
　前記第２中継アンテナ部を、遊技部品が設置される遊技領域外に配置したことを特徴と
する遊技機。
【０１４０】
　制御装置は遊技機内部又は背面部に設けられており、従来では読取装置による識別情報
の読取には遊技機を開放する必要があった。これに対し、本手段によれば中継アンテナに
より、遊技機内部又は背面部に配置されている電子タグからの識別情報を含む電波が遊技
機前方まで到達することから、遊技機前方から読取装置により識別情報を読み取って不正
有無を監視することができる。
【０１４１】
　また、電子タグの発信アンテナ部からの電波を受信しやすい位置に第１中継アンテナ部
を配置することができるとともに、遊技機前方において読取装置による読取作業を行いや
すい位置に第２中継アンテナ部を配置することができる。したがって、電子タグを、読取
装置の読取作業性を意識することなく不正対策に適した位置に自由に設置することができ
る。
【０１４２】
　さらに、第２中継アンテナ部は遊技機前面部に配置されることが好ましいが、この場合
において遊技部品が設置される遊技領域内に第２中継アンテナ部を配置すると、遊技領域
内の遊技部品の構成やレイアウトの際に第２中継アンテナ部を考慮しなければならない。
この点、第２中継アンテナ部を遊技領域外に配置したことで、そのような点を考慮する必
要がない。
【０１４３】
　なお、上記手段５４の特徴的構成に上記手段３，手段５乃至手段５３の特徴的構成を適
用することもでき、その場合には相乗効果が期待できる。
【０１４４】
　手段５５．固有の識別情報を格納した記憶部と、この識別情報を含む電波を発信する発
信アンテナ部とを備えた電子タグを、遊技機内部又は背面部に設置された制御装置に備え
るとともに、
　遊技機前方から読取装置により前記識別情報を読取可能とすべく、前記発信アンテナ部
からの電波を中継する中継アンテナを備えており、
　前記中継アンテナは、前記発信アンテナ部の近傍に設置されて前記発信アンテナ部から
の電波を中継する第１中継アンテナ部と、当該第１中継アンテナ部からの電波をさらに中
継する第２中継アンテナ部とを備えており、
　さらに、前後に貫通する貫通孔が形成されて当該貫通孔に遊技部品が設置されている遊
技盤を備え、前記遊技部品を前記第２中継アンテナ部とし、または前記遊技部品に前記第
２中継アンテナ部を設けたことを特徴とする遊技機。
【０１４５】
　制御装置は遊技機内部又は背面部に設けられており、従来では読取装置による識別情報
の読取には遊技機を開放する必要があった。これに対し、本手段によれば中継アンテナに
より、遊技機内部又は背面部に配置されている電子タグからの識別情報を含む電波が遊技
機前方まで到達することから、遊技機前方から読取装置により識別情報を読み取って不正
有無を監視することができる。
【０１４６】
　また、電子タグの発信アンテナ部からの電波を受信しやすい位置に第１中継アンテナ部
を配置することができるとともに、遊技機前方において読取装置による読取作業を行いや
すい位置に第２中継アンテナ部を配置することができる。したがって、電子タグを、読取
装置の読取作業性を意識することなく不正対策に適した位置に自由に設置することができ
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る。
【０１４７】
　さらに、遊技盤に設置される遊技部品を第２中継アンテナ部としたり、当該遊技部品に
第２中継アンテナ部を設けることにより、遊技部品のために利用される貫通孔を介して第
１中継アンテナ部との電波のやりとりを行うことが可能となり、第２中継アンテナ部と第
１中継アンテナ部との電波のやりとりのために別途貫通孔を設けたり第２中継アンテナ部
専用の設置箇所を別途設ける必要がない。
【０１４８】
　なお、上記手段５５の特徴的構成に上記手段３乃至手段６，手段８乃至手段５３の特徴
的構成を適用することもでき、その場合には相乗効果が期待できる。
【０１４９】
　手段５６．固有の識別情報を格納した記憶部と、この識別情報を含む電波を発信する発
信アンテナ部とを備えた電子タグを、遊技機内部又は背面部に設置された制御装置に備え
るとともに、
　遊技機前方から読取装置により前記識別情報を読取可能とすべく、前記発信アンテナ部
からの電波を中継する中継アンテナを備えており、
　前記中継アンテナは、前記発信アンテナ部の近傍に設置されて前記発信アンテナ部から
の電波を中継する第１中継アンテナ部と、当該第１中継アンテナ部からの電波をさらに中
継する第２中継アンテナ部とを備えており、
　さらに、前後に貫通する貫通孔が形成されて当該貫通孔に遊技部品が設置されている遊
技盤を備え、前記第２中継アンテナ部は前記遊技部品により構成されたものであり、当該
遊技部品は前記貫通孔を介して遊技盤後方に突出されていることを特徴とする遊技機。
【０１５０】
　制御装置は遊技機内部又は背面部に設けられており、従来では読取装置による識別情報
の読取には遊技機を開放する必要があった。これに対し、本手段によれば中継アンテナに
より、遊技機内部又は背面部に配置されている電子タグからの識別情報を含む電波が遊技
機前方まで到達することから、遊技機前方から読取装置により識別情報を読み取って不正
有無を監視することができる。
【０１５１】
　また、電子タグの発信アンテナ部からの電波を受信しやすい位置に第１中継アンテナ部
を配置することができるとともに、遊技機前方において読取装置による読取作業を行いや
すい位置に第２中継アンテナ部を配置することができる。したがって、電子タグを、読取
装置の読取作業性を意識することなく不正対策に適した位置に自由に設置することができ
る。
【０１５２】
　さらに、遊技盤に設置される遊技部品を第２中継アンテナ部とすることにより、遊技部
品のために利用される貫通孔を介して第１中継アンテナ部との電波のやりとりを行うこと
が可能となり、第２中継アンテナ部と第１中継アンテナ部との電波のやりとりのために別
途貫通孔を設けたり第２中継アンテナ部専用の設置箇所を別途設けたりする必要がない。
特に、本手段においては、第２中継アンテナ部として機能する遊技部品が遊技盤後方に突
出されていることにより、第１中継アンテナ部との接続が一層容易になる。
【０１５３】
　なお、上記手段５６の特徴的構成に上記手段３乃至手段６，手段９乃至手段５３の特徴
的構成を適用することもでき、その場合には相乗効果が期待できる。
【０１５４】
　手段５７．固有の識別情報を格納した記憶部と、この識別情報を含む電波を発信する発
信アンテナ部とを備えた電子タグを、遊技機内部又は背面部に設置された制御装置に備え
るとともに、
　遊技機前方から読取装置により前記識別情報を読取可能とすべく、前記発信アンテナ部
からの電波を中継する中継アンテナを備えており、
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　前記中継アンテナは、前記発信アンテナ部の近傍に設置されて前記発信アンテナ部から
の電波を中継する第１中継アンテナ部と、当該第１中継アンテナ部からの電波をさらに中
継する第２中継アンテナ部とを備えており、
　さらに、前後に貫通する貫通孔が形成されて当該貫通孔に遊技部品が設置されている遊
技盤を備え、前記遊技部品を前記第２中継アンテナ部としまたは前記遊技部品に前記第２
中継アンテナ部を設けるとともに、前記第１中継アンテナ部を前記制御装置内に設けたこ
とを特徴とする遊技機。
【０１５５】
　制御装置は遊技機内部又は背面部に設けられており、従来では読取装置による識別情報
の読取には遊技機を開放する必要があった。これに対し、本手段によれば中継アンテナに
より、遊技機内部又は背面部に配置されている電子タグからの識別情報を含む電波が遊技
機前方まで到達することから、遊技機前方から読取装置により識別情報を読み取って不正
有無を監視することができる。
【０１５６】
　また、電子タグの発信アンテナ部からの電波を受信しやすい位置に第１中継アンテナ部
を配置することができるとともに、遊技機前方において読取装置による読取作業を行いや
すい位置に第２中継アンテナ部を配置することができる。したがって、電子タグを、読取
装置の読取作業性を意識することなく不正対策に適した位置に自由に設置することができ
る。
【０１５７】
　さらに、遊技盤に設置される遊技部品を第２中継アンテナ部としたり、当該遊技部品に
第２中継アンテナ部を設けることにより、遊技部品のために利用される貫通孔を介して第
１中継アンテナ部との電波のやりとりを行うことが可能となり、第２中継アンテナ部と第
１中継アンテナ部との電波のやりとりのために別途貫通孔を設けたり第２中継アンテナ部
専用の設置箇所を別途設ける必要がない。さらにまた、本手段によれば、第１中継アンテ
ナ部を制御装置内に設けることにより、制御装置に設置される電子タグとの位置関係を制
御装置単体で規定することができ、制御装置の設置箇所の微妙なずれ等に注意を払わなく
ても良好な電波のやりとりを確保することができる。
【０１５８】
　なお、上記手段５７の特徴的構成に上記手段３乃至手段６，手段８乃至手段１１，手段
１３乃至手段５３の特徴的構成を適用することもでき、その場合には相乗効果が期待でき
る。
【０１５９】
　手段５８．固有の識別情報を格納した記憶部と、この識別情報を含む電波を発信する発
信アンテナ部とを備えた電子タグを、遊技機内部又は背面部に設置された制御装置に備え
るとともに、前記電子タグを遊技機内部又は背面部に複数備えており、
　遊技機前方から読取装置により前記識別情報を読取可能とすべく、前記各電子タグの各
発信アンテナ部からの電波を中継する中継アンテナを備えていることを特徴とする遊技機
。
【０１６０】
　制御装置は遊技機内部又は背面部に設けられており、従来では読取装置による識別情報
の読取には遊技機を開放する必要があった。これに対し、本手段によれば中継アンテナに
より、遊技機内部又は背面部に配置されている複数の電子タグからの識別情報を含む電波
が遊技機前方まで到達することから、遊技機前方から読取装置により識別情報を読み取っ
て不正有無を監視することができる。したがって、遊技機内部又は背面部において複数箇
所に設置された電子タグの読取作業が容易になる。
【０１６１】
　なお、上記手段５８の特徴的構成に上記手段２乃至手段１５，手段１７乃至手段５３の
特徴的構成を適用することもでき、その場合には相乗効果が期待できる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【０１６２】
　（第１の実施の形態）
　以下、遊技機の一種であるパチンコ遊技機（以下、「パチンコ機」という）の一実施の
形態を、図面に基づいて詳細に説明する。図１はパチンコ機Ｐの正面図、図２はパチンコ
機Ｐの主要な構成を展開又は分解して示す斜視図、図３はパチンコ機Ｐを構成する本体枠
１２の前面構成を示す正面図である。なお、図２、図３では便宜上、パチンコ機Ｐの遊技
領域内の構成を空白としている。
【０１６３】
　図１～図３に示すように、パチンコ機Ｐは、当該パチンコ機Ｐの外殻を形成する外枠１
１を備えている。外枠１１は、遊技ホールＨへの設置の際に、いわゆる島設備に取り付け
られる。外枠１１は、木製の板材を全体として矩形枠状に組み合わせた状態とされ、各板
材を小ネジ等の離脱可能な締結部材により固定することによって構成されている。したが
って、釘やリベットを使って各板材を組み付けていた従来構造と比べて構成部材の再利用
（リユース）が容易な構成となっている。なお、外枠１１を合成樹脂やアルミニウム等の
金属によって構成してもよい。
【０１６４】
　外枠１１の一側部には、本体枠１２が開閉可能に支持されている。その開閉軸線はパチ
ンコ機Ｐの正面からみて左側に上下へ延びるように設定されており、その開閉軸線を軸心
にして本体枠１２が前方側に開放できるようになっている。更に言うと、本パチンコ機Ｐ
には右側に遊技球発射ハンドル１８の設置箇所が設けられているため、遊技球発射ハンド
ル１８とは反対側の側部を中心に本体枠１２を開閉可能としたということができる。なお
本実施の形態では、外枠１１と本体枠１２とにより遊技機本体が構成されている。外枠１
１に代わる構成として設置枠体を遊技ホールＨ側に予め設けておき、遊技ホールＨへのパ
チンコ機１０の設置に際しては本体枠１２を前記設置枠体に組み付ける構成とすることも
可能である。かかる構成では、本体枠１２のみにより遊技機本体が構成される。
【０１６５】
　本体枠１２の前面側の下部位置には、前面板１４が設けられている。前面板１４は、幅
方向ほぼ中央部において手前側へ膨出した膨出部１５ａを有するベース部１５と、ベース
部１５の膨出部１５ａ内側に設けられ下方にくぼんだ皿形状をなす球受皿としての下皿１
６と、下皿１６の奥側の壁面を構成し、下皿１６への球排出口１７ａが形成された奥壁パ
ネル１７とを備えている。ベース部１５は本体枠１２に対してネジ等の締結部材により固
定されていることから、ベース部１５が本体枠１２に対する取付部を構成している。ベー
ス部１５には膨出部１５ａよりも右方に、手前側へ突出するようにして遊技球発射ハンド
ル１８が設けられている。
【０１６６】
　遊技球発射ハンドル１８は、操作ハンドル１８ａと支持台座１８ｂとより構成されてい
る。支持台座１８ｂには、周知の構成のため図示による説明は省略するが、遊技者が操作
ハンドル１８ａに触れていることを検知するためのタッチセンサ、操作ハンドル１８ａが
操作されたことを検知するための発射スイッチ及び操作ハンドル１８ａの操作量を検知す
るためのダイヤル可変抵抗器が設けられている。さらに、操作ハンドル１８ａを操作した
状態で、遊技球の発射を止めるべく操作される止め打ちスイッチが設けられている。これ
らタッチセンサ、発射スイッチ、ダイヤル可変抵抗器及び止め打ちスイッチの信号線は、
後述する電源及び発射制御装置３１３に接続されている。
【０１６７】
　ベース部１５の膨出部１５ａ前面側にはスライド式の球抜きレバー１９が設けられてい
る。球抜きレバー１９が操作されると下皿１６内の貯留球が下方に排出されるよう構成さ
れている。奥壁パネル１７の球排出口１７ａとは異なる位置には、多数の小孔が集合した
スピーカカバー部１７ｂが形成されており、当該パネル１７の後方に設置されたスピーカ
２０の出力音がスピーカカバー部１７ｂを通じて前方に発せられるようになっている。ベ
ース部１５の膨出部１５ａ左方には灰皿２１が設けられている。
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【０１６８】
　本体枠１２の前面側の前面板１４を除く範囲には、本体枠１２を覆うようにして前面扉
としての前扉枠１３が設けられている。前扉枠１３は、本体枠１２に対して開閉可能に取
り付けられており、本体枠１２と同様、パチンコ機Ｐの正面からみて左側に上下に延びる
開閉軸線を軸心にして前方側に開放できるようになっている。
【０１６９】
　前扉枠１３の下部位置には、下皿１６の上方において手前側へ膨出した膨出部２２が設
けられ、その膨出部２２内側には上方に開口した上皿２３が設けられている。上皿２３は
、後述する払出装置より払い出された遊技球を一旦貯留し、一列に整列させながら後述す
る遊技球発射機構１６０側へ導くための球受皿である。膨出部２２前面側には上皿２３用
の球抜きレバー２４が設けられており、この球抜きレバー２４を操作すると上皿２３の最
下流部付近に設けられた球抜き通路（図示略）が開放され、上皿２３内の貯留球が下皿１
６へ排出されるようになっている。前扉枠１３には、ガラス１３７が設けられている。
【０１７０】
　図３に示すように、本体枠１２は、外形が前記外枠１１とほぼ同一形状をなす樹脂ベー
ス２５を主体に構成されており、樹脂ベース２５の中央部には略円形状の窓孔２６が形成
されている。樹脂ベース２５の後側には遊技盤３０が着脱可能に装着されている。図４に
示すように、遊技盤３０は略四角形状の合板よりなり、その周縁部が樹脂ベース２５の裏
側に当接した状態で取着されている。
【０１７１】
　次に、遊技盤３０の構成を図４に基づいて説明する。遊技盤３０には、ルータ加工が施
されることによって前後方向に貫通する大小複数の開口部が形成されている。各開口部に
は一般入賞口３１、可変入賞装置３２、作動口装置３３、スルーゲート３４及び可変表示
ユニット３５等がそれぞれ設けられている。実際には、一般入賞口３１、可変入賞装置３
２、作動口装置３３、スルーゲート３４及び可変表示ユニット３５は木ねじ等により遊技
盤表面に取り付けられている。本実施の形態では、可変表示ユニット３５が遊技盤３０の
略中央に配置され、その下方に作動口装置３３が配置され、さらにその下方に可変入賞装
置３２が配置されている。また、可変表示ユニット３５の左右両側にスルーゲート３４が
配置され、遊技盤３０の下部両側に一般入賞口３１がそれぞれ複数配置されている。作動
口装置３３には、所定の条件下で作動状態（開放状態）となる電動役物が付随的に設けら
れている。前記一般入賞口３１、可変入賞装置３２及び作動口装置３３に遊技球が入ると
、それが後述する検出スイッチにより検出され、その検出結果に基づいて上皿２３（場合
によっては下皿１６）に対し所定数の賞球が払い出される。その他に、遊技盤３０の最下
部にはアウト口３６が設けられており、各種入賞口等に入らなかった遊技球はアウト口３
６を通って図示しない球排出路の方へと案内されるようになっている。また、遊技盤３０
には、遊技球の落下方向を適宜分散、調整等するために多数の釘が植設されていると共に
、風車３７等の各種部材（役物）が配設されている。遊技盤３０の左右両側部には、組付
相手である本体枠１２の左右両側からの張出領域との干渉を回避するように凹部としての
切欠３８が複数箇所に形成されている。
【０１７２】
　可変表示ユニット３５には、作動口装置３３への入賞をトリガとして第１図柄（特別図
柄）を変動表示する図柄表示装置４１が設けられている。可変表示ユニット３５には、図
柄表示装置４１を囲むようにしてセンターフレーム４３が配設されている。センターフレ
ーム４３の上部中央には、第１特定ランプ部４７及び第２特定ランプ部４８が横並びの状
態で設けられている。また、これら両特定ランプ部４７，４８が配設された領域を挟むよ
うに、第１特定ランプ部４７及び図柄表示装置４１に対応した保留ランプ４４が設けられ
ている。遊技球が作動口装置３３を通過した回数は最大４回まで保留され、保留ランプ４
４の点灯によってその保留個数が表示されるようになっている。センターフレーム４３の
下部には、第２特定ランプ部４８に対応した保留ランプ４６が設けられている。遊技球が
スルーゲート３４を通過した回数は最大４回まで保留され、保留ランプ４６の点灯によっ
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てその保留個数が表示されるようになっている。
【０１７３】
　図柄表示装置４１は８インチサイズの液晶ディスプレイを備えた液晶表示装置として構
成されており、後述する表示制御装置により表示内容が制御される。図柄表示装置４１に
は、例えば左、中及び右に並べて第１図柄が表示され、これらの図柄が上下方向にスクロ
ールされるようにして変動表示されるようになっている。そして、予め設定されている有
効ライン上に所定の組合せの図柄が停止表示された場合には、特別遊技状態（以下、大当
たりという）が発生することとなる。この図柄の変動表示については、後に詳細に説明す
ることとする。
【０１７４】
　第１特定ランプ部４７には、その内側に赤、緑、青の３色発光タイプのＬＥＤランプが
配設されている。そして、作動口装置３３への入賞をトリガとして、所定の順序で発光色
の切り替えが行われる。具体的には、作動口装置３３への入賞をトリガとして、赤色光が
点灯され、その状態で所定時間が経過すると緑色光に発光色が切り替えられる。そして、
緑色光が点灯された状態で前記所定時間が経過すると青色光に発光色が切り替えられる。
その後、発光色の切り替え停止時期がくるまで、赤色、緑色、青色という順序で発光色の
切り替えが繰り返し行われる。これにより、第１特定ランプ部４７には、赤色、緑色、青
色が、この順序で繰り返し表示されることとなる。そして、最終的に赤色又は緑色が停止
表示された場合には、大当たりが発生し、青色が停止表示された場合には、大当たりが発
生しない。また、最終的に赤色で停止表示された場合と、最終的に緑色で停止表示された
場合とで、大当たりの種類が異なり、前者の方が遊技者に有利な大当たりが発生する（い
わゆる、確変大当たり）。
【０１７５】
　一方、第２特定ランプ部４８には、その内側に赤、緑の２色発光タイプのＬＥＤランプ
が配設されている。この第２特定ランプ部４８は、スルーゲート３４の通過をトリガとし
て、所定の順序で発光色の切り替えが行われる。具体的には、遊技球がスルーゲート３４
を通過すると、赤色光の点灯と緑色光の点灯とが交互に行われる。これにより、第２特定
ランプ部４８には、赤色、緑色が交互に表示されることとなる。そして、赤色が停止表示
された場合には、作動口装置３３に付随する電動役物が所定時間だけ開放状態となるよう
構成されている。
【０１７６】
　可変入賞装置３２は、通常は遊技球が入賞できない又は入賞し難い閉状態になっており
、大当たりの際に遊技球が入賞しやすい所定の開放状態に切り換えられるようになってい
る。可変入賞装置３２の開放態様としては、所定時間（例えば３０秒間）の経過又は所定
個数（例えば１０個）の入賞を１ラウンドとして、可変入賞装置３２内の継続入賞口への
入賞を条件として次ラウンドへの移行条件成立とし、複数ラウンド（例えば１５ラウンド
）を上限として可変入賞装置３２が繰り返し開放されるものが一般的である。
【０１７７】
　遊技盤３０には、後述する遊技球発射機構１６０から発射された遊技球を遊技盤３０上
部へ案内するためのレール部材としてのレールユニット５０が取り付けられており、遊技
球発射機構１６０から発射された遊技球はレールユニット５０を通じて所定の遊技領域に
案内されるようになっている。レールユニット５０は、内外二重に設けられた内レール部
５１と外レール部５２とを有する。
【０１７８】
　内レール部５１は、他の樹脂部分と一体成型され、遊技盤３０の面上にほぼ垂直に起立
して設けられている。また、外レール部５２は、内レール部５１と同様に他の樹脂部分と
一体成型され、遊技盤３０の面上にほぼ垂直に起立して設けられた支持部５２ａを有し、
その支持部５２ａの内側面に、遊技球の飛翔をより滑らかなものとするための摺動プレー
ト５２ｂが取り付けられている。摺動プレート５２ｂは、長尺状をなすステンレス製の金
属帯よりなり、複数箇所で支持部５２ａに支持されている。かかる場合、内レール部５１
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と外レール部５２とにより誘導レールが構成され、これら各レール部５１，５２が所定間
隔を隔てて対向する部分により球案内通路が形成されている。なお、内外のレール部５１
，５２が対向する部位では、遊技盤３０との当接部５３により各レール部５１，５２が連
結されており、球案内通路は手前側に開放した溝状に形成されている。
【０１７９】
　レールユニット５０において、前記球案内通路より遊技球が飛び出す部位（図４の左上
部）には戻り球防止部材５４が取着され、該飛び出した遊技球の最大飛翔部分に対応する
部位（図４の右上部）には返しゴム５５が取着されている。戻り球防止部材５４により、
一旦球案内通路から遊技盤３０の上部へと飛び出した遊技球が球案内通路内に戻ってしま
うといった事態が防止される。また、所定以上の勢いで発射された遊技球は返しゴム５５
に当たり、遊技領域の中央寄りに跳ね返されるようになっている。
【０１８０】
　レールユニット５０の外周部には、外方へ張り出した円弧状のフランジ５６が形成され
ている。フランジ５６は、遊技盤３０に対する取付面を構成する。レールユニット５０が
遊技盤３０に取り付けられる際には、遊技盤３０上にフランジ５６が当接され、その状態
で、当該フランジ５６に形成された複数の透孔にネジ等が挿通されて遊技盤３０に対する
レールユニット５０の締結がなされる。
【０１８１】
　内レール部５１及び外レール部５２間の球案内通路の入口には、同球案内通路の一部を
閉鎖するようにして凸部５７が形成されている。凸部５７は、内レール部５１の外周部か
ら下方へ延びるように形成され、遊技領域まで至らず球案内通路内を逆流してくるファー
ル球をファール球通路７６（図３参照）に導く機能を有する。遊技盤３０の右下隅部には
矩形状の凹み部が形成されており、当該凹み部に金属製の第１板状アンテナ５５１が嵌め
込み固定されている。第１板状アンテナ５５１は、共振周波数を２．４５ＧＨｚ等の一定
周波数に設定されている。また、第１板状アンテナ５５１の共振周波数が変化しないよう
、第１板状アンテナ５５１の近傍には、金属製の部材（導電性部材）が設けられていない
。遊技盤３０には、第１板状アンテナ５５１と対応する位置に、前後方向に貫通する貫通
孔５５２が形成されている。貫通孔５５２は、第１板状アンテナ５５１より小さく形成さ
れており、第１板状アンテナ５５１が遊技盤３０に取り付けられた状態では、貫通孔５５
２が第１板状アンテナ５５１により覆い隠されるようになっている。第１板状アンテナ５
５１の背面側には、電気配線を接続するための金属製の係合部（図示略）が設けられてお
り、当該係合部に電気配線の係合端子を係合させた上でネジ止め固定することにより、第
１板状アンテナ５５１に電気配線が接続されている。詳細は後述するが、第１板状アンテ
ナ５５１には、遊技盤３０の背面側に設けられた第２板状アンテナ５５６に接続するため
の電気線と、第１板状アンテナ５５１をアース（接地）するためのアース線が接続されて
おり、これら電気線とアース線が貫通孔５５２を介して遊技盤３０の背面側に挿通される
ようになっている。
【０１８２】
　また、遊技盤３０の右下隅部及び左下隅部は、証紙等のシールやプレートを貼着するた
めのスペース（図のＳａ，Ｓｂ）となっており、この貼着スペースを確保するために、フ
ランジ５６に切欠５８ａ，５８ｂが形成されている。証紙等のシールを遊技盤３０に直接
貼り付ける構成とすることで、証紙等の不正な貼り直し等が行いにくいものとなっている
。このとき、遊技盤３０の右下隅部では、証紙等のシールが第１板状アンテナ５５１と前
後に重なるようにして貼り付けられるようになっている。さらにいうと、本パチンコ機Ｐ
では、遊技盤３０の右下隅部に証紙等が貼り付けられた状態において、第１板状アンテナ
５５１が証紙等により覆い隠されるようになっている。
【０１８３】
　遊技盤３０においてレールユニット５０よりも外方の左上部には、前後に貫通した中継
端子孔５９が設けられており、この中継端子孔５９を通じて、遊技盤裏面に設置した中継
端子板の接続コネクタ６０がパチンコ機Ｐ前面側に露出されるようになっている。



(24) JP 5066889 B2 2012.11.7

10

20

30

40

50

【０１８４】
　樹脂ベース２５の窓孔２６（遊技盤３０）の下方には、遊技球発射機構１６０が取り付
けられている。遊技球発射機構１６０は、図５に示すように、ベース部材としての金属板
１６１を備えており、金属板１６１には、電磁式のソレノイド１６２と、発射レール１６
３とが取り付けられている。
【０１８５】
　ソレノイド１６２は、本体部１６２ａと出力軸１６２ｂとを主要構成部品として備えて
おり、本体部１６１ａへの電気的な信号の入力に基づき通電され、出力軸１６２ｂが伸縮
方向に移動する。また、ソレノイド１６２は、通電時に出力軸１６２ｂが左斜め上方へ突
出するように配置されている。発射レール１６３は、ソレノイド１６２により打ち出され
た遊技球を案内するものであり、その長手方向が出力軸１６２ｂの伸縮方向に延びるよう
に配置されている。なお、発射レール１６３上には前扉枠１３側の球出口（上皿２３の最
下流部より通じる球出口）から１つずつ遊技球Ｂが供給されるが、当該遊技球Ｂを発射レ
ール１６３上に保持するためのストッパ１６４が金属板１６１上に取り付けられている。
【０１８６】
　以上の構成において、遊技者により遊技球発射ハンドル１８が操作されるのに基づいて
ソレノイド１６２が通電されると出力軸１６２ｂが突出し、発射レール１６３上において
ストッパ１６４により保持されている遊技球が打ち出される。そして、当該遊技球は発射
レール１６３上を移動し、遊技領域に打ち出される。
【０１８７】
　発射レール１６３と球案内通路との間には所定間隔の隙間があり、この隙間より下方に
ファール球通路７６が設けられている。したがって、仮に遊技球発射機構１６０から発射
された遊技球が戻り球防止部材５４まで至らずファール球として球案内通路内を逆戻りす
る場合には、そのファール球がファール球通路７６を介して下皿１６に排出される。
【０１８８】
　本体枠１２の前面において発射レール１６３の左側には、左右一対の排出口６６，６７
が形成されると共に、その前方に、排出口６６，６７より排出された遊技球を上皿２３又
は下皿１６の何れかに案内するための遊技球案内ユニット７０が取り付けられている。便
宜上以下の説明では、排出口６６を第１排出口、排出口６７を第２排出口ともいう。これ
ら排出口６６，６７は、本体枠１２の背面に設けられた遊技球分配部２４５（図１０参照
）に通じており、基本的に第１排出口６６より遊技球の排出が行われ、この第１排出口６
６も含め上皿２３に通じる通路が遊技球で一杯になると、第１排出口６６に代えて第２排
出口６７より遊技球の排出が行われるようになっている。
【０１８９】
　遊技球案内ユニット７０には、前述のファール球通路７６が一体的に形成されている。
遊技球案内ユニット７０には、前記排出口６６，６７と下皿１６とを連通するための球排
出通路７１が形成されている。遊技球案内ユニット７０には、本体枠１２の第１排出口６
６の手前側に、上皿２３に連通する連通口７２が形成され、連通口７２を閉鎖するように
して開閉プレート７３が取り付けられている。開閉プレート７３は支軸７４により回動可
能に支持され、付勢手段としてのバネ７５により連通口７２を閉鎖する位置に常時付勢さ
れている。
【０１９０】
　遊技球案内ユニット７０の上記構成によれば、前扉枠１３を開放した状態ではバネ７５
の付勢力により開閉プレート７３が図示の如く起き上がり、連通口７２を閉鎖する。この
状態では、第１排出口６６より排出される遊技球が球排出通路７１を通じて下皿１６に案
内される。したがって、連通口７２の上流側に遊技球が貯留されている状態で前扉枠１３
を開放した場合、その貯留球は連通口７２よりこぼれ落ちることなく、球排出通路７１を
通じて下皿１６に流下する。つまり、前飾り枠が省略され前扉枠１３に対して上皿２３が
直接設けられる構成とした本パチンコ機Ｐにあっても、前扉枠１３の開放に際し連通口７
２の上流側にある遊技球がこぼれ落ちてしまうといった不都合が防止できる。これに対し
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、前扉枠１３を閉鎖した状態では、前扉枠１３の裏面に設けられた球通路樋１３８（図２
参照）によりバネ７５の付勢力に抗して開閉プレート７３が押し開けられる。この状態で
は、第１排出口６６より排出される遊技球が連通口７２を介して上皿２３に案内される。
したがって、連通口７２より上流側の遊技球は上皿２３に払い出される。
【０１９１】
　樹脂ベース２５には、窓孔２６の右下部に略四角形状の小窓７８が設けられている。し
たがって、遊技盤３０の右下隅部スペース（図４のＳａ）に貼られた証紙等は、この小窓
７８を通じて視認できるようになっている。この小窓７８から遊技盤３０上に証紙等を直
接貼り付けることも可能である。
【０１９２】
　樹脂ベース２５には、窓孔２６の左上部にも小窓７９が設けられている。この小窓７９
は、図４で説明した遊技盤３０の中継端子孔５９に対応する位置にそれとほぼ同一の形状
で設けられ、中継端子孔５９及び小窓７９を通じて、遊技盤裏面に設置した中継端子板の
接続コネクタ６０が本体枠１２の前面側に露出される。かかる構成において、前扉枠１３
側に設けた各種ランプに対しては、本体枠１２（樹脂ベース２５）の小窓７９より露出し
た接続コネクタ６０を介して電気的な接続がなされている。
【０１９３】
　樹脂ベース２５の上部には、前扉枠１３の開放の状態を検出するための前扉枠開放スイ
ッチ２７が設けられている。樹脂ベース２５の左右２カ所には、本体枠１２に対して前扉
枠１３を閉じた際に前扉枠１３背面の金具類（図６に示す補強板１３１～１３４）に接触
し、且つその金具類を本体枠１２側に導通させてアース（接地）するための金属片２８ａ
，２８ｂが取り付けられている。したがって、金属片２８ａ，２８ｂを通じて、前扉枠１
３背面の金具類が本体枠１２側の施錠装置やヒンジ金具に導通され、これら施錠装置やヒ
ンジ金具と共にアースされる。
【０１９４】
　本体枠１２の左端側（開閉軸線側）には、前扉枠１３を開閉可能に支持するための支持
機構として、上下一対の支持金具８１，８２が取り付けられている。上側の支持金具８１
には手前側に切欠を有する支持孔８３が設けられ、下側の支持金具８２には上方へ突出す
る突起軸８４が設けられている。なお、支持金具８１，８２に支持される前扉枠１３の具
体的構成については後述する。また、本体枠１２の右端側（開閉軸線とは反対側）には、
前扉枠１３裏面側の開放端側に設けた上下一対の鉤金具１５５，１５６（図２参照）を挿
入するための挿入孔８７，８８がそれぞれ設けられている。本パチンコ機Ｐでは、本体枠
１２や前扉枠１３を施錠状態とするための施錠装置が本体枠１２の裏面側に隠れて配置さ
れる構成となっている。したがって、鉤金具１５５，１５６が挿入孔８７，８８を介して
施錠装置に係止されることによって、前扉枠１３が本体枠１２に対して開放不能に施錠さ
れる。
【０１９５】
　本体枠１２の右下隅部には、外枠１１に対する本体枠１２の施錠及び解錠、並びに本体
枠１２に対する前扉枠１３の施錠及び解錠を行うための鍵部材としてのシリンダ錠９１が
設置されている。シリンダ錠９１は施錠装置に一体化されており、施錠装置のうちシリン
ダ錠９１だけが本体枠１２の前方に突出した状態で設けられている。シリンダ錠９１は、
本体枠１２の施解錠と前扉枠１３の施解錠とを共に賄う機能を有しており、鍵穴に差し込
んだキーを左（反時計回り方向）に回すと本体枠１２の施錠が解かれ、逆にキーを右（時
計回り方向）に回すと前扉枠１３の施錠が解かれるようになっている。さらにいうと、本
パチンコ機Ｐでは、キーが右に回された場合、前扉枠１３の施錠が解かれると共に前扉枠
１３が本体枠１２から押し出されるようにして開放される一方、キーが左に回された場合
、本体枠１２の施錠は解かれるものの当該本体枠１２が外枠１１から開放されないように
なっている。つまり、本体枠１２を外枠１１から開放する場合には、キーを左に回した状
態で本体枠１２を前方に引き出す必要がある。
【０１９６】
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　次に、前扉枠１３について図１，図６を参照しつつ説明する。なお、図６は、前扉枠１
３の背面図である。
【０１９７】
　前扉枠１３には遊技領域のほぼ全域を前方から視認することができるようにした視認窓
としての窓部１０１が形成されている。窓部１０１は、円形に近い略楕円形状をなし、よ
り詳しくは、その左右側の略中央部が上下側に比べて緩やかに湾曲した形状となっている
。
【０１９８】
　前扉枠１３の下端部における左右両側には、本体枠１２表面や遊技盤３０表面等（証紙
等を含む）の一部を視認できるよう透明樹脂を取り付けた小窓１０７が設けられている。
小窓１０７に取り付けられる透明樹脂は、その内部の証紙等を工場等で容易に機械読み取
りできるよう平坦状に構成される。但し、小窓１０７に、内部の証紙等をホール作業者等
が容易に目視できるよう拡大レンズ部を設けることも可能である。
【０１９９】
　前扉枠１３にはその周囲（例えばコーナー部分）に各種ランプ等の発光手段が設けられ
ている。これら発光手段は、大当たり時や所定のリーチ時等における遊技状態の変化に応
じて点灯、点滅のように発光態様が変更制御されることにより、遊技中の演出効果を高め
る役割を果たす。例えば、窓部１０１の周縁に沿ってＬＥＤ等の発光手段を内蔵した環状
ランプ１０２が左右対称に設けられ、環状ランプ１０２の中央であってパチンコ機Ｐの最
上部にはＬＥＤ等の発光手段を内蔵した中央ランプ１０３が設けられている。本パチンコ
機Ｐでは、中央ランプ１０３が大当たりランプとして機能し、大当たり状態時に点灯や点
滅を行うことにより大当たり中であることを報知する。また、上皿２３周りにも、同じく
ＬＥＤ等の発光手段を内蔵した上皿ランプ１０４が設けられている。その他、中央ランプ
１０３の左右側方には、賞球払出中に点灯する賞球ランプ１０５と所定のエラー時に点灯
するエラー表示ランプ１０６とがそれぞれ設けられている。
【０２００】
　前扉枠１３には、窓部１０１の下方位置に、貸球操作部１２０が配設されている。貸球
操作部１２０には球貸しボタン１２１と、返却ボタン１２２と、度数表示部１２３とが設
けられている。パチンコ機Ｐの側方に配置されたＣＲユニットに紙幣やカード等を投入し
た状態で、貸球操作部１２０によって球貸し操作、カード返却操作及びカード度数の確認
を行うことができる。
【０２０１】
　前扉枠１３の裏側には、窓部１０１を囲むようにして金属製の各種補強部材が設けられ
ている。詳しくは、図６に示すように、前扉枠１３の裏側にあって窓部１０１の左右及び
上下の外側にはそれぞれ補強板１３１，１３２，１３３，１３４が取り付けられている。
これら補強板１３１～１３４は相互に接触して連結されているが、図の左側及び上側の補
強板１３２，１３３の連結部には直接の接触を避けるための樹脂パーツ１３５が介在され
ている。これにより、補強板１３１～１３４による電気経路の閉じたループが切断され、
ノイズの原因となる磁界の発生等が防止されている。
【０２０２】
　図６の右側となる開閉軸線側の補強板１３１にはその上端部及び下端部に、本体枠１２
に対する組付機構として、組付金具１５１，１５２が取り付けられている。そして、本体
枠１２側の支持金具８１，８２（図３参照）に対して前扉枠１３側の組付金具１５１，１
５２が取り付けられている。すなわち、下側の組付金具１５２には下面に開口する軸穴が
形成されており、その軸穴に下側の支持金具８２の突起軸８４が挿入される一方、上側の
組付金具１５１の軸部が上側の支持金具８１の支持孔８３に挿入されることにより、本体
枠１２に対して前扉枠１３が開閉可能に支持されている。また、同補強板１３１にはその
中間位置にフック状をなす係合爪１３１ａが設けられており、この係合爪１３１ａは、前
扉枠１３を閉じた状態で本体枠１２の孔部１２ａ（図３参照）に挿入されるように構成さ
れている。これにより、上皿２３を含む形態で前扉枠１３を構成し、その上下の軸支間隔
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を長くした本パチンコ機Ｐにおいても、中間位置における前扉枠１３の浮き上がりが防止
できる。それ故、前扉枠１３を浮かしての不正行為等が抑制されるようになっている。
【０２０３】
　図６の左側となる開閉軸線とは反対側の補強板１３２には鉤形状をなす上下一対の鉤金
具１５５，１５６が取り付けられている。これら鉤金具１５５，１５６は、後方に延び、
本体枠１２に設けた挿入孔８７，８８（図３参照）に対応するようにして設けられている
。本体枠１２に対して前扉枠１３を閉鎖した際、鉤金具１５５，１５６が本体枠１２側の
挿入孔８７，８８に挿入されて施錠装置により施錠状態とされるようになっている。
【０２０４】
　下側の補強板１３４には、前記発射レール１６３に対向する位置に樹脂ケース１３６が
取り付けられている。樹脂ケース１３６には、前記貸球操作部１２０用の回路基板が収容
されている。樹脂ケース１３６の背面（図６に見える面）は平坦状をなし、前扉枠１３を
閉じた際に発射レール１６３の側壁を構成するようになっている。故に、発射レール１６
３から遊技球が前方にこぼれ落ちることが防止される。
【０２０５】
　下側の補強板１３４の一部を切り欠いた部位には、パチンコ機Ｐ後方に向けて球通路樋
１３８が設置されており、球通路樋１３８の少なくとも上方には、同じくパチンコ機Ｐ後
方に向けて延びる庇（ひさし）部１３９が設けられている。この場合、本体枠１２側に前
扉枠１３を閉じた状態では、球通路樋１３８と庇部１３９との間に、本体枠１２側の連通
口７２上辺に沿って延びる突条が入り込むようにして配置される。故に、球通路樋１３８
より針金やフィルム等を侵入させて不正行為を行おうとしても、遊技領域にまで針金やフ
ィルム等を侵入させることが非常に困難となる。結果として、針金やフィルム等を利用し
て行われる不正行為を防止することができる。
【０２０６】
　上述した補強板１３１～１３４はガラス支持用の金枠としての機能も兼ね備えており、
これら補強板１３１～１３４の内側が後方に折り返されてガラス保持溝が形成されている
。ガラス保持溝は前後に２列形成されており、矩形状をなす前後一対のガラス１３７が各
ガラス保持溝にて保持される。これにより、２枚のガラス１３７が前後に所定間隔を隔て
て取着されている。
【０２０７】
　次に、パチンコ機Ｐの背面の構成を説明する。なお、図７はパチンコ機Ｐの背面図、図
８はパチンコ機Ｐの背面構成を主要部品毎に分解して示す分解斜視図である。
【０２０８】
　まず、パチンコ機Ｐの背面構成について全体の概要を説明する。パチンコ機Ｐの背面側
には、各種制御装置（各種制御基板）が上下左右に並べられるようにして又は前後に重ね
られるようにして配置されるとともに、遊技球を供給するための遊技球供給装置（払出機
構）や樹脂製の保護カバー等が取り付けられている。本実施の形態では、各種制御装置を
２つの取付台に分けて搭載して２つの制御基板ユニットを構成し、それら制御基板ユニッ
トを個別に本体枠１２又は遊技盤３０の裏面に装着するようにしている。この場合、主制
御装置２７１（主制御基板）と音声ランプ制御装置２７２（音声ランプ制御基板）とを一
方の取付台に搭載してユニット化すると共に、払出制御装置３１１（払出制御基板）、電
源及び発射制御装置３１３（電源及び発射制御基板）を他方の取付台に搭載してユニット
化している。以下においては、便宜上、前者のユニットを「第１制御基板ユニット２０１
」と称し、後者のユニットを「第２制御基板ユニット２０２」と称することとする。また
、払出機構及び保護カバーも１ユニットとして一体化され、一般に樹脂部分を裏パックと
称することもあるため、ここではそのユニットを「裏パックユニット２０３」と称する。
各ユニット２０１～２０３の詳細な構成については後述する。
【０２０９】
　第１制御基板ユニット２０１、第２制御基板ユニット２０２及び裏パックユニット２０
３は、ユニット単位で何ら工具等を用いずに着脱できるよう構成されるとともに、一部に
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支軸部を設けて本体枠１２又は遊技盤３０の裏面に対して展開できる構成となっている。
これは、各ユニット２０１～２０３やその他構成が前後に重ねて配置された場合に隠れた
部位を容易に確認することを可能とするための工夫でもある。実際には、図９の概略図に
示すように、略Ｌ字状をなす第１制御基板ユニット２０１はパチンコ機Ｐのほぼ中央に配
置され、その下方に第２制御基板ユニット２０２が配置されている。また、第１制御基板
ユニット２０１に一部重複する領域に、裏パックユニット２０３が配置されている。
【０２１０】
　第１制御基板ユニット２０１にはパチンコ機Ｐの背面から見て左端部に支軸部Ｍ１が設
けられ、その支軸部Ｍ１による軸線Ａを中心に第１制御基板ユニット２０１が回動可能と
なっている。また、第１制御基板ユニット２０１には、その右端部すなわち支軸部Ｍ１の
反対側となる開放端側に、ナイラッチ（登録商標）等よりなる締結部Ｍ２が設けられると
共に上端部に係止爪部Ｍ３が設けられており、これら締結部Ｍ２及び係止爪部Ｍ３によっ
て第１制御基板ユニット２０１がパチンコ機Ｐ本体の裏面に沿った状態に保持されるよう
になっている。また、第２制御基板ユニット２０２にはパチンコ機Ｐの背面から見て右端
部に支軸部Ｍ４が設けられ、その支軸部Ｍ４による軸線Ｂを中心に第２制御基板ユニット
２０２が回動可能となっている。また、第２制御基板ユニット２０２には、その左端部す
なわち支軸部Ｍ４の反対側となる開放端側に、ナイラッチ等よりなる締結部Ｍ５が設けら
れており、この締結部Ｍ５によって第２制御基板ユニット２０２がパチンコ機Ｐ本体の裏
面に沿った状態に保持されるようになっている。さらに、裏パックユニット２０３にはパ
チンコ機Ｐの背面から見て右端部に支軸部Ｍ６が設けられ、その支軸部Ｍ６による軸線Ｃ
を中心に裏パックユニット２０３が回動可能となっている。また、裏パックユニット２０
３には、その左端部すなわち支軸部Ｍ６の反対側となる開放端側にナイラッチ等よりなる
締結部Ｍ７が設けられるとともに、上端部及び下端部にそれぞれ回動式の係止部Ｍ８，Ｍ
９が設けられており、これら締結部Ｍ７及び係止部Ｍ８，Ｍ９によって裏パックユニット
２０３がパチンコ機Ｐ本体の裏面に沿った状態に保持されるようになっている。
【０２１１】
　次に、本体枠１２及び遊技盤３０の裏面構成を説明する。なお、図１０は本体枠１２に
遊技盤３０を組み付けた状態でかつ前記各ユニット２０１～２０３等を取り外した状態の
構成を示す背面図、図１１は本体枠１２を後方より見た斜視図、図１２は遊技盤３０を後
方より見た斜視図である。
【０２１２】
　遊技盤３０は、樹脂ベース２５に囲まれた四角枠状の設置領域に裏面側より設置され、
本体枠１２に設けられた複数（本実施の形態では４カ所）の係止固定具２１１，２１２に
よって後方へ脱落しないように固定されている。係止固定具２１１，２１２は手動で回動
操作することができ、固定位置（ロック位置）と固定解除位置（アンロック位置）とに切
り換えることができるよう構成されている。図１０にはロック状態を示す。左右３カ所の
係止固定具２１１は金属片を折り曲げ形成したＬ型の金具であり、遊技盤３０の固定状態
で本体枠１２の外方へ張り出さないよう構成されている。なお、下部１カ所の係止固定具
２１２は合成樹脂製のＩ型の留め具である。
【０２１３】
　遊技盤３０の中央に配置される可変表示ユニット３５には、センターフレーム４３（図
４参照）を背後から覆う合成樹脂製のフレームカバー２１３が後方に突出して設けられて
おり、そのフレームカバー２１３の後端に、図柄表示装置４１と表示制御手段としての表
示制御装置２１４とが前後に重ねられた状態で着脱可能に取り付けられている。フレーム
カバー２１３内には、センターフレーム４３に内蔵されたＬＥＤ等を駆動するためのＬＥ
Ｄ制御基板などが配設されている。
【０２１４】
　遊技盤３０の裏面には、可変表示ユニット３５を取り囲むようにして集合板ユニット２
１５が設けられている。集合板ユニット２１５は、薄板状の枠体として例えばＡＢＳ樹脂
等の合成樹脂により成形されるベースを有し、そのベース面が遊技盤３０の裏面に当接さ



(29) JP 5066889 B2 2012.11.7

10

20

30

40

50

れるようにして取り付けられている。集合板ユニット２１５には、各種入賞口に入賞した
遊技球を回収するための遊技球回収機構や、各種入賞口等への遊技球の入賞を検知するた
めの入賞検知機構などが設けられている。
【０２１５】
　遊技球回収機構について説明すると、集合板ユニット２１５の下方には、前記一般入賞
口３１、可変入賞装置３２、作動口装置３３の遊技盤開口部に対応し且つ下流側で１カ所
に集合する回収通路２１６が形成されている。また、遊技盤３０の下方には、本体枠１２
にポリカーボネート樹脂等の合成樹脂製の排出通路盤２１７が取り付けられており、排出
通路盤２１７には排出球をパチンコ機Ｐ外部の例えば遊技ホールＨの島設備等へ案内する
ための排出通路２１８が形成されている。したがって、図１０に仮想線で例示するように
、一般入賞口３１等に入賞した遊技球は何れも集合板ユニット２１５の回収通路２１６を
介して集合し、さらに排出通路盤２１７の排出通路２１８を介してパチンコ機Ｐ外部に排
出される。なお、アウト口３６も同様に排出通路２１８に通じており、何れの入賞口にも
入賞しなかった遊技球も排出通路２１８を介してパチンコ機Ｐ外部に排出される。
【０２１６】
　入賞検知機構について説明すると、集合板ユニット２１５には、遊技盤３０表側の一般
入賞口３１と対応する位置に入賞口スイッチ２２１が設けられ、可変入賞装置３２と対応
する位置に特定領域スイッチ２２２及びカウントスイッチ２２３が設けられている。特定
領域スイッチ２２２は、大当たり中に可変入賞装置３２へ入賞した遊技球が特定領域に入
ったことを判定するスイッチである。特定領域とはラウンドの更新可否を判定するための
領域であり、Ｖゾーンとも称されている。カウントスイッチ２２３は、可変入賞装置３２
に入賞した遊技球の数をカウントするスイッチである。また、作動口装置３３に対応する
位置には作動口装置３３への遊技球の入賞を検知する作動口スイッチ２２４が設けられ、
スルーゲート３４に対応する位置にはスルーゲート３４の遊技球の通過を検知するゲート
スイッチ２２５が設けられている。入賞口スイッチ２２１及びゲートスイッチ２２５は電
気配線を通じて盤面中継基板２２６に接続され、特定領域スイッチ２２２及びカウントス
イッチ２２３は大入賞口中継基板２２７に接続されている。そして、盤面中継基板２２６
及び大入賞口中継基板２２７が主制御装置２７１（主制御基板）に接続されている。作動
口スイッチ２２４は中継基板を介さずに直接主制御装置２７１（主制御基板）に接続され
ている。その他図示は省略するが、可変入賞装置３２には、大入賞口の開閉扉を開放する
ための大入賞口ソレノイドと、入賞球を特定領域かその他の領域に振り分けるための振分
板を駆動する入賞球振分板ソレノイドとが設けられ、作動口装置３３には、それに付随す
る電動役物を開放するための作動口ソレノイドが設けられている。
【０２１７】
　上記入賞検知機構にて各々検出された検出結果は主制御装置２７１（主制御基板）に取
り込まれ、該主制御装置２７１（主制御基板）よりその都度の入賞状況に応じた払出指令
（遊技球の払出個数）が払出制御装置３１１（払出制御基板）に出力される。そして、払
出制御装置３１１（払出制御基板）の出力により所定数の遊技球の払出が実行されるよう
になっている。
【０２１８】
　回収通路２１６の左下部には、回収通路２１６を前後方向に貫通する案内通路部５５３
が形成されている。案内通路部５５３は、その中心軸線が遊技盤３０に形成された貫通孔
５５２の中心軸線と一致するように形成されている。そして、第１板状アンテナ５５１に
接続された電気線及びアース線が、遊技盤３０に形成された貫通孔５５２及び前記案内通
路部５５３を介して遊技盤３０の背面側に挿通されるようになっている。回収通路２１６
の右中央部には矩形状の凹み部が形成されており、当該凹み部に金属製の第２板状アンテ
ナ５５６が嵌め込み固定されている。第２板状アンテナ５５６は、第１板状アンテナ５５
１と同様、その共振周波数を２．４５ＧＨｚ等の一定周波数に設定されている。また、例
えば金属製部材（導電性部材）を有する入賞口スイッチ２２１は、第２板状アンテナ５５
６の共振周波数が変化しないよう、第２板状アンテナ５５６から離間して配置されている
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。第２板状アンテナ５５６には、図１０における前面側に、電気配線を接続するための金
属製の係合部（図示略）が設けられている。第２板状アンテナ５５６は、第１板状アンテ
ナ５５１に接続された電気線の他端の係合端子を前記係合部に係合させた上でネジ止め固
定することにより、第１板状アンテナ５５１と電気的に接続されている。なお図示は省略
するが、第１板状アンテナ５５１と第２板状アンテナ５５６とを接続する電気線は、回収
通路２１６の背面側（図１０における前面側）に沿うようにして固定されている。
【０２１９】
　集合板ユニット２１５には、その中央上部に中継端子板２５０が設けられており、さら
にその右上部に盤用外部端子板２３０が設けられている。中継端子板２５０は、主制御装
置２７１（主制御基板）や電源及び発射制御装置３１３（電源及び発射制御基板）から音
声ランプ制御装置２７２への信号線を中継するものである。盤用外部端子板２３０には、
表示制御装置２１４からの可変表示中信号を出力するための出力端子と、電源及び発射制
御装置３１３からの発射許可信号を出力するための出力端子とが設けられている。なお、
これ以外にも、大当たり中又は第１図柄の変動時間短縮中に信号出力するための出力端子
と、大当たり中に信号出力するための出力端子とが設けられている。そして、これらの出
力端子を通じて、遊技ホールＨ側のホールコンピュータに対して遊技（遊技盤３０側の状
態）に関する信号が出力される。盤用外部端子板２３０は、取り外し容易な状態で集合板
ユニット２１５に取り付けられている。
【０２２０】
　集合板ユニット２１５には、第１制御基板ユニット２０１を取り付けるための取付機構
が設けられている。具体的には、この取付機構として、遊技盤３０の裏面から見て左下隅
部には上下方向に延びる軸受け金具２３１が設けられ、この軸受け金具２３１には同一軸
線上に上下一対の軸受け孔２３１ａが形成されている。また、遊技盤３０において、軸受
け金具２３１の右方には、第２板状アンテナ５５６を挟むようにして上下一対の被締結孔
（具体的にはナイラッチの取付孔）２３２が設けられ、軸受け金具２３１の上方には係止
爪片２３３が設けられている。
【０２２１】
　本体枠１２の裏面には、第２制御基板ユニット２０２や裏パックユニット２０３を取り
付けるための取付機構が設けられている。具体的には、本体枠１２にはその右端部に長尺
状の軸受け金具２３５が取り付けられている。この軸受け金具２３５は補強部材としても
機能する。図１３に示すように、軸受け金具２３５は遊技盤３０よりも下方へ延びる長尺
板状の金具本体２３６を有し、その金具本体２３６より後方へ起立させるようにして、下
部２カ所に第２制御基板ユニット２０２用の軸受け部２３７が形成されると共に、上部２
カ所に裏パックユニット２０３用の軸受け部２３８が形成されている。これら軸受け部２
３７，２３８にはそれぞれ同軸の軸受け孔が形成されている。その他、第２制御基板ユニ
ット２０２用の取付機構として、本体枠１２には、遊技盤３０設置領域よりも下方左端部
に上下一対の被締結孔（具体的には、ナイラッチの取付孔）２３９が設けられている。ま
た、裏パックユニット２０３用の取付機構として、本体枠１２には、遊技盤３０設置領域
の左端部に上下一対の被締結孔（具体的には、ナイラッチの取付孔）２４０が設けられて
いる。本体枠１２において遊技盤３０の左上方、右寄り上方及び右寄り下方の各位置には
、遊技盤３０との間に裏パックユニット２０３を挟み込んで支持するための回動式の固定
具２４１，２４２，２４３がそれぞれ設けられている。
【０２２２】
　上記の如く本体枠１２の左右一側部（図１０では右側部）には長尺状の軸受け金具２３
５が設けられる一方、本体枠１２の左右他側部（図１０では左側部）には施錠装置が設け
られている。施錠装置は、上下方向に延び本体枠１２に固定された基枠２４７と、その基
枠２４７に対して上下方向に移動可能に組み付けられた長尺状の連動杆２４８とを備え、
基枠２４７の下部に前記シリンダ錠９１が一体化されている。シリンダ錠９１の基端面に
は、キー操作に伴って回動するカム板９２が設けられている。カム板９２は、当該カム板
９２の上部から開閉中心側に向かって突出形成された第１係合爪部９２ａと、カム板９２
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の下部から開閉中心側に向かって突出形成された第２係合爪部９２ｂとを備えている。連
動杆２４８は、カム板９２の回動により上下いずれかの方向に移動する。具体的には、カ
ム板９２の一方への回動（図１０における時計回りの回動）に伴って第１係合爪部９２ａ
が下向きに移動すると、第１係合爪部９２ａと連動杆２４８の被係合部が係合し、連動杆
２４８が下方に移動にする。また、カム板９２の他方への回動（図１０における反時計回
りの回動）に伴って第２係合爪部９２ｂが上向きに移動すると、第２係合爪部９２ｂと連
動杆２４８の被係合部が係合し、連動杆２４８が上方に移動にする。連動杆２４８には、
鉤形状をなす上下一対の鉤金具２４９が設けられており、外枠１１に対して本体枠１２を
閉鎖した際には、鉤金具２４９が外枠１１側の支持金具（図示略）に係止され、施錠装置
により施錠状態とされるようになっている。この場合、シリンダ錠９１の操作によって連
動杆２４８が上方に移動すると、外枠１１に対する本体枠１２の施錠が解除される。逆に
、シリンダ錠９１の操作によって連動杆２４８が下方に移動すると、本体枠１２に対する
前扉枠１３の施錠が解除される。基枠２４７には、カム板９２の回動を検知するための検
知センサ９３が、カム板９２と対応する位置に設けられている。詳細は後述するが、検知
センサ９３は、第１板状アンテナ５５１のアース線に設けられたスイッチ回路に電気的に
接続されており、第２係合爪部９２ｂの上向きの移動が検知された場合、スイッチ回路に
対して解錠信号を出力するようになっている。また、基枠２４７には第１板状アンテナ５
５１のアース線が接続されており、検知センサ９３から解錠信号が出力されていない状況
下において、第１板状アンテナ５５１及び第２板状アンテナ５５６がアースされるように
なっている。
【０２２３】
　本体枠１２の背面における遊技盤３０の右下部には、後述する払出機構より払い出され
る遊技球を上皿２３、下皿１６又は排出通路２１８の何れかに振り分けるための遊技球分
配部２４５が設けられている。遊技球分配部２４５は、左側の開口部２４５ａが第１排出
口６６を介して上皿２３に通じ、中央の開口部２４５ｂが第２排出口６７を介して下皿１
６に通じ、右側の開口部２４５ｃが排出通路２１８に通じるように、各通路が形成されて
いる。
【０２２４】
　次に、第１制御基板ユニット２０１の構成を図１４～図１７に基づいて説明する。図１
４は第１制御基板ユニット２０１の正面図、図１５は同ユニット２０１の斜視図、図１６
は同ユニット２０１の分解斜視図、図１７は同ユニット２０１を裏面から見た分解斜視図
である。
【０２２５】
　第１制御基板ユニット２０１は略Ｌ字状をなす取付台２５１を有し、取付台２５１に主
制御装置２７１と音声ランプ制御装置２７２とが搭載されている。主制御装置２７１は、
遊技の主たる制御を司る機能（主制御回路）と、電源を監視する機能（電源監視回路）と
を有する主制御基板を具備しており、当該主制御基板が透明樹脂材料等よりなる被包手段
としての基板ボックス２７３に収容されて構成されている。主制御装置２７１には複数の
コネクタが設けられており、各コネクタにハーネスや信号線が差し込まれることで、他の
基板等（払出制御基板、盤面中継基板２２６等）との電気的な接続がなされるようになっ
ている。なお、主制御装置２７１の詳細な構成については後に説明する。
【０２２６】
　音声ランプ制御装置２７２は、表示制御装置２１４からの指示に従い音声やランプ表示
の制御を司る音声ランプ制御基板を具備しており、音声ランプ制御基板が透明樹脂材料等
よりなる基板ボックス２７４に収容されて構成されている。
【０２２７】
　取付台２５１は、ポリカーボネート樹脂等の合成樹脂製であり、取付台２５１の表面に
は平坦状をなす２つの基板搭載面２５２，２５３が設けられている。これら基板搭載面２
５２，２５３は縦横に直交する向きに延び、前後方向に段差をもって形成されている。基
板搭載面２５２の上縁部及び下縁部にはそれぞれ、基板搭載面２５２より起立した起立部
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２５４が一体成形されている。そして、横長の基板搭載面２５２上に主制御装置２７１が
配置されると共に、縦長の基板搭載面２５３上に音声ランプ制御装置２７２が配置される
。このとき、主制御装置２７１は、上下の側部が起立部２５４にて支えられる。また、音
声ランプ制御装置２７２は、複数箇所でネジ等により基板搭載面２５３に固定される。
【０２２８】
　ここで、図１６に示すように、基板搭載面２５２には、左右２カ所に横長形状の貫通孔
２５６が形成されている。一方、主制御装置２７１の基板ボックス２７３には、図１７に
示すように、その裏面の左右２カ所に回動操作式の固定具２７５が設けられている。主制
御装置２７１を基板搭載面２５２に搭載する際には、基板搭載面２５２の貫通孔２５６に
固定具２７５が挿通されるように主制御装置２７１を載置し、その状態で固定具２７５を
回動操作することで主制御装置２７１がロックされる。したがって、主制御装置２７１は
第１制御基板ユニット２０１の裏面側から固定具２７５をロック解除しなければ取り外し
できないため、基板取り外し等の不正行為に対して抑止効果が得られる。
【０２２９】
　また、取付台２５１において、主制御基板用の基板搭載面２５２の下方には、基板搭載
面２５２の裏面空間に通じる開口を遮蔽するための遮蔽部２５７が設けられている。した
がって、基板搭載面２５２の下方より取付台２５１の裏面に手などを差し入れることが阻
止され、固定具２７５のロック状態を不正に解除することができないようになっている。
また、第１制御基板ユニット２０１をパチンコ機Ｐ裏面に搭載した状態では、当該ユニッ
ト２０１の上部が裏パックユニット２０３により覆われるため、やはり取付台２５１の裏
面に手などを差し入れることが阻止され、固定具２７５のロック状態を不正に解除するこ
とができないようになっている。
【０２３０】
　取付台２５１の左端面には上下一対の掛止ピン２６１が設けられており、この掛止ピン
２６１を前記軸受け金具２３１に取り付けることで、第１制御基板ユニット２０１が遊技
盤３０に対して回動可能に片持ち支持される。取付台２５１の右端部には前記被締結孔２
３２にはめ込まれる締結具として上下一対のナイラッチ２６２が設けられている。取付台
２５１の上端部には前記係止爪片２３３が係止される長孔２６３が設けられている。した
がって、ナイラッチ２６２を被締結孔２３２にはめ込むと共に、長孔２６３に係止爪片２
３３を係止させることで、第１制御基板ユニット２０１が遊技盤３０に固定される。
【０２３１】
　次に、主制御装置２７１の構成を図１８～図２１に基づいて説明する。図１８は主制御
装置２７１の斜視図、図１９は主制御装置２７１の分解斜視図、図２０は主制御装置２７
１の基板ボックス２７３を説明するための説明図、図２１は主制御装置２７１の一部を拡
大して示す斜視図である。
【０２３２】
　主制御装置２７１は、上記のとおり基板ボックス２７３を備えている。基板ボックス２
７３は、略直方体形状のボックスベース２７６と該ボックスベース２７６の開口部を覆う
ボックスカバー２７７とから構成されており、それらボックスベース２７６とボックスカ
バー２７７とから構成される内部空間に主制御基板２７８が収容されている。
【０２３３】
　主制御基板２７８は、主たる制御を司るＣＰＵ、遊技プログラムを記憶したＲＯＭ、遊
技の進行に応じた必要なデータを記憶するＲＡＭ、各種機器との連絡をとるポート、各種
抽選の際に用いられる乱数発生機、時間計数や同期を図る場合などに使用されるクロック
パルス発生回路等を備えている。本実施の形態では、ＣＰＵ、ＲＯＭ及びＲＡＭがＣＰＵ
チップ２７８ａに１チップ化されている。また、詳細な説明は省略するが、主制御基板２
７８には、入出力ドライバ用ＩＣチップ２７８ｂ及びラッチ用ＩＣチップ２７８ｃが搭載
されている。
【０２３４】
　ボックスベース２７６及びボックスカバー２７７は、ポリカーボネート樹脂などといっ
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た透明性を有する合成樹脂により形成されている。ボックスベース２７６には、底板部２
７６ａの長辺側に側板部２７６ｂが形成されており、短辺側の一側には側板部２７６ｂに
連なるようにして段差部２７６ｃが形成されている。側板部２７６ｂの先端は内側に折り
曲げて形成されている。側板部２７６ｂの右端部は、ボックスカバー２７７をスライド装
着するための装着口２７６ｄとなっている。この場合、図２０に示すように、ボックスカ
バー２７７を装着口２７６ｄから装着し、段差部２７６ｃに当たるまでスライド移動させ
ることで、ボックスカバー２７７がボックスベース２７６上の所定位置に装着されるよう
になっている。
【０２３５】
　ボックスカバー２７７には、ボックスベース２７６の段差部２７６ｃと重なるようにし
て延出部２７７ａが形成されている。延出部２７７ａはボックスベース２７６の段差部２
７６ｃと共に封印手段としての封印ユニット２７９（いわゆる、カシメ構造）を構成して
おり、当該封印ユニット２７９によってボックスベース２７６とボックスカバー２７７と
が連結され、基板ボックス２７３が封印されている。
【０２３６】
　封印ユニット２７９は、ボックスベース２７６とボックスカバー２７７とを連結する構
成であれば任意の構成が適用できるが、ここでは図１９等に示すように、５つの封印部材
２７９ａ，２７９ｂが形成された構成となっており、この封印部材２７９ａ，２７９ｂの
長孔に係止爪を挿入することでボックスベース２７６とボックスカバー２７７とが連結さ
れるようになっている。この場合、係止爪を封印部材２７９ａ，２７９ｂから抜くことが
不可能な構成となっているため、基板ボックス２７３を開封するためには封印部材２７９
ａ，２７９ｂを破壊する必要が生じる。よって、基板ボックス２７３が不正に開封された
ことの履歴を残すことができ、主制御基板２７８に対して不正が行われたことを発見する
ことができる。
【０２３７】
　ボックスカバー２７７及びボックスベース２７６には、封印ユニット２７９が設けられ
た側部とは反対側の側部に貼付板部２８１，２８２が設けられており、これら貼付板部２
８１，２８２が締結具（連結具）としての金属製のネジ２８３，２８４によって締結され
ている（連結されている）。このように金属製のネジ２８３，２８４によって締結するこ
とで、主制御基板２７８を不正に取り外すべく両貼付板部２８１，２８２を締結する締結
具を分断しようとする行為が抑制される。
【０２３８】
　かかる締結に関する構成について図２２に示す貼付板部２８１，２８２の縦断面図を用
いて説明する。各貼付板部２８１，２８２には、それぞれの長辺方向の両端側に各貼付板
部２８１，２８２を貫通するようにしてネジ孔２８５ａ，２８５ｂ，２８６ａ，２８６ｂ
が形成されている。ネジ孔２８５ａとネジ孔２８５ｂとはその軸線が同一軸線上に位置す
るようにして形成されており、これらが連通されて第１ネジ孔２８５が形成されている。
一方、ネジ孔２８６ａとネジ孔２８６ｂとはその軸線が同一軸線上に位置するようにして
形成されており、これらが連通されて第２ネジ孔２８６が形成されている。なお、第１ネ
ジ孔２８５及び第２ネジ孔２８６は、各貼付板部２８１，２８２において上下に並んでい
る。
【０２３９】
　第１ネジ孔２８５には、貼付板部２８１におけるパチンコ機Ｐ後方を向く面２８１ａ（
以下、第１貼付面２８１ａともいう）側を段差状に拡径させて頭収容部２８７が形成され
ている。これに対して、第２ネジ孔２８６には、貼付板部２８２におけるパチンコ機Ｐ前
方を向く面２８２ａ（以下、第２貼付面２８２ａともいう）側を段差状に拡径させて頭収
容部２８８が形成されている。そして、これら頭収容部２８７，２８８に各ネジ２８３，
２８４の頭部２８３ａ，２８４ａが収容されるようにネジ２８３，２８４が螺着されてい
る。つまり、一方のネジ２８３（以下、第１ネジ２８３ともいう）は第１貼付面２８１ａ
側から螺着されているのに対して、他方のネジ２８４（以下、第２ネジ２８４ともいう）
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は第２貼付面２８２ａ側から螺着されている。
【０２４０】
　各ネジ２８３，２８４の螺着に際しては、各頭部２８３ａ，２８４ａが各頭収容部２８
７，２８８の段差部２８７ａ，２８８ａに当接するまで螺着される。この場合に、各頭部
２８３ａ，２８４ａが段差部２８７ａ，２８８ａに当接した状態（すなわち、締結が完了
した状態）では、各ネジ２８３，２８４の頭部２８３ａ，２８４ａは開口２８９，２９０
（以下、取り外し側開口２８９，２９０ともいう）に対してＸ１の距離だけ内側の位置に
ある。つまり、各頭部２８３ａ，２８４ａの頂上（先端）の位置は各ネジ孔２８５，２８
６における軸線方向の途中位置となっている。
【０２４１】
　各ネジ２８３，２８４によって締結された貼付板部２８１，２８２には、図２１等に示
すように、封印シール３００が貼り付けられている。この場合に、図２１や図２２等に示
すように、各貼付板部２８１，２８２には、その上縁に一連の上側突条２９１ａ，２９２
ａが一体形成されており、その下縁にも一連の下側突条２９１ｂ，２９２ｂが一体形成さ
れている。そして、各貼付板部２８１，２８２が締結されていることにより、各上側突条
２９１ａ，２９２ａの先端が相互に当接するとともに、各下側突条２９１ｂ，２９２ｂの
先端が相互に当接している。また、各貼付板部２８１，２８２はそれぞれボックスカバー
２７７の側方端部２９３及びボックスベース２７６の側方端部２９４に対して連続させて
形成されており、これら側方端部２９３，２９４はそれぞれ各貼付板部２８１，２８２の
基端側の区画壁を構成する。つまり、上側突条２９１ａ，２９２ａ、下側突条２９１ｂ，
２９２ｂ、及び側方端部２９３，２９４は囲み部Ｃとして機能し、貼付板部２８１，２８
２における貼付面２８１ａ、２８１ｂ，２８２ａ，２８２ｂは当該囲み部Ｃによって囲ま
れている。
【０２４２】
　囲み部Ｃによって囲まれた貼付面２８１ａ、２８１ｂ，２８２ａ，２８２ｂには、封印
シール３００が略コ字状に曲げて貼り付けられている。この場合に、封印シール３００の
周縁は囲み部Ｃに近接しており、封印シール３００を剥がそうとしても、その剥がし行為
が非常に困難なものとなっている。封印シール３００が貼り付けられていることにより貼
付面２８１ａ、２８１ｂ，２８２ａ，２８２ｂのほぼ全域が覆われている。したがって、
各ネジ孔２８５，２８６における取り外し側開口２８９，２９０は封印シール３００によ
って覆われている。
【０２４３】
　次に、封印シール３００の構成を図２３～図２６に基づいて説明する。図２３は封印シ
ール３００の構成を示す断面図、図２４（ａ）は封印シール３００の構成を示す正面図、
図２４（ｂ）は封印シール３００の構成を示す背面図、図２５は貼付面２８１ａ、２８１
ｂ，２８２ａ，２８２ｂに対する封印シール３００の位置関係を説明するための説明図、
図２６（ａ）は封印シール３００周辺を拡大して示す正面図、図２６（ｂ）は封印シール
３００周辺を拡大して示す側面図、図２６（ｃ）は封印シール３００周辺を拡大して示す
背面図である。なお、図２５においては、後述する各切り込み３０７，３０８，３０９を
省略して示す。
【０２４４】
　封印シール３００は略矩形状のベースシート３０１を備えており、ベースシート３０１
の背面には粘着剤が塗布され粘着層３０２が形成されている。また、粘着層３０２の一部
には、ＩＤタグ３０３が埋め込まれている。図２３においては、粘着層３０２の背面側に
剥離シート３０４が示されている。この剥離シート３０４は封印シール３００を基板ボッ
クス２７３に貼り付ける際に剥がされるものであり、剥離シート３０４を剥がすことによ
り封印シール３００の裏面側において粘着層３０２が露出し、基板ボックス２７３へのシ
ール貼着が可能となっている。
【０２４５】
　ベースシート３０１は、ポリエステル系フィルムなど、適度な脆性を有する可撓性樹脂
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フィルムにより形成されており、さらに溶剤や熱に対して反応性を有する。具体的には、
粘着層３０２を構成する粘着剤に対して溶解性を備えたトルエンなどがベースシート３０
１に塗布されると、ベースシート３０１は変色する。また、粘着層３０２の粘着力が低下
する温度（例えば、５０℃）以上の熱が加えられた場合にもベースシート３０１は変色す
る。これにより、基板ボックス２７３の貼付板部２８１，２８２から封印シール３００を
不正に剥がそうとして溶剤がかけられたり、熱が加えられたりした場合、ベースシート３
０１が変色することで当該不正行為の痕跡を残すことができる。
【０２４６】
　粘着層３０２の粘着剤は、従来の封印シールと同様に、一旦貼り付けされた後に剥がさ
れる場合にベースシート３０１から剥離される程度の粘着力を有している。したがって、
封印シール３３０が剥がされた場合には再度貼り付けすることが不可能となり、さらには
粘着層の一部が基板ボックス側に残ることとなる。よって、封印シール３３０を不正に剥
がした痕跡を残すことができる。
【０２４７】
　ＩＤタグ３０３は、ＩＣチップ３０５及びアンテナ部３０６より構成されており、長尺
状のアンテナ部３０６の中央付近にＩＣチップ３０５が配置されている。ＩＣチップ３０
５は集積回路として形成されるものであり、制御部及びメモリ領域を有する。メモリ領域
は、データ書き換え不可な不揮発性メモリ（ＲＯＭ）により構成されており、その記憶容
量は例えば１２８ｂｉｔとなっている。メモリ領域には、識別データとしてのＩＤ情報が
格納されている。具体的には、製造メーカ名（又は複数のメーカごとに付されたメーカ固
有番号）、遊技機固有のＩＤ番号が格納されている。ＩＣチップ３０５のメモリ領域はデ
ータ書き換え不可であるため、ＩＤ情報が不正に改ざんされる等の不都合が抑制できるよ
うになっている。さらにいうと、ＩＣチップ３０５にはＩＣチップ３０５毎に異なるＩＤ
情報が格納されるようになっており、同一のＩＤ情報を有するＩＤタグ３０３が生産され
ないようになっている。この点からも不正を抑止することが可能となっている。
【０２４８】
　アンテナ部３０６は、アルミ等の金属薄層で形成されており、その厚みはＩＣチップ３
０５の厚みよりも薄い。また、アンテナ部３０６は、共振周波数が２．４５ＧＨｚ等の一
定周波数となるようにアンテナパターンとして作製されている。そして、ＩＣチップ３０
５のＩＤ情報は、制御部によって呼び出されてアンテナ部３０６から発信することができ
るように構成されており、アンテナ部３０６から発信されたＩＤ情報を、リーダー装置で
受信して読み取ることができるようになっている。
【０２４９】
　ＩＤタグ３０３（アンテナ部３０６）は、図２４（ｂ）に示すように、ベースシート３
０１において斜めに配置されている。詳細には、ＩＤタグ３０３のＩＣチップ３０５が矩
形状のベースシート３０１の中心に位置するように配置されている。また、アンテナ部３
０６がベースシート３０１の対角線上から若干ずれた位置となるよう、ベースシート３３
１の一隅部側からその対角方向の隅部側に亘って斜めに配置されている。したがって、Ｉ
Ｄタグ３０３は、矩形状のベースシート３０１の中心に対して点対称となるように配置さ
れており、アンテナ部３０６の長手方向がベースシート３０１の両対角線と交差している
。この場合、長尺状のアンテナ部３０６はその長手方向がベースシート３０１のすべての
辺方向と交差することとなる。そして、封印シール３００が両貼付板部２８１，２８２に
跨って貼り付けられているのに伴って、アンテナ部３０６も両貼付板部２８１，２８２に
跨っている。
【０２５０】
　また、封印シール３００には、アンテナ部３０６の長手方向に沿って等間隔で並ぶ多数
のアンテナ用切り込み３０７が形成されている。アンテナ用切り込み３０７は、アンテナ
部３０６の長手方向に対して略直交する方向に延びる直線状であり、ベースシート３０１
の表面側から粘着層３０２の背面側まで貫通している（なお、図２４（ａ）ではアンテナ
用切り込み３０７を省略して示している）。すなわち、アンテナ用切り込み３０７は、図
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２４における前後方向に封印シール３０７を貫通している。ちなみに、アンテナ用切り込
み３０７が延びる方向は、アンテナ部３０６の長手方向に対して略直交する方向であるた
め、ベースシート３０１のすべての辺方向と交差している。また、アンテナ用切り込み３
０７は、アンテナ部３０６に若干掛かる構成となっている。この場合に、アンテナ部３０
６はアンテナ用切り込み３０７により分断されていないため、ＩＤ情報の送信に関して弊
害は生じない。また、アンテナ用切り込み３０７がアンテナ部３０６を挟んで直線状に並
ばないように、アンテナ部３０６の一側に位置するアンテナ用切り込み３０７と他側に位
置するアンテナ用切り込み３０７がずらして形成されている。詳細には、アンテナ部３０
６の一側に位置するアンテナ用切り込み３０７と他側に位置するアンテナ用切り込み３０
７が、アンテナ部３０６の長手方向に沿って交互に並ぶように形成されている。
【０２５１】
　以上説明した封印シール３００を両貼付板部２８１，２８２から剥がそうとする場合、
その剥がす力に伴う応力がアンテナ部３０６の周囲に位置するアンテナ用切り込み３０７
の端部に集中することで、アンテナ用切り込み３０７を介してベースシート３０１が破断
され、それに伴ってアンテナ部３０６が分断されることとなる。つまり、アンテナ用切り
込み３０７におけるアンテナ部３０６側の端部に応力が集中し、アンテナ部３０６の一側
に位置するアンテナ用切り込み３０７と他側に位置するアンテナ用切り込み３０７とを結
ぶようにして応力が伝搬することによりアンテナ部３０６が分断される。アンテナ部３０
６が分断されるとＩＤ情報がアンテナ部３０６から送信されなくなるので、ＩＤ情報をリ
ーダー装置で読み取ることができなくなる。よって、封印シール３００を両貼付板部２８
１，２８２から丁寧に剥がして基板ボックス２７３を開封し、主制御基板２７８に対して
不正を行った後に基板ボックス２７３を封印して封印シール３００を再度貼ったとしても
、アンテナ部３０６が分断されているためにＩＤ情報をリーダー装置で読み取ることがで
きず、当該不正行為を容易に発見することができる。
【０２５２】
　封印シール３００の４隅には、ベースシート３０１の表面側から粘着層３０２の背面側
まで貫通する隅側切り込み３０８がそれぞれ形成されている。詳細には、隅側切り込み３
０８は、封印シール３００の隅角の内側にて当該隅角に沿うようにしてＬ字状に形成され
ている。よって、封印シール３００がその一辺に沿う方向に剥がされるのではなく封印シ
ール３００の隅角側から剥がされたとしても、隅側切り込み３０８から封印シール３００
に破断が生じ、不正行為の痕跡を残すことができる。
【０２５３】
　封印シール３００の外縁には、図２４に示すように、外側端部から内側に向けて多数の
外縁切り込み３０９が形成されている。これら外縁切り込み３０９は、内側から外側に向
けて開くようにして鋭角のＶ字状となっており、さらに封印シール３００の外周に沿う方
向に等間隔で形成されている。したがって、基板ボックス２７３の両貼付板部２８１，２
８２から封印シール３００を剥がそうとすると、この剥がす力に伴う応力が外縁切り込み
３０９の内側端部に集中し、また上記のとおりベースシート３０１が適度な脆性を有して
いることにより、封印シール３００に破れなどといった破断が生じる。これにより、封印
シール３００が剥がされたことの痕跡を残すことができ、主制御基板２７８に対して不正
行為が行われたことを容易に発見することができる。
【０２５４】
　また、ベースシート３０１の表面には、図２４（ａ）に示すように、インク塗布部３０
１ａ、識別情報部３０１ｂ及び機種情報部３０１ｃが設けられている。インク塗布部３０
１ａには、紫外線などといった特定の波長の光が照射されることにより模様が表れる特殊
インクが塗布されている。識別情報部３０１ｂには、複数の英数字（アルファベット又は
数字）が記載されており、当該識別情報部３０１ｂに記載される英数字は遊技機毎に異な
るものとなっている。この場合に、識別情報部３０１ｂに記載される英数字はＩＣチップ
３０５に格納されているＩＤ情報と対応づけて規定されている。例えば、ＩＤ情報が数字
で登録されている場合には、ＩＤ情報の数字と識別情報部３０１ｂに記載された数字との
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和が、遊技ホールＨなどに設置された複数の遊技機において同一となるように規定されて
いる。機種情報部３０１ｃには、当該遊技機の機種名や当該遊技機の製造メーカ名などが
記載されている。
【０２５５】
　識別情報部３０１ｂに付される英数字について追記する。封印シール３００の製造過程
において、当該封印シール３００にＩＤタグ３０３が組み付けられた段階では未だ識別情
報部３０１ｂに英数字が付されておらず、ＩＤタグ３０３の組み付け後にリーダー装置に
よりＩＤ情報が読み取られると、その読み取られたＩＤ情報に関連付けて英数字がレーザ
刻印等により印字される。なお、識別情報部３０１ｂに英数字を印字する作業は、ＩＤタ
グ３０３のＩＤ情報が正常に読み取ることができたことを条件に行われ、仮にＩＤタグ３
０３のＩＤ情報が正常に読み取れなかった場合には、英数字の印字が行われない。この場
合、該当する封印シール３００は、再使用されないようＩＤタグ３０３を破壊した上で破
棄される。
【０２５６】
　ここで、封印シール３００の図２４（ａ）における上部領域Ｒ１は、ボックスカバー２
７７の貼付板部２８１側、より詳しくは第１貼付面２８１ａに貼り付けられる。よって、
主制御装置２７１の正面側からインク塗布部３０１ａ及び識別情報部３０１ｂを視認する
ことができ、インク塗布部３０１ａ及び識別情報部３０１ｂの確認作業を容易に行うこと
ができる。また、封印シール３００の図２４（ａ）における中間領域Ｒ２は、両貼付板部
２８１，２８２の側面側、より詳しくは貼付面２８１ｂ，２８２ｂに貼付される。よって
、インク塗布部３０１ａや識別情報部３０１ｂの確認作業に加えて、機種情報部３０１ｃ
に記載された内容の確認作業は、主制御装置２７１を取付台２５１から取り外すことなく
行うことができる。なお、下部領域Ｒ３は、ボックスベース２７６の貼付板部２８２側、
より詳しくは第２貼付面２８２ａに貼付される。
【０２５７】
　以上のようにインク塗布部３０１ａ及び識別情報部３０１ｂが設けられていることによ
り、主制御装置２７１が不正に交換された場合に、その交換がなされていることを容易に
発見することができる。即ち、交換された不正用の主制御装置が正規のものと外観上区別
できなかったとしても、インク塗布部３０１ａに特有の光を照射し模様が表れないことを
目視確認したり、識別情報部３０１ｂや機種情報部３０１ｃに記載された内容が異なるこ
とを目視確認したりすることにより、主制御装置２７１が交換されたことを発見すること
ができる。また、不正用の主制御装置の封印シールにＩＤタグが設けられていたとしても
、上述した通りＩＤタグ３０３には各ＩＤタグ３０３固有のＩＤ情報が格納されているた
め、ＩＤ情報をリーダー装置で読み取り、その情報と識別情報部３０１ｂの情報とを確認
することで交換されたことを発見することができる。
【０２５８】
　次に、封印シール３００のアンテナ部３０６と各貼付板部２８１，２８２を締結する各
ネジ２８３，２８４との位置関係について説明する。
【０２５９】
　アンテナ部３０６の両端部３０６ａ，３０６ｂは、図２６等に示すように、第１貼付面
２８１ａ及び第２貼付面２８２ａにおいて、各ネジ孔２８５，２８６における取り外し側
開口２８９，２９０を跨ぐようにして配置されている。詳細には、アンテナ部３０６の短
手方向の寸法は当該開口２８９，２９０の孔径よりも小さくなっており、さらにアンテナ
部３０６はその両端部３０６ａ，３０６ｂが取り外し側開口２８９，２９０を挟んで当該
開口２８９，２９０の周縁部を架渡すように配置されている。このようにアンテナ部３０
６が配置されていることにより、アンテナ部３０６の両端部３０６ａ，３０６ｂは対応す
るネジ２８３，２８４の頭部２８３ａ，２８４ａと対峙している。
【０２６０】
　かかる構成において、上記のとおり、各ネジ２８３，２８４の頭部２８３ａ，２８４ａ
の頂上の位置は各ネジ孔２８５，２８６における軸線方向の途中位置となっている。すな
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わち、各頭部２８３ａ，２８４ａの頂上の位置は封印シール３００に対して各ネジ孔２８
５，２８６内に入り込んだ位置となっている。したがって、アンテナ部３０６と各ネジ２
８３，２８４とは、図２２に示すように離間されている。また、アンテナ部３０６と各ネ
ジ２８３，２８４との間には両者を介在する介在部材が設けられていない。つまり、アン
テナ部３０６と各ネジ２８３，２８４との間には空間Ｓが設けられている。これにより、
アンテナ部３０６が各ネジ２８３，２８４に接触することが防止されている。特に、上記
のとおりアンテナ部３０６が取り外し側開口２８９，２９０を挟んで当該開口２８９，２
９０の周縁部を架渡すように配置されているため、アンテナ部３０６がネジ孔２８５，２
８６内に向けて撓みにくくなり、アンテナ部３０６と各ネジ２８３，２８４の頭部２８３
ａ，２８４ａとを対峙させた構成において両者を確実に離間させることができる。例えば
、アンテナ部３０６が各ネジ２８３，２８４に接触すると、設定された共振周波数（本実
施の形態では、２．４５ＧＨｚ）が変化してしまい、ＩＣチップ３０５に記憶されたＩＤ
情報がリーダー装置によって読み取れなくなるおそれがあるが、本実施の形態における構
成によればかかる不都合の発生を防止することができる。
【０２６１】
　上記のとおり各貼付板部２８１，２８２には囲み部Ｃが形成されており、封印シール３
００の周縁は囲み部Ｃに近接している。したがって、封印シール３００の貼り付け作業に
際しては、封印シール３００が囲み部Ｃによって囲まれた領域内からはみ出ないように貼
り付けることで、アンテナ部３０６の両端部３０６ａ，３０６ｂが取り外し側開口２８９
，２９０を跨ぎ、各ネジ２８３，２８４の頭部２８３ａ，２８４ａと対峙する。
【０２６２】
　また、図２５に示すように、囲み部Ｃによって囲まれる領域は、封印シール３００の面
積よりも広くなっている。これにより、封印シール３００の貼り付け作業に際しては、貼
り付け位置に所定のゆとりが生まれ、貼り付け作業の作業性が向上されている。この場合
に、その貼り付け位置のゆとりは、アンテナ部３０６の両端部３０６ａ，３０６ｂが取り
外し側開口２８９，２９０を跨ぎ、且つ各ネジ２８３，２８４の頭部２８３ａ，２８４ａ
と対峙する範囲内で形成されている。さらに、上記のとおりＩＤタグ３０３は矩形状のベ
ースシート３０１の中心に対して点対称となるように配置されているため、封印シール３
００を上下逆に貼り付けたとしても、アンテナ部３０６の両端部３０６ａ，３０６ｂが取
り外し側開口２８９，２９０を跨ぎ、且つ各ネジ２８３，２８４の頭部２８３ａ，２８４
ａと対峙する。
【０２６３】
　さらに、第１制御基板ユニット２０１が遊技盤３０に固定された状態では、主制御装置
２７１の封印シール３００と、遊技盤３０の第２板状アンテナ５５６とが取付台２５１を
介して対向するようになっている。より詳しくは、ボックスカバー２７７の裏側貼付面２
８２ｂに貼り付けされたアンテナ部３０６と、遊技盤３０の第２板状アンテナ５５６とが
取付台２５１を介して対向するようになっている。封印シール３００と第２板状アンテナ
５５６との間には、合成樹脂製の取付台２５１が位置するのみであり、例えば電気線等の
金属製部材（導電性部材）が位置しないようになっている。したがって、封印シール３０
０のアンテナ部３０６から電波が送信された際には第２板状アンテナ５５６が前記電波を
受信でき、第２板状アンテナ５５６から電波が送信された際には封印シール３００のアン
テナ部３０６が前記電波を受信できるようになっている。
【０２６４】
　次に、第２制御基板ユニット２０２の構成を図２７～図２９に基づいて説明する。図２
７は第２制御基板ユニット２０２の正面図、図２８は同ユニット２０２の斜視図、図２９
は同ユニット２０２の分解斜視図である。
【０２６５】
　第２制御基板ユニット２０２は横長形状をなす取付台３２５を有し、取付台３２５に払
出制御装置３１１、電源及び発射制御装置３１３及びＣＲユニット接続基板３１４が搭載
されている。
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【０２６６】
　払出制御装置３１１は、賞品球や貸出球の払出を制御する払出制御基板を具備しており
、当該払出制御基板が透明樹脂材料等よりなる被包手段としての基板ボックス３１５に収
容されて構成されている。基板ボックス３１５は、ボックスベース３１７とボックスカバ
ー３１８とから構成されており、これらが封印手段としての封印ユニット３１９によって
開封不能に連結され、これにより基板ボックス３１５が封印されている。また、払出制御
装置３１１には状態復帰スイッチ３２１が設けられており、例えば、払出モータの球詰ま
り等、払出エラーの発生時において状態復帰スイッチ３２１が押されると、払出モータが
正逆回転され、球詰まりの解消（正常状態への復帰）が図られるようになっている。
【０２６７】
　電源及び発射制御装置３１３は、基板ボックス３１６内に電源及び発射制御基板が収容
されており、当該基板により、各種制御装置等で要する所定の電源が生成されて出力され
、さらに遊技者による遊技球発射ハンドル１８の操作に伴う遊技球の打ち出しの制御が行
われる。また、電源及び発射制御装置３１３にはＲＡＭ消去スイッチ３２３が設けられて
いる。本パチンコ機Ｐは各種データの記憶保持機能を有しており、万一停電が発生した際
でも停電時の状態を保持し、停電からの復帰（復電）の際には停電時の状態に復帰できる
ようになっている。したがって、例えば遊技ホールＨの営業終了の場合のように通常手順
で電源を遮断すると遮断前の状態が記憶保持されるが、ＲＡＭ消去スイッチ３２３を押し
ながら電源を投入すると、ＲＡＭデータが初期化されるようになっている。
【０２６８】
　ＣＲユニット接続基板３１４は、パチンコ機前面の貸球操作部１２０及び図示しないＣ
Ｒユニットに電気的に接続され、主として遊技者による球貸し操作の指令を取り込んでそ
れを払出制御装置３１１に出力するものである。
【０２６９】
　取付台３２５は例えば無色透明な樹脂成型品よりなり、その表面に平坦状をなす基板搭
載面３２６が設けられている。基板搭載面３２６には、電源及び発射制御装置３１３及び
ＣＲユニット接続基板３１４が横並びとなった状態で搭載され、ネジ等で固定されている
。電源及び発射制御装置３１３の基板ボックス３１６上には略平板状の台座プレート３２
７が載置されるとともに台座プレート３２７上に払出制御装置３１１が搭載され、ネジ等
で固定されている。
【０２７０】
　取付台３２５には、パチンコ機Ｐ後方からみて右端部に上下一対の掛止ピン３２８が設
けられており、掛止ピン３２８を前記軸受け部２３７に上方から挿通させることで、第２
制御基板ユニット２０２が本体枠１２に対して回動可能に片持ち支持される。取付台３２
５の左端部には締結具として上下一対のナイラッチ３２９が設けられており、ナイラッチ
３２９を前記被締結孔２３９にはめ込むことで、第２制御基板ユニット２０２が本体枠１
２に固定される。
【０２７１】
　次に、裏パックユニット２０３の構成を図３０，図３１に基づいて説明する。図３０は
裏パックユニット２０３の正面図、図３１は裏パックユニット２０３の分解斜視図である
。
【０２７２】
　裏パックユニット２０３は、裏パック３５１と遊技球の払出機構部３５２とが一体化さ
れることにより構成されている。裏パック３５１は例えばＡＢＳ樹脂等の合成樹脂により
一体成型されており、略平坦状のベース部３５３と、パチンコ機Ｐ後方に突出し横長の略
直方体形状をなす保護カバー部３５４とを有する。保護カバー部３５４は左右側面及び上
面が閉鎖され且つ下面のみが開放された形状をなし、少なくとも可変表示ユニット３５を
囲むのに十分な大きさを有する。保護カバー部３５４の背面には多数の通気孔３５４ａが
設けられている。
【０２７３】
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　裏パック３５１のベース部３５３には、保護カバー部３５４を迂回するようにして払出
機構部３５２が配設されている。すなわち、裏パック３５１の最上部には上方に開口した
タンク３５５が設けられており、タンク３５５には遊技ホールＨの島設備から供給される
遊技球が逐次補給される。タンク３５５の下方には、例えば横方向２列（２条）の球通路
を有し下流側に向けて緩やかに傾斜するタンクレール３５６が連結され、タンクレール３
５６の下流側には上下方向に延びるケースレール３５７が連結されている。払出装置３５
８はケースレール３５７の最下流部に設けられ、払出制御装置３１１の制御により払出モ
ータ３５８ａが駆動されて必要個数の遊技球の払出が適宜行われる。払出装置３５８より
払い出された遊技球は払出通路３５９等を通じて前記上皿２３等に供給される。
【０２７４】
　払出機構部３５２には、払出制御装置３１１から払出装置３５８への払出指令の信号を
中継する裏パック接続基板３８１が設置されている。また、裏パック接続基板３８１は、
外部より主電源を取り込む役割を果たす。即ち、裏パック接続基板３８１には、例えば交
流２４ボルトの主電源が供給され、電源スイッチ３８１ａの切替操作により電源ＯＮ又は
電源ＯＦＦとされるようになっている。
【０２７５】
　裏パック３５１には、その右上部に枠用外部端子板３９０が設けられている。枠用外部
端子板３９０には、払出モータ３５８ａからの駆動信号を出力するための出力端子、タン
ク３５５やタンクレール３５６で遊技球が不足した場合に信号出力するための出力端子、
本体枠１２の開放時に信号出力するための出力端子、及び前扉枠１３の開放時に信号出力
するための出力端子が設けられている。そして、これらの出力端子を通じて、遊技ホール
Ｈ側のホールコンピュータに対して枠側の状態に関する信号が出力される。
【０２７６】
　裏パック３５１には、枠用外部端子板３９０に隣接して略四角形状の窓部３９１が設け
られている。したがって、裏パックユニット２０３を本体枠１２に取り付けた状態では、
窓部３９１を通じて遊技盤３０裏面の盤用外部端子板２３０が露出し、裏パックユニット
２０３を装着したままで盤用外部端子板２３０の操作を行うことができるようになってい
る。前述のとおり、盤用外部端子板２３０は取り外し容易な状態で集合板ユニット２１５
に取り付けられていることから、盤用外部端子板２３０の配線を接続したままで、窓部３
９１を介して当該盤用外部端子板２３０を取り出すことも可能となる。裏パック３５１の
右上部には本体枠１２の開放の状態を検出するための本体枠開放スイッチ３９２が設けら
れており、外枠１１に対して本体枠１２を閉じた状態では当該スイッチ３９２の金属接点
が閉じて本体枠１２の閉鎖が検知され、外枠１１に対して本体枠１２を開いた状態では金
属接点が開いて本体枠１２の開放が検知されるようになっている。
【０２７７】
　裏パック３５１には、パチンコ機Ｐ後方からみて右端部に上下一対の掛止ピン３８５が
設けられており、掛止ピン３８５を前記軸受け部２３８に上方から挿通させることで、裏
パックユニット２０３が本体枠１２に対して回動可能に片持ち支持される。裏パック３５
１には、左端部に締結具として上下一対のナイラッチ３８６が設けられると共に、上端部
に係止孔３８７が設けられており、ナイラッチ３８６を前記被締結孔２４０にはめ込むと
共に、係止孔３８７に前記固定具２４２を挿入した上で当該固定具２４２を回動操作する
ことで、裏パックユニット２０３が本体枠１２に固定される。また、前記固定具２４１，
２４３によっても裏パックユニット２０３が本体枠１２に固定される。
【０２７８】
　次に、本パチンコ機Ｐの電気的構成について、図３２のブロック図に基づいて説明する
。図３２では、電力の供給ラインを二重線矢印で示し、信号ラインを実線矢印で示す。
【０２７９】
　主制御装置２７１に設けられた主制御基板２７８には、主制御回路５００と停電監視回
路５０８とが内蔵されている。主制御回路５００には、演算装置である１チップマイコン
としてのＣＰＵ５０１が搭載されている。ＣＰＵ５０１には、該ＣＰＵ５０１により実行
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される各種の制御プログラムや固定値データを記憶したＲＯＭ５０２と、そのＲＯＭ５０
２内に記憶される制御プログラムの実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶するため
のメモリであるＲＡＭ５０３と、割込回路やタイマ回路、データ入出力回路などの各種回
路が内蔵されている。
【０２８０】
　ＲＡＭ５０３は、パチンコ機Ｐの電源の遮断後においても電源及び発射制御装置３１３
に設けられた電源及び発射制御基板３１３ａからデータ記憶保持用電源（データ記憶保持
用電圧）が供給されてデータが保持される構成となっている。詳細には、電源及び発射制
御基板３１３ａには、データ記憶保持用コンデンサが設けられており、当該コンデンサか
らデータ記憶保持用電源が供給される。
【０２８１】
　ＣＰＵ５０１には、アドレスバス及びデータバスで構成されるバスラインを介して入出
力ポートが接続されている。主制御回路５００の入力側には、主制御基板２７８に設けら
れた停電監視回路５０８、払出制御装置３１１に設けられた払出制御基板３１１ａ及びそ
の他図示しないスイッチ群などが接続されている。この場合に、停電監視回路５０８には
電源及び発射制御基板３１３ａが接続されており、主制御回路５００には停電監視回路５
０８を介して電源が供給される。
【０２８２】
　一方、主制御回路５００の出力側には、停電監視回路５０８、払出制御基板３１１ａ及
び中継端子板２５０が接続されている。払出制御基板３１１ａには、賞球コマンドなどと
いった各種コマンドが出力される。中継端子板２５０を介して主制御回路５００から音声
ランプ制御装置２７２に設けられた音声ランプ制御基板２７２ａに対して各種コマンドな
どが出力される。
【０２８３】
　停電監視回路５０８は、主制御回路５００と電源及び発射制御基板３１３ａとを中継し
、また電源及び発射制御基板３１３ａから出力される最大電源である直流安定２４ボルト
の電源を監視する。
【０２８４】
　払出制御基板３１１ａは、払出モータ３５８ａにより賞球や貸し球の払出制御を行うも
のである。演算装置であるＣＰＵ５１１は、そのＣＰＵ５１１により実行される制御プロ
グラムや固定値データ等を記憶したＲＯＭ５１２と、ワークメモリ等として使用されるＲ
ＡＭ５１３とを備えている。
【０２８５】
　払出制御基板３１１ａのＲＡＭ５１３は、主制御回路５００のＲＡＭ５０３と同様に、
パチンコ機Ｐの電源の遮断後においても電源及び発射制御基板３１３ａからデータ記憶保
持用電源が供給されてデータを保持できる構成となっている。また、ＲＡＭ５１３におけ
る各種のカウンタ等が記憶される作業エリアには、コマンド入力フラグ格納エリアなどと
いった各種フラグ格納エリアと共に、主制御回路５００から出力されたコマンドが記憶さ
れるコマンドバッファ５１３ａが設けられている。
【０２８６】
　コマンドバッファ５１３ａは、主制御回路５００から出力されるコマンドを一時的に記
憶するリングバッファで構成されている。リングバッファは所定の記憶領域を有しており
、その記憶領域の始端から終端に至るまで規則性をもってコマンドが記憶され、全ての記
憶領域にコマンドが記憶された場合には、記憶領域の始端に戻りコマンドが更新されるよ
う構成されている。よって、コマンドが記憶された場合及びコマンドが読み出された場合
に、コマンドバッファ５１３ａにおける記憶ポインタ及び読出ポインタが更新され、その
各ポインタに基づきコマンドの記憶と読み出しとが行われる。
【０２８７】
　払出制御基板３１１ａのＣＰＵ５１１には、アドレスバス及びデータバスで構成される
バスラインを介して入出力ポートが接続されている。払出制御基板３１１ａの入力側には
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、主制御回路５００、電源及び発射制御基板３１３ａ、及び裏パック接続基板３８１が接
続されている。また、払出制御基板３１１ａの出力側には、主制御回路５００及び裏パッ
ク接続基板３８１が接続されている。この場合に、裏パック接続基板３８１を介して払出
装置３５８などを含む払出機構部３５２が接続されている。
【０２８８】
　電源及び発射制御基板３１３ａは、電源部と発射制御部とを備えている。電源部は、二
重線矢印で示す経路を通じて、主制御回路５００や払出制御基板３１１ａ等に対して各々
に必要な動作電源を供給する。
【０２８９】
　発射制御部は、遊技者による遊技球発射ハンドル１８の操作に従って発射ソレノイド１
６２の発射制御を担うものであり、発射ソレノイド１６２は所定の発射条件が整っている
場合に駆動される。具体的には、発射制御部には遊技球発射ハンドル１８に設けられた発
射スイッチ３３１、タッチセンサ３３２及び止め打ちスイッチ３３３が接続されており、
発射スイッチ３３１及びタッチセンサ３３２がオン、止め打ちスイッチ３３３がオフの状
態となった場合に限って発射許可信号を主制御回路５００（停電監視回路５０８を介して
）に出力する。主制御回路５００は、当該発射許可信号の入力に基づいて所定周期の発射
制御信号を発射制御部（停電監視回路５０８を介して）に出力する。これにより、発射制
御部は、発射制御信号の入力周期に従って発射ソレノイド１６２を駆動する。この場合に
、遊技球発射ハンドル１８にはハンドル操作量を判定するためのダイヤル可変抵抗器が設
けられており、発射制御部はダイヤル可変抵抗器における抵抗値の変化に基づいて発射ソ
レノイド１６２による打ち出し速度を決定する。また、発射許可信号は主制御回路５００
だけでなく、遊技ホールＨ側のホールコンピュータに出力される。
【０２９０】
　なお、電源部には、ＲＡＭ消去スイッチ回路が設けられており、ＲＡＭ消去スイッチ３
２３のスイッチ信号を取り込み、そのスイッチ３２３の状態に応じて主制御回路５００の
ＲＡＭ５０３に記憶されたデータをクリアするためのＲＡＭ消去信号を出力する。即ち、
ＲＡＭ消去スイッチ３２３が押された際、ＲＡＭ消去スイッチ回路は主制御回路５００に
対してＲＡＭ消去信号を出力する。これにより、ＲＡＭ消去スイッチ３２３が押された状
態でパチンコ機Ｐの電源が投入されると、主制御回路５００においてＲＡＭ５０３のデー
タがクリアされる。また、この際、主制御回路５００から払出制御基板３１１ａに対して
払出初期化コマンドが出力され、払出制御基板３１１ａにおいてもＲＡＭ５１３のデータ
がクリアされる。
【０２９１】
　音声ランプ制御基板２７２ａは、スピーカ２０や各種ランプ１０２～１０６、及び表示
制御装置２１４を制御するものである。演算装置であるＣＰＵ５２１は、そのＣＰＵ５２
１により実行される制御プログラムや固定値データ等を記憶したＲＯＭ５２２と、ワーク
メモリ等として使用されるＲＡＭ５２３とを備えている。
【０２９２】
　音声ランプ制御基板２７２ａのＣＰＵ５２１にはアドレスバス及びデータバスで構成さ
れるバスラインを介して入出力ポートが接続されている。音声ランプ制御基板２７２ａの
入力側には中継端子板２５０に中継されて主制御回路５００が接続されており、主制御回
路５００から出力される各種コマンドに基づいて、スピーカ２０、各種ランプ１０２～１
０６、及び表示制御装置２１４を制御する。表示制御装置２１４は、音声ランプ制御基板
２７２ａから入力する表示コマンドに基づいて図柄表示装置４１を制御する。
【０２９３】
　以下、封印シール３００のＩＤタグ３０３に格納されたＩＤ情報を用いたパチンコ機管
理システムについて概略を説明する。図３３は本実施形態におけるパチンコ機管理システ
ムの概要を示す構成図である。
【０２９４】
　図３３において、遊技ホールＨには多数のパチンコ機Ｐが設置されている。パチンコ機
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Ｐの主制御装置２７１には、ＩＤタグ３０３によって各パチンコ機Ｐ固有のＩＤ情報が付
与されている。リーダー装置６０１は、ハンディタイプの読取装置であり、ＩＤタグ３０
３のＩＤ情報を読み取るための読み取り機能を有している。リーダー装置６０１は、パチ
ンコ機Ｐ前面側に設けられた第１板状アンテナ５５１にリーダー装置６０１を近接させる
ことにより、非接触の状態でＩＤ情報の読み取りが可能となっている。リーダー装置６０
１には、各種ボタン類よりなり管理者等が入力操作を行う操作部６０１ａと、液晶画面等
よりなる表示部６０１ｂとが設けられている。
【０２９５】
　管理コンピュータ６０２は、パチンコ機Ｐの管理プログラムを有する電子演算装置であ
り、リーダー装置６０１に接続されることで同リーダー装置６０１の読み取り情報（ＩＤ
タグ３０３のＩＤ情報）を読み込むことができるようになっている。図３３中、符号６０
３は、遊技ゲーム数や大当たり回数などを表示するためのデータカウンタであり、同デー
タカウンタ６０３には、遊技ホールＨにおいてパチンコ機Ｐ毎の台番号等が付されている
。
【０２９６】
　ちなみに、遊技ホールＨには、各パチンコ機Ｐの出玉管理等を行うホールコンピュータ
が設けられているが、上記管理コンピュータ６０２はホールコンピュータと別装置として
構成されており、例えばノート型パソコンで具現化される。なお、リーダー装置６０１と
ホールコンピュータとを双方向通信可能な構成とし、リーダー装置６０１にて読み込まれ
た読み取り情報がホールコンピュータに転送される構成としても良い。或いは、リーダー
装置６０１が読み取り情報を記憶可能な構成とし、各パチンコ機ＰのＩＤ情報を読み取る
作業を行った後に、リーダー装置６０１に記憶された読み取り情報をホールコンピュータ
で取り込む構成としても良い。
【０２９７】
　ここで、本実施の形態では、パチンコ機Ｐ背面側に設けられたＩＤタグ３０３のＩＤ情
報を、本体枠１２や前扉枠１３を外枠１１から開放することなく、パチンコ機Ｐ前面側か
らリーダー装置６０１により読み取ることができるようになっている。そこで、ＩＤ情報
の読み取りシステムに関する電気的構成について、図３４に基づいて説明する。
【０２９８】
　パチンコ機Ｐの前面側には、第１板状アンテナ５５１が設けられている。第１板状アン
テナ５５１は、パチンコ機Ｐの背面側に設けられた第２板状アンテナ５５６と電気線によ
り電気的に接続されている。各板状アンテナ５５１，５５６は、共振周波数を共に２．４
５ＧＨｚ等の一定周波数に設定されている。第１板状アンテナ５５１と第２板状アンテナ
５５６を接続する電気線には、電流を増幅させるアンプ等からなる増幅装置５６１が接続
されている。主制御装置２７１には、第２板状アンテナ５５６と対向する位置に封印シー
ル３００が貼り付けられており、封印シール３００に設けられたアンテナ部３０６と第２
板状アンテナ５５６とが取付台２５１を介して対向するようになっている。また、第１板
状アンテナ５５１は、アース線を通じて施錠装置の基枠２４７に接続されており、当該施
錠装置からアースされるようになっている。そして、第２板状アンテナ５５６は増幅装置
５６１を介して第１板状アンテナ５５１と電気的に接続されており、第２板状アンテナ５
５６も第１板状アンテナ５５１に接続されたアース線を通じて施錠装置からアースされる
ようになっている。つまり、各板状アンテナ５５１，５５６は、施錠装置からアースされ
るようになっている。第１板状アンテナ５５１と施錠装置とを接続するアース線には、各
板状アンテナ５５１，５５６のアース状態と非アース状態とを切り替え可能なスイッチ回
路５６２が設けられている。スイッチ回路５６２には検知センサ９３から出力された解錠
信号が入力されるようになっている。検知センサ９３は、カム板９２の回動、より詳しく
は第２係合爪部９２ｂの上向きの移動が検知された場合に解錠信号を出力し、スイッチ回
路５６２に前記解錠信号が入力されると、各板状アンテナ５５１，５５６がアース状態か
ら非アース状態に切り替えられるようになっている。
【０２９９】
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　リーダー装置６０１は、その内部にＣＰＵ６０６、ＲＦ回路６０７、及びリーダーアン
テナ６０８を備えている。ＣＰＵ６０６はＲＦ回路６０７に接続されており、ＲＦ回路６
０７はリーダーアンテナ６０８に接続されている。ＣＰＵ６０６には、当該ＣＰＵ６０６
により実行される各種の制御プログラムや固定値データを記憶したＲＯＭと、そのＲＯＭ
内に記憶される制御プログラムの実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶するための
メモリであるＲＡＭが内蔵されている。ＣＰＵ６０６の入力側及び出力側には、管理コン
ピュータ６０２が接続されている。
【０３００】
　管理コンピュータ６０２は、演算処理手段であるＣＰＵを備えている。ＣＰＵには、こ
のＣＰＵによって実行される各種の制御プログラムや、各パチンコ機Ｐに設けられたＩＣ
チップ３０５のＩＤ情報といった固定値データ等を記憶したＲＯＭと、このＲＯＭ内に記
憶されている制御プログラムを実行するに当たって各種のデータを一時的に記憶する作業
エリアを確保するためのＲＡＭなどが内蔵されている。また、管理コンピュータ６０２に
は表示装置が設けられており、ＣＰＵにおける処理に基づいて表示装置に各種の表示が行
われるようになっている。
【０３０１】
　次に、遊技ホールＨの管理者等により行われるＩＤ情報の読み取り作業について説明す
る。
【０３０２】
　ＩＤ情報の読み取り作業を行う際には、先ずシリンダ錠９１の鍵穴にキーを差し込み、
差し込んだキーを反時計回りに操作する。このとき、検知センサ９３は、キー操作に伴う
第２係合爪部９２ｂの上向きの移動を検知し、解錠信号をスイッチ回路５６２に対して出
力する。スイッチ回路５６２に前記解錠信号が入力されると、各板状アンテナ５５１，５
５６がアース状態から非アース状態に切り替えられる。
【０３０３】
　管理者等がリーダー装置６０１の操作部６０１ａに所定の入力操作を行った場合、リー
ダー装置６０１のＣＰＵ６０６は、ＲＦ回路６０７を駆動してリーダーアンテナ６０８か
ら所定周波数（本実施の形態では２．４５ＧＨｚ）の呼出波を出力させる。リーダーアン
テナ６０８から出力された呼出波により、誘導電磁界が形成される。そこで、キーを反時
計回りに操作した状態でこの誘導電磁界内に第１板状アンテナ５５１が位置する程度にリ
ーダー装置６０１を第１板状アンテナ５５１に近接させると、各板状アンテナ５５１，５
５６が非アース状態に切り替えられているため、第１板状アンテナ５５１に呼出波が入力
される。
【０３０４】
　ここで、本体枠１２と前扉枠１３には、第１板状アンテナ５５１と対応する位置に小窓
７８，１０７がそれぞれ設けられており、第１板状アンテナ５５１の前方には、前扉枠１
３の小窓１０７に透明樹脂が取り付けられているのみであって金属製部材（導電性部材）
が取り付けられていない。つまり、第１板状アンテナ５５１の前方には、リーダーアンテ
ナ６０８から出力された呼出波を遮蔽する部材が設けられていない。また、リーダー装置
６０１は、前扉枠１３の小窓１０７にリーダー装置６０１を近接させれば、第１板状アン
テナ５５１に呼出波を入力させることが可能な構成となっている。したがって、本実施の
形態では、前扉枠１３を本体枠１２から開放せずとも、前扉枠１３の小窓１０７にリーダ
ー装置６０１を近接させれば、呼出波を第１板状アンテナ５５１に入力させることができ
る。
【０３０５】
　リーダー装置６０１から出力された呼出波が第１板状アンテナ５５１に入力されると、
当該呼出波は電流に変換され、第１板状アンテナ５５１と第２板状アンテナ５５６とを接
続する電気線に電流が生じる。電気線に生じた電流は増幅装置５６１により増幅され、第
２板状アンテナ５５６から所定周波数の呼出波が出力される。第２板状アンテナ５５６か
ら出力された呼出波により、パチンコ機Ｐの背面側に誘導電磁界が形成される。この誘導
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電磁界が形成される範囲内には、主制御装置２７１に貼り付けられた封印シール３００が
含まれている。パチンコ機Ｐの封印シール３００に設けられたアンテナ部３０６は、第２
板状アンテナ５５６から出力される呼出波の周波数に合わせて作製されている。
【０３０６】
　第２板状アンテナ５５６から出力される呼出波によって誘導電磁界が形成されることで
、アンテナ部３０６において電磁誘導により起電力が発生する。封印シール３００のＩＣ
チップ３０５では、この起電力を電源としてメモリ領域に記憶されているＩＤ情報を呼び
出し、アンテナ部３０６からＩＤ情報を含んだ応答波を出力する。この出力された応答波
は第２板状アンテナ５５６に入力される。第２板状アンテナ５５６に入力された応答波は
電流に変換されて第１板状アンテナ５５１に至り、第１板状アンテナ５５１からＩＤ情報
を含んだ応答波として出力される。
【０３０７】
　リーダー装置６０１が第１板状アンテナ５５１（前扉枠１３の小窓１０７）に近接され
た状態であれば、第１板状アンテナ５５１から出力された応答波がリーダー装置６０１の
リーダーアンテナ６０８に入力される。この入力された応答波に内在したＩＤ情報はリー
ダー装置６０１のＣＰＵ６０６に読み込まれ、当該ＣＰＵ６０６は読み込んだＩＤ情報を
管理コンピュータ６０２に出力する。管理コンピュータ６０２のＣＰＵにおいては、入力
されたＩＤ情報がＲＯＭに記憶されたＩＤ情報と一致するか否かを判定し、一致する場合
には、管理コンピュータ６０２に設けられた表示装置において正常表示を行う。一方、例
えば主制御装置２７１が不正用の主制御装置に交換され、当該主制御装置にＩＤタグを有
する不正な封印シールが設けられていた場合、上述した通りＩＤタグ３０３には各ＩＤタ
グ３０３固有のＩＤ情報が格納されているため、入力されたＩＤ情報が管理コンピュータ
６０２のＲＯＭに記憶されたＩＤ情報と一致しない。かかる場合には、管理コンピュータ
６０２の表示装置においてエラー表示を行う。
【０３０８】
　また、パチンコ機Ｐの主制御装置２７１が不正な主制御装置に交換された場合には、封
印シール３００が貼り付けられていないため応答波の出力は行われない。加えて、主制御
装置２７１の基板ボックス２７３が不正に開放された場合には、封印シール３００のアン
テナ部３０６が分断されているためアンテナ部３０６からの応答波の出力は行われない。
これらの場合、管理コンピュータ６０２のＣＰＵにおいては、不正が行われたパチンコ機
Ｐに対応するＩＤ情報がリーダー装置６０１から出力されないことに基づいて、そのパチ
ンコ機Ｐにおける主制御装置２７１に対して不正行為が行われたことを把握する。そして
、管理コンピュータ６０２に設けられた表示装置においてエラー表示を行う。
【０３０９】
　以上詳述した第１の実施の形態によれば、以下の優れた効果を奏する。
【０３１０】
　主制御装置２７１にＩＤ情報が記憶されたＩＤタグ３０３を設けたことにより、そのＩ
Ｄ情報の読み取りを行うことで不正な制御装置への交換等といった不正行為が行われたか
否かを確認することができる。
【０３１１】
　遊技盤３０の前面側に第１板状アンテナ５５１を設けると共に、遊技盤３０の背面側に
はＩＤタグ３０３のアンテナ部３０６と対向する位置に第２板状アンテナ５５６を設け、
これら板状アンテナ５５１，５５６が電気的に接続される構成とした。かかる構成とする
ことにより、遊技ホールＨの管理者等がＩＤ情報の読み取り作業を行う場合に、外枠１１
から本体枠１２を開放することなく、パチンコ機Ｐの前面側からリーダー装置６０１を用
いてＩＤ情報の読み取りを行うことができる。故に、ＩＤ情報の読み取りに基づいた不正
行為の確認を容易に行うことができる。遊技ホールＨには多数のパチンコ機Ｐが設置され
ていることが一般的であるため、本体枠１２を外枠１１から開放し、パチンコ機Ｐの背面
側に設けられたＩＤタグ３０３にリーダー装置６０１を近接させてＩＤ情報を読み取る構
成とした場合、読み取り作業の繁雑化が懸念されるからである。



(46) JP 5066889 B2 2012.11.7

10

20

30

40

50

【０３１２】
　遊技盤３０の右下隅部に第１板状アンテナ５５１を設けたため、ＩＤタグ３０３のＩＤ
情報をパチンコ機Ｐ前面側から読み取る構成とした場合であっても、パチンコ機Ｐの構成
が複雑化することを抑制することが可能となる。すなわち、遊技盤３０の右下隅部は、証
紙等のシールが貼り付けられるスペースであり、証紙等の記載内容を容易に確認するため
には遊技盤３０を平坦に形成することが望ましい。また、第１板状アンテナ５５１を設け
るにあたっては、リーダー装置６０１からの呼出波が確実に入力されるよう、遊技盤３０
の平坦な位置に設けることが望ましい。したがって、第１板状アンテナ５５１を遊技盤３
０の右下隅部に設けることにより、証紙等の貼り付けられるスペース及び証紙等の視認性
を確保しつつ、第１板状アンテナ５５１を比較的容易に遊技盤３０に設けることができる
。また、当該部位は遊技領域外であるため、可変入賞装置３２や可変表示ユニット３５等
の遊技領域内に配置される各種部材の配置自由度が低下することも抑制することができる
。さらには、証紙等のシールをパチンコ機Ｐ前方から視認可能とすべく、本体枠１２及び
前扉枠１３には小窓７８，１０７がそれぞれ設けられており、金属製部材が設けられてい
ない。したがって、当該部位に第１板状アンテナ５５１を設ければ、本体枠１２や前扉枠
１３に設計変更を施すことなく第１板状アンテナ５５１を設けることができる。以上の結
果、パチンコ機Ｐの構成が複雑化することを抑制しつつ、証紙等の貼り付けられるスペー
スを利用して第１板状アンテナ５５１を設けることが可能となる。
【０３１３】
　第１板状アンテナ５５１を遊技盤３０の前面側に設ける場合、第１板状アンテナ５５１
と第２板状アンテナ５５６を接続する電気線を遊技盤３０の背面側に挿通させるための挿
通孔部が必要となる。そこで、遊技盤３０の右下隅部に貫通孔５５２を形成する一方、第
１板状アンテナ５５１が遊技盤３０に取り付けられた状態では、貫通孔５５２が第１板状
アンテナ５５１により覆い隠される構成とした。かかる構成とすることにより、針金やフ
ィルム等を貫通孔５５２から遊技盤３０の背面側に侵入させ、主制御装置２７１等に不正
が行われることを防止することができる。また、遊技盤３０の右下隅部に証紙等が貼り付
けられた状態では第１板状アンテナ５５１が証紙等により覆い隠される構成としたため、
貫通孔５５２の存在のみならず第１板状アンテナ５５１の存在をも把握し難くすることが
できる。故に、貫通孔５５２を用いた不正行為のみならず第１板状アンテナに向けて電波
を入力させる不正行為をも抑止することが可能となる。
【０３１４】
　キーがシリンダ錠９１の鍵穴に差し込まれた状態で反時計回りに操作された場合、各板
状アンテナ５５１，５５６がアース状態から非アース状態に切り替えられる構成とした。
かかる構成とすることにより、各板状アンテナ５５１，５５６が帯電し、読み取り作業を
行う際にノイズが発生してＩＤ情報を正確に読み取れなくなる不具合が発生することを回
避できる。また、キーは遊技ホールＨの管理者等が所持していることが一般的であるため
、キー操作によってアース状態と非アース状態を切り替え可能な構成とすることにより、
各板状アンテナ５５１，５５６がアース状態から非アース状態に切り替えられて主制御装
置２７１のＩＤ情報を不正に読み取られる不具合を抑制することが可能となる。この結果
、主制御装置２７１に貼り付けられた封印シール３００のＩＤ情報を不正に取得し、当該
ＩＤ情報を有する封印シールを偽造する等の不正が行われることを抑制することが可能と
なる。
【０３１５】
　第１板状アンテナ５５１を遊技盤３０の右下隅部、すなわちパチンコ機Ｐの開放端側に
設けると共に、アース線を施錠装置の基枠２４７に接続し、施錠装置へのキー操作に基づ
いて各板状アンテナ５５１，５５６をアース状態から非アース状態に切り替えられる構成
とした。かかる構成においては、各板状アンテナ５５１，５５６のアース機構をパチンコ
機Ｐの開放端側に集約させることができ、アース線の取り回しや検知センサ９３とスイッ
チ回路５６２の接続等を比較的容易なものとすることが可能となる。
【０３１６】
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　第２板状アンテナ５５６を回収通路２１６に設けたため、第１板状アンテナ５５１と第
２板状アンテナ５５６とを接続する電気線の取り回しを容易なものとしつつ、遊技盤３０
裏面のメンテナンス作業等が繁雑化することを抑制することが可能となる。
【０３１７】
　ここで、第２板状アンテナ５５６を取付台２５１に設けた場合を考える。可変入賞装置
３２等のメンテナンス作業を行う際には取付台２５１（第１制御基板ユニット２０１）が
遊技盤３０から展開されるため、第１板状アンテナ５５１と第２板状アンテナ５５６とを
接続する電気線の取り回しを容易なものとすべく当該電気線を短くするには、第２板状ア
ンテナ５５６を取付台２５１から着脱可能な構成とする必要がある。かかる構成とした場
合、メンテナンス作業の開始前後に第２板状アンテナ５５６の着脱作業を行う必要が生じ
、メンテナンス作業の繁雑化が懸念されることとなる。また、メンテナンス作業開始前に
おける第２板状アンテナ５５６の取り外し忘れに伴う電気線の破損、メンテナンス作業終
了時における第２板状アンテナ５５６の取り付け忘れ等も懸念される。このことは、メン
テナンス作業の開始前後に第２板状アンテナ５５６ではなく電気線を着脱させる構成とし
ても同様である。これら懸念を解消すべく、第２板状アンテナ５５６と電気線を取り付け
たまま第１制御基板ユニット２０１を展開できるよう電気線の長さを長くした場合、例え
ば他の電気線と絡まったり、取付台２５１を遊技盤３０に固定した際に電気線を取付台２
５１と遊技盤３０との間に挟み込んでしまったりする等の不具合が生じ得る。
【０３１８】
　一方、第２板状アンテナ５５６を回収通路２１６に設けた本実施の形態の場合、電気線
の長さの最適化を図ることができると共に、メンテナンス作業時に第２板状アンテナ５５
６や電気線の着脱作業を行うことなく取付台２５１を展開させることができる。故に、第
１板状アンテナ５５１と第２板状アンテナ５５６とを接続する電気線の取り回しを容易な
ものとしつつ、遊技盤３０裏面のメンテナンス作業等が繁雑化することを抑制することが
可能となる。
【０３１９】
　第１板状アンテナ５５１と第２板状アンテナ５５６とを接続する電気線に増幅装置５６
１を接続したため、リーダー装置６０１から出力された呼出波又は封印シールから出力さ
れた応答波の減衰を抑制することが可能となる。
【０３２０】
　ＩＣチップ３０５を、アンテナ部３０６を有するＩＤタグ３０３として封印シール３０
０に設けた。このＩＤタグ３０３はアンテナ部３０６から出力する応答波によりＩＤ情報
を出力する構成であり、アンテナ部３０６が分断されることにより応答波の出力が行われ
なくなる。また、アンテナ部３０６は封印シール３００を剥がす力に伴う応力によって一
部が破断される程度の脆性を有している。さらには、主制御装置２７１の基板ボックス２
７３を開封するためには封印シール３００を剥がす必要がある。つまり、以上の構成によ
れば、基板ボックス２７３が開封された場合には、ＩＣチップ３０５からＩＤ情報が出力
されなくなり、エラー表示が行われる。よって、不正な主制御装置への交換だけでなく、
基板ボックス２７３の不正な開封が行われたか否かを確認することができる。
【０３２１】
　ＩＤタグ３０３を有する封印シール３００を主制御装置２７１に貼り付けることにより
、仮に不正行為が行われたとしてもその不正行為を適正に見つけることが可能となる。主
制御装置２７１は少なくとも当たり抽選機能と払出管理機能とを有しているため、その主
制御装置２７１を対象にして不正行為がなされる可能性が高いと考えられるからである。
【０３２２】
　主制御装置２７１において、主制御基板２７８を収容するボックスベース２７６とボッ
クスカバー２７７とを跨ぐようにして、ＩＤタグ３０３を有する封印シール３００を貼り
付ける構成とした。かかる構成において基板ボックス２７３を開封するためには、貼付板
部２８１，２８２から封印シール３００を剥がし当該貼付板部２８１，２８２のネジ固定
を解除する必要がある。この場合に、封印シール３００をその隅角から剥がしていくと、
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剥がす力に伴う応力がベースシート３０１の隅角部分に集中する。そして、ベースシート
３０１が適度な脆性（封印シール３００を剥がす力に伴う応力によって一部が破断される
脆性）を有しているので、ベースシート３０１が大きく破断されることとなる。また、封
印シール３００の外縁に、内側から外側端部に向けて鋭角のＶ字状に開いた外縁切り込み
３０９を形成したため、封印シール３００をその隅角から剥がしていくと、剥がす力に伴
う応力が外縁切り込み３０９の内側端部（内側に尖った部位）に集中し、ベースシート３
０１の破断の程度はより大きなものとなる。さらに、封印シール３００を貼付板部２８１
，２８２に対して略コ字状に折り曲げて貼り付けたため、封印シール３００をその隅角か
ら剥がしていくと、剥がす力に伴う応力が折り曲げ部分に集中し、同様にベースシート３
０１が大きく破断されることとなる。この場合、封印シール３００が不正に剥がされたこ
と、即ち、主制御装置２７１（主制御基板２７８）に対して不正が行われたことの痕跡が
明確に残ることとなる。
【０３２３】
　かかる構成を有する場合、主制御装置２７１に対して不正を行おうとする者は、封印シ
ール３００の一辺全体からその辺に直交する方向に沿って剥がすことで、剥がす力に伴う
応力をベースシート３０１の一辺全体に分散させ、ベース部材が極力破断されないように
する。この点、アンテナ部３０６をその長手方向が封印シール３００のすべての辺方向と
交差するように配置する構成としたため、封印シール３００をその一辺全体から剥がそう
とすると、アンテナ部３０６の長辺方向と交差する方向に破断が生じる。そして、アンテ
ナ部３０６が長尺状であり、アンテナ部３０６の長手方向と交差する方向の寸法は短くな
っていることにより、破断が生じた位置にてアンテナ部３０６が分断されることとなる。
この場合、遊技ホールＨの管理者等がリーダー装置６０１によりＩＣチップ３０５に格納
されたＩＤ情報を確認できなくなるため、主制御装置２７１に対して不正が行われたこと
を容易に且つ確実に発見することができる。
【０３２４】
　また、上記のとおり、アンテナ部３０６をベースシート３０１の一隅部側からその対角
方向の隅部側に亘って延びるように配置する構成としたため、アンテナ部３０６をベース
シート３０１の一辺に沿って設ける構成に比べ、アンテナ部３０６の長さ寸法が大きく確
保されている。よって、封印シール３００が剥がされた場合におけるアンテナ部３０６の
分断が生じる機会を多く設けることができる。
【０３２５】
　ＩＣチップ３０５をアンテナ部３０６の長手方向の略中央に配置する構成としたため、
上記のとおりアンテナ部３０６が封印シール３００の一隅部側からその対角方向の隅部側
に亘って配置された構成においては、ＩＣチップ３０５の位置が封印シール３００の中央
付近となる。よって、ＩＣチップ３０５の厚みに起因して封印シール３００が剥がし易く
なることを抑制することができる。即ち、ＩＣチップ３０５は所定の厚みを有するため、
封印シール３００におけるＩＣチップ３０５の周囲と貼付板部２８１，２８２との間には
隙間が生じることとなる。この場合に、ＩＣチップ３０５が封印シール３００の外縁側に
あるとその外縁と貼付板部２８１，２８２との隙間に指を掛けることで封印シール３００
が剥がし易くなる。この点、ＩＣチップ３０５の位置が封印シール３００の中央付近であ
る場合には、ＩＣチップ３０５の厚みに起因して封印シール３００の外縁と貼付板部２８
１，２８２との間に隙間が生じることはない。
【０３２６】
　ベースシート３０１におけるアンテナ部３０６の周囲にアンテナ用切り込み３０７を形
成したため、封印シール３００が剥がされた場合にアンテナ用切り込み３０７の端部から
ベースシート３０１が破断されるのに伴ってアンテナ部３０６も破断され、その位置にて
アンテナ部３０６が分断されることとなる。よって、アンテナ部３０６が分断され易くな
り、主制御装置２７１に対して不正が行われた場合の発見をより確実に行うことができる
。特に、アンテナ用切り込み３０７をアンテナ部３０６の長手方向及びベースシート３０
１のすべての辺方向に対して交差する方向に延びる線状の切り込みとすることにより、封
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印シール３００がその一辺に沿う方向に剥がされた場合の剥がす力に伴う応力がアンテナ
用切り込み３０７のアンテナ部側端部に集中し易くなる。これにより、封印シール３００
がその一辺に沿う方向に剥がされた場合のアンテナ部３０６の分断をより確実に発生させ
ることができる。なお、アンテナ用切り込み３０７はアンテナ部３０６に達する位置まで
形成されているので、封印シール３００が不正に剥がされた場合にアンテナ部３０６が分
断され易い構成となっている。また、アンテナ用切り込み３０７がアンテナ部３０６を挟
んで直線上に並ばないように形成されていることにより、例えば、パチンコ機Ｐの製造時
における封印シール３００の貼り付け作業時などといった不正と関係のない場合にアンテ
ナ部３０６を挟んで位置するアンテナ用切り込み３０７が繋がりそれに伴ってアンテナ部
３０６が分断されてしまうことを抑制することができる。
【０３２７】
　封印シール３００の４隅に、ベースシート３０１の表面側から粘着層３０２の背面側ま
で貫通するＬ字状の隅側切り込み３０８をそれぞれ形成したため、封印シール３００がそ
の隅角側から剥がされた場合には、剥がす力に伴う応力が隅側切り込み３０８の端部に集
中し、隅側切り込み３０８から封印シール３００に破れなどといった破断が生じる。よっ
て、主制御装置２７１に対して不正が行われたことの痕跡が封印シール３００に残り、当
該不正が行われたことを容易に発見することができる。また、当該隅側切り込み３０８を
介した封印シール３００の破断を回避すべく、封印シール３００の一辺に沿う方向に当該
封印シール３００が剥がされたとしても、上記のとおりアンテナ部３０６の分断が生じる
ので不正を容易に発見することができる。
【０３２８】
　粘着層３０２を構成する粘着剤に対して溶解性を示す溶媒が封印シール３００に塗布さ
れた場合にベースシート３０１が変色する構成としたため、溶媒により粘着層３０２の接
着力を弱めアンテナ部３０６を分断させることなく封印シール３００を剥がして主制御装
置２７１に対して不正行為が行われたとしても、当該不正行為が行われたことを容易に発
見することができる。また、封印シール３００に対して所定温度以上の熱が加えられた場
合も同様に、ベースシート３０１が変色する構成とすることにより、所定温度以上の熱を
加えることにより粘着層３０２の接着力を弱めアンテナ部３０６を分断させることなく封
印シール３００を剥がして主制御装置２７１に対して不正行為が行われたとしても、当該
不正行為が行われたことを容易に発見することができる。
【０３２９】
　各ネジ２８３，２８４における頭部２８３ａ，２８４ａの頂上の位置が各ネジ孔２８５
，２８６の軸線方向の途中位置、すなわち、各頭部２８３ａ，２８４ａの頂上の位置が封
印シール３００に対して各ネジ孔２８５，２８６内に入り込んだ位置（各ネジ孔２８５，
２８６におけるネジ取り付け方向側に入り込んだ位置）となるように構成した。これによ
り、アンテナ部３０６と各ネジ２８３，２８４とを離間させることができ、不正が行われ
ていない場合におけるリーダー装置６０１へのＩＤ情報の送信を確実に行うことができる
。金属製のネジ２８３，２８４とアンテナ部３０６とが接触しているとアンテナ部３０６
に対して設定された共振周波数が変化してしまい、リーダー装置６０１へのＩＤ情報の送
信が阻害されてしまうからである。そして、この場合、不正が行われていないにも関わら
ずＩＤ情報を読み取ることができなくなり、結果的に封印シール３００にＩＤタグ３０３
を設けた効果を得ることができなくなってしまう。これに対して、上記のとおりアンテナ
部３０６と各ネジ２８３，２８４とを離間させることで、封印シール３００にＩＤタグ３
０３を設けた効果を確実に得ることができる。
【０３３０】
　アンテナ部３０６を、各ネジ孔２８５，２８６における取り外し側開口２８９，２９０
を跨ぐようにして配置した。これにより、アンテナ部３０６が各ネジ孔２８５，２８６内
に向けて撓みにくくなり、アンテナ部３０６と各ネジ２８３，２８４の頭部２８３ａ，２
８４ａとを対峙させた構成において両者を確実に離間させることができる。
【０３３１】
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　また、上記のとおり各ネジ２８３，２８４における頭部２８３ａ，２８４ａの頂上の位
置が各ネジ孔２８５，２８６の軸線方向の途中位置となるよう構成するとともに、アンテ
ナ部３０６の両端部３０６ａ，３０６ｂが各ネジ孔２８５，２８６における取り外し側開
口２８９，２９０を跨ぐようにしてアンテナ部３０６を配置した。これにより、アンテナ
部３０６と各ネジ２８３，２８４とを離間させた構成において、アンテナ部３０６を各ネ
ジ２８３，２８４の頭部２８３ａ，２８４ａと対峙させることができる。したがって、各
ネジ２８３，２８４を取り外すべく各頭部２８３ａ，２８４ａを露出させるように封印シ
ール３００を巧妙に剥がそうとしたとしても、そのためには封印シール３００におけるア
ンテナ部３０６が配置された部分を剥がす必要が生じる。そして、かかる場合、アンテナ
部３０６が分断されリーダー装置６０１によりＩＤ情報が確認できなくなることで、主制
御装置２７１に対して不正が行われたことを確実に発見することができる。
【０３３２】
　アンテナ部３０６の短手方向の寸法を各ネジ孔２８５，２８６における取り外し側開口
２８９，２９０の孔径よりも小さくするとともに、アンテナ部３０６を取り外し側開口２
８９，２９０を挟んで当該開口２８９，２９０の周縁部を架渡すようにして配置した。こ
れにより、封印シール３００を剥がす場合にはアンテナ部３０６における取り外し側開口
２８９，２９０の周縁部に対応する位置に封印シール３００を剥がす力に伴う応力が集中
し易くなる。よって、アンテナ部３０６の分断が生じる機会を多く設けることができ、主
制御装置２７１に対して不正が行われたことを確実に発見することができる。
【０３３３】
　アンテナ部３０６と各ネジ２８３，２８４の頭部２８３ａ，２８４ａとの間には、両者
を介在する介在部材を不具備とした。すなわち、アンテナ部３０６と各ネジ２８３，２８
４の頭部２８３ａ，２８４ａとの間には所定の空間Ｓが形成されている。また、各ネジ孔
２８５，２８６における取り外し側開口２８９，２９０を覆うようにして封印シール３０
０が貼り付けられているとともに、上記のとおり開口２８９，２９０を挟んで当該開口２
８９，２９０の周縁部を架渡すようにしてアンテナ部３０６が配置されている。これによ
り、不正に各ネジ２８３，２８４の締結を解除すべく封印シール３００を剥がして各ネジ
２８３，２８４の頭部２８３ａ，２８４ａを露出させようとする場合において、アンテナ
部３０６の分断が生じる機会を多く設けることができる。つまり、封印シール３００は取
り外し側開口２８９，２９０の周縁部を境界として貼付板部２８１，２８２に貼り付けら
れた部分と貼り付けられていない部分とが存在し、これはアンテナ部３０６においても同
様である。この場合に、各ネジ２８３，２８４の頭部２８３ａ，２８４ａを露出させよう
として封印シール３００を剥がすと、アンテナ部３０６（封印シール３００）における貼
付板部２８１，２８２に貼り付けられた部分と貼り付けられていない部分との境界に封印
シール３００を剥がす力に伴う応力が集中し易くなるからである。よって、主制御装置２
７１に対して不正が行われたことを確実に発見することができる。
【０３３４】
　第１ネジ２８３をパチンコ機Ｐ後方を向く第１貼付面２８１ａ側から螺着するようにし
たのに対して、第２ネジ２８４をパチンコ機Ｐ前方を向く第２貼付面２８２ａ側から螺着
するようにした。そして、これら各ネジ２８３，２８４の頭部２８３ａ，２８４ａを覆う
ようにして封印シール３００を貼り付けるとともに、アンテナ部３０６をその両端部３０
６ａ，３０６ｂがそれぞれ第１貼付面２８１ａ及び第２貼付面２８２ａに位置するように
して配置した。よって、不正に各ネジ２８３，２８４の締結を解除する作業を煩雑なもの
とすることができ、さらにはかかる不正な解除作業に際してベースシート３０１の破壊、
及びアンテナ部３０６の分断が生じる機会を多く設けることができる。第１ネジ２８３の
頭部２８４ａ又は第２ネジ２８４の頭部２８４ａのいずれか一方を露出させることができ
たとしても、他方を露出させる必要があるからである。
【０３３５】
　また、例えば、第１ネジ２８３の頭部２８３ａ及び第２ネジ２８４の頭部２８４ａのい
ずれもが、両貼付板部２８１，２８２の境界に対して同一方向に位置する構成においては
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、たとえ両貼付板部２８１，２８２の境界を跨ぐようにして封印シール３００を貼り付け
、さらに第１貼付面２８１ａ及び第２貼付面２８２ａに位置するようにしてアンテナ部３
０６を配置していたとしても、当該封印シール３００における両ネジ２８３，２８４の取
り外し方向側の部分を剥がすだけで、すなわち、封印シール３００をすべて剥がすことな
く、頭部２８３ａ，２８４ａを露出させることができてしまう。この場合、上記のように
封印シール３００を貼り付け、さらに上記のようにアンテナ部３０６を配置した効果が好
適に発揮されなくなってしまう。これに対して、本実施の形態における構成によれば上記
のとおりであるので、当該効果が好適に発揮される。
【０３３６】
　また、アンテナ部３０６を、第１ネジ２８３及び第２ネジ２８４の両方の頭部２８３ａ
，２８４ａと対峙するようにして配置した。これにより、不正に各ネジ２８３，２８４の
締結が解除される場合においてアンテナ部３０６の分断が生じる機会を多く設けることが
できる。よって、主制御装置２７１に対して不正が行われたことを確実に発見することが
できる。
【０３３７】
　アンテナ部３０６をベースシート３０１の中心に対して点対称となるようにして配置し
た。これにより、封印シール３００を１８０°回転させて貼付面２８１ａ，２８１ｂ，２
８２ａ，２８２ｂに当該封印シール３００を貼り付けたとしても、第１ネジ２８３の頭部
２８３ａ及び第２ネジ２８４の頭部２８４ａに対してアンテナ部３０６を対峙させること
ができる。よって、両ネジ２８３，２８４の頭部２８３ａ，２８４ａに対してアンテナ部
３０６を対峙させるようにした構成において、封印シール３００を貼り付ける場合の作業
性を向上させることができる。特に、上記のように囲い部Ｃが設けられており、さらに封
印シール３００が矩形状に形成されていることにより、封印シール３００の貼り付け作業
を行う作業者にとっては、貼付面２８１ａ，２８１ｂ，２８２ａ，２８２ｂからはみ出な
いように封印シール３００を貼り付けるだけで両ネジ２８３，２８４の頭部２８３ａ，２
８４ａに対してアンテナ部３０６を対峙させることができ、封印シール３００を貼り付け
る場合のさらなる作業性向上を図ることができる。
【０３３８】
　貼付面２８１ａ，２８１ｂ，２８２ａ，２８２ｂを囲むようにして囲い部Ｃを設けた。
そして、当該囲い部Ｃは封印シール３００の周縁と近接している。これにより、封印シー
ル３００を貼り付ける場合には囲い部Ｃにより囲まれた領域内に封印シール３００を持っ
ていけばよく、封印シール３００を貼り付ける場合の作業性を向上させることができる。
また、主制御装置２７１に対して不正を行うべく封印シール３００を剥がそうとしても、
封印シール３００は囲い部Ｃに囲まれているためにその剥がし行為が非常に困難なものと
なる。したがって、当該剥がし行為に際してベースシート３０１が破断され易くなり、さ
らにはアンテナ部３０６が分断され易くなる。よって、主制御装置２７１に対して不正が
行われたことを確実に発見することができる。さらには、囲い部Ｃがガイド手段としての
機能と封印シール３００の剥がし行為を困難なものとする機能とを併せ持つこととなり、
構成の簡素化を図りつつ上記効果を奏することができる。
【０３３９】
　貼付面２８１ａ，２８１ｂ，２８２ａ，２８２ｂに封印シール３００を貼り付ける場合
にアンテナ部３０６が各ネジ２８３，２８４の頭部２８３ａ，２８４ａと対峙する位置か
ら外れない範囲内で、貼付面２８１ａ，２８１ｂ，２８２ａ，２８２ｂが封印シール３０
０の面積よりも広くなるように囲い部Ｃを形成した。これにより、封印シール３００を貼
付面２８１ａ，２８１ｂ，２８２ａ，２８２ｂに貼り付ける場合の貼付位置にゆとりが生
まれ、囲い部Ｃを設けた構成において封印シール３００を貼り付ける場合の作業性を向上
させることができる。
【０３４０】
　（第２の実施の形態）
　上記第１の実施の形態では、ＩＤタグ３０３を有する封印シール３００を主制御装置２
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７１にのみ貼り付ける構成としたが、主制御装置２７１に加えて払出制御装置３１１にも
ＩＤタグを有する封印シールを貼り付ける構成としても良い。払出制御装置３１１は遊技
球の払い出しに関わる制御を行うため、主制御装置２７１ではなく払出制御装置３１１に
対して不正が行われる可能性が考えられるからである。そこで、本実施の形態では、パチ
ンコ機Ｐの背面側に位置する複数のＩＤタグに格納されたＩＤ情報を、パチンコ機Ｐの前
面側から読み取ることが可能な構成について説明する。なお、以下の説明では、上記第１
の実施の形態との相違点を説明し、同一の構成については基本的に同一番号を付すと共に
説明を省略する。
【０３４１】
　図３５に示すように、遊技盤３０の右下隅部には矩形状の凹み部が形成されており、当
該凹み部に金属製の第１板状アンテナ７０１が嵌め込み固定されている。第１板状アンテ
ナ７０１は、共振周波数を２．４５ＧＨｚ等の一定周波数に設定されている。また、第１
板状アンテナ７０１の共振周波数が変化しないよう、第１板状アンテナ７０１の近傍には
、金属製の部材（導電性部材）が設けられていない。遊技盤３０には、第１板状アンテナ
７０１と対応する位置に、前後方向に貫通する貫通孔７０２が形成されている。貫通孔７
０２は、第１板状アンテナ７０１より小さく形成されており、第１板状アンテナ７０１が
遊技盤３０に取り付けられた状態では、貫通孔７０２が第１板状アンテナ７０１により覆
い隠されるようになっている。第１板状アンテナ７０１の背面側には、電気配線を接続す
るための金属製の係合部（図示略）が設けられており、当該係合部に電気配線の係合端子
を係合させた上でネジ止め固定することにより、第１板状アンテナ７０１に電気配線が接
続されている。そして、第１板状アンテナ７０１に接続された電気配線が貫通孔７０２を
介して遊技盤３０の背面側に挿通されるようになっている。また、遊技盤３０の右下隅部
は、証紙等のシールを貼着するためのスペース（図のＳａ）となっており、この貼着スペ
ースを確保するために、フランジ５６に切欠５８ａが形成されている。証紙等のシールを
遊技盤３０に直接貼り付ける構成とすることで、証紙等の不正な貼り直し等が行いにくい
ものとなっている。このとき、遊技盤３０の右下隅部では、証紙等のシールが第１板状ア
ンテナ７０１と前後に重なるようにして貼り付けされるようになっている。
【０３４２】
　また、遊技盤３０の右下隅部には、第１板状アンテナ７０１と近接するようにしてＩＤ
シール７０３が貼り付けられている。ＩＤシール７０３は、ＩＣチップ７０３ａ及びアン
テナ部７０３ｂを有している。ＩＣチップ７０３ａは集積回路として形成されるものであ
り、制御部及びメモリ領域を有する。メモリ領域は、データ書き換え不可な不揮発性メモ
リ（ＲＯＭ）により構成されており、その記憶容量は例えば１２８ｂｉｔとなっている。
メモリ領域には、識別データとしてのＩＤ情報が格納されている。具体的には、製造メー
カ名（又は複数のメーカごとに付されたメーカ固有番号）、遊技盤３０固有のＩＤ番号が
格納されている。ＩＣチップ７０３ａのメモリ領域はデータ書き換え不可であるため、Ｉ
Ｄ情報が不正に改ざんされる等の不都合が抑制できるようになっている。アンテナ部７０
３ｂは、アルミ等の金属薄層で形成されており、共振周波数が２．４５ＧＨｚ等の一定周
波数すなわち第１板状アンテナ７０１と同一周波数となるようにアンテナパターンが作製
されている。そして、ＩＣチップ７０３ａのＩＤ情報は、制御部によって呼び出されてア
ンテナ部７０３ｂから発信することができるように構成されており、アンテナ部７０３ｂ
から発信されたＩＤ情報を、リーダー装置６０１で受信して読み取ることができるように
なっている。
【０３４３】
　主制御装置２７１には封印シール３００が貼り付けられており、遊技盤３０の背面側に
は、封印シール３００と対向する位置に金属製の第２板状アンテナ５５６が取付固定され
ている。封印シール３００に設けられたＩＤタグ３０３には、製造メーカ名（又は複数の
メーカごとに付されたメーカ固有番号）、主制御装置２７１固有のＩＤ番号がＩＤ情報と
して格納されている。また、施錠装置の基枠２４７には、カム板９２の回動を検知するた
めの検知センサ９３がカム板９２と対応する位置に設けられると共に、第１板状アンテナ
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７０１のアース線が接続されている。なお、これら検知センサ９３，封印シール３００及
び第２板状アンテナ５５６の形状及び設けられている位置等については上記第１の実施の
形態と同じであるため、説明を省略する。
【０３４４】
　次に、第２制御基板ユニット２０２の構成を図３６～図３８に基づいて説明する。図３
６は第２制御基板ユニット２０２の正面図、図３７は同ユニット２０２の斜視図、図３８
は同ユニット２０２の分解斜視図である。
【０３４５】
　第２制御基板ユニット２０２は横長形状をなす取付台３２５を有し、取付台３２５に電
源及び発射制御装置３１３及びＣＲユニット接続基板３１４が搭載されている。取付台３
２５は例えば無色透明な樹脂成型品よりなり、その表面に平坦状をなす基板搭載面３２６
が設けられている。基板搭載面３２６には、電源及び発射制御装置３１３及びＣＲユニッ
ト接続基板３１４が横並びとなった状態で搭載され、ネジ等で固定されている。電源及び
発射制御装置３１３の基板ボックス３１６上には略平板状の台座プレート７１１が載置さ
れるとともに台座プレート７１１上に払出制御装置３１１が搭載され、ネジ等で固定され
ている。台座プレート７１１は、取付台３２５と同様、例えば無色透明な樹脂成型品によ
り構成されている。
【０３４６】
　取付台３２５には、パチンコ機Ｐ後方からみて右端部に上下一対の掛止ピン３２８が設
けられており、掛止ピン３２８を本体枠１２の軸受け部２３７に上方から挿通させること
で、第２制御基板ユニット２０２が本体枠１２に対して回動可能に片持ち支持される。取
付台３２５の左端部には締結具として上下一対のナイラッチ３２９が設けられており、ナ
イラッチ３２９を本体枠１２の被締結孔２３９にはめ込むことで、第２制御基板ユニット
２０２が本体枠１２に固定される。
【０３４７】
　払出制御装置３１１は、賞品球や貸出球の払出を制御する払出制御基板を具備しており
、当該払出制御基板が透明樹脂材料等よりなる被包手段としての基板ボックス３１５に収
容されて構成されている。基板ボックス３１５は、ボックスベース３１７とボックスカバ
ー３１８とから構成されており、これらが封印手段としての封印ユニット３１９によって
開封不能に連結され、これにより基板ボックス３１５が封印されている。また、払出制御
装置３１１には状態復帰スイッチ３２１が設けられており、例えば、払出モータの球詰ま
り等、払出エラーの発生時において状態復帰スイッチ３２１が押されると、払出モータが
正逆回転され、球詰まりの解消（正常状態への復帰）が図られるようになっている。
【０３４８】
　払出制御装置３１１の上部には、ボックスベース３１７とボックスカバー３１８とを跨
ぐようにして封印シール７０６が貼り付けられている。すなわち、封印シール７０６は、
ボックスカバー３１８の前面側からボックスカバー３１８とボックスベース３１７の当接
面を跨ぎ、ボックスベース３１７の背面側へと至るように貼り付けられている。
【０３４９】
　封印シール７０６は、主制御装置２７１に貼り付けられた封印シール３００と同じ構成
を有している。このため詳細な説明は省略するが、封印シール７０６は、例えば図３８等
に示すように、ＩＣチップ７０７ａ及びアンテナ部７０７ｂを有するＩＤタグ７０７を備
えている。ＩＣチップ７０７ａには、製造メーカ名（又は複数のメーカごとに付されたメ
ーカ固有番号）、払出制御装置３１１固有のＩＤ番号が、ＩＤ情報として格納されている
。アンテナ部７０７ｂのパターンは、その共振周波数が２．４５ＧＨｚ等の一定周波数と
なるように、すなわち主制御装置２７１（封印シール３００）のアンテナ部３０６のアン
テナパターンと同一となるように形成されている。
【０３５０】
　台座プレート７１１には、封印シール７０６の上方に位置するようにして、金属製の第
３板状アンテナ７２１が設けられている。より詳しくは、台座プレート７１１の上部には
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、左右一対のアンテナ載置部７１２が形成されている。アンテナ載置部７１２は、台座プ
レート７１１から起立するように形成された脚部７１２ａと、当該脚部７１２ａの先端部
から払出制御装置３１１側に向かって延びる載置部７１２ｂとより略Ｌ字状に形成されて
いる。両載置部７１２ｂには、互いに向き合うようにして案内溝７１２ｃが形成されてい
る。案内溝７１２ｃは、取付台３２５側が開放されると共に払出制御基板３１１側が閉鎖
されている。つまり、台座プレート７１１には、第３板状アンテナ７２１を取付台３２５
側からスライド装着可能となるようにアンテナ載置部７１２が形成されている。アンテナ
載置部７１２は合成樹脂にて成型されているため、第３板状アンテナ７２１がアンテナ載
置部７１２に装着された状態では、第３板状アンテナ７２１が他の金属製部材（導電性部
材）から離間して配置されることとなる。第３板状アンテナ７２１は、共振周波数を２．
４５ＧＨｚ等の一定周波数、すなわち第１板状アンテナ７０１及び第２板状アンテナ５５
６と同一周波数に設定されている。
【０３５１】
　電源及び発射制御装置３１３，ＣＲユニット接続基板３１４の構成については、上記第
１の実施の形態と同じであるため、説明を省略する。
【０３５２】
　ここで、本実施の形態では、パチンコ機Ｐ背面側に設けられたＩＤタグ３０３，７０７
のＩＤ情報を、本体枠１２や前扉枠１３を外枠１１から開放することなく、パチンコ機Ｐ
前面側からリーダー装置６０１により読み取ることができるようになっている。そこで、
ＩＤ情報の読み取りシステムに関する電気的構成について、図３９に基づいて説明する。
【０３５３】
　パチンコ機Ｐの前面側には、第１板状アンテナ７０１とＩＤシール７０３が設けられて
いる。第１板状アンテナ７０１は、パチンコ機Ｐの背面側に設けられた第２板状アンテナ
５５６及び第３板状アンテナ７２１と、分流装置７２６を介して電気的に接続されている
。各板状アンテナ７０１，５５６，７２１及びＩＤシールのアンテナ部７０３ｂは、共振
周波数を共に２．４５ＧＨｚ等の一定周波数に設定されている。分流装置７２６は、第１
板状アンテナ７０１から入力された電流を増幅しつつ第２板状アンテナ５５６及び第３板
状アンテナ７２１に対して同時に出力する機能と、第２板状アンテナ５５６又は第３板状
アンテナ７２１から入力された電流を第１板状アンテナ７０１に対して出力する機能と、
を有する装置である。
【０３５４】
　主制御装置２７１には、第２板状アンテナ５５６と対向する位置に封印シール３００が
貼付されており、封印シール３００に設けられたアンテナ部３０６と第２板状アンテナ５
５６とが取付台２５１を介して対向するようになっている。また、払出制御装置３１１に
は、第３板状アンテナ７２１と対向する位置に封印シール７０６が貼り付けられており、
封印シール７０６に設けられたアンテナ部７０７ｂと第３板状アンテナ７２１とが対向す
るようになっている。
【０３５５】
　第１板状アンテナ７０１は、アース線を通じて施錠装置の基枠２４７に接続されており
、当該施錠装置からアースされるようになっている。そして、第２板状アンテナ５５６及
び第３板状アンテナ７２１は分流装置７２６を介して第１板状アンテナ７０１と電気的に
接続されており、第２板状アンテナ５５６及び第３板状アンテナ７２１も第１板状アンテ
ナ７０１に接続されたアース線を通じて施錠装置からアースされるようになっている。つ
まり、各板状アンテナ７０１，５５６，７２１は、施錠装置からアースされるようになっ
ている。第１板状アンテナ７０１と施錠装置とを接続するアース線には、各板状アンテナ
７０１，５５６，７２１のアース状態と非アース状態とを切り替え可能なスイッチ回路５
６２が設けられている。スイッチ回路５６２には検知センサ９３から出力された解錠信号
が入力されるようになっている。検知センサ９３は、カム板９２の回動、より詳しくは第
２係合爪部９２ｂの上向きの移動が検知された場合に解錠信号を出力し、スイッチ回路５
６２に前記解錠信号が入力されると、各板状アンテナ７０１，５５６，７２１がアース状
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態から非アース状態に切り替えられるようになっている。
【０３５６】
　リーダー装置６０１及び管理コンピュータ６０２の構成については、上記第１の実施の
形態と同じであるため、説明を省略する。
【０３５７】
　次に、遊技ホールＨの管理者等により行われる各ＩＤ情報の読み取り作業について説明
する。
【０３５８】
　各ＩＤ情報の読み取り作業を行う際には、先ずシリンダ錠９１の鍵穴にキーを差し込み
、差し込んだキーを反時計回りに操作する。このとき、検知センサ９３は、キー操作に伴
う第２係合爪部９２ｂの上向きの移動を検知し、解錠信号をスイッチ回路５６２に対して
出力する。スイッチ回路５６２に前記解錠信号が入力されると、各板状アンテナ７０１，
５５６，７２１がアース状態から非アース状態に切り替えられる。
【０３５９】
　管理者等がリーダー装置６０１の操作部６０１ａに所定の入力操作を行った場合、リー
ダー装置６０１のＣＰＵ６０６は、ＲＦ回路６０７を駆動してリーダーアンテナ６０８か
ら所定周波数（本実施の形態では２．４５ＧＨｚ）の呼出波を出力させる。リーダーアン
テナ６０８から出力された呼出波により、誘導電磁界が形成される。そこで、キーを反時
計回りに操作した状態でこの誘導電磁界内に第１板状アンテナ７０１が位置する程度にリ
ーダー装置６０１を第１板状アンテナ７０１に近接させると、各板状アンテナ７０１，５
５６，７２１が非アース状態に切り替えられているため、第１板状アンテナ７０１に呼出
波が入力される。
【０３６０】
　またこのとき、誘導電磁界内に第１板状アンテナ７０１のみならずＩＤシール７０３が
位置する程度にリーダー装置６０１を近接させた場合、ＩＤシール７０３のアンテナ部７
０３ｂにおいて電磁誘導により起電力が発生する。ＩＣチップ７０３ａでは、この起電力
を電源として、メモリ領域に記憶されているＩＤ情報を呼び出してアンテナ部７０３ｂか
らＩＤ情報を含んだ応答波を出力する。
【０３６１】
　リーダー装置６０１がＩＤシール７０３（前扉枠１３の小窓１０７）に近接された状態
であれば、ＩＤシール７０３のアンテナ部７０３ｂから出力された応答波がリーダー装置
６０１のリーダーアンテナ６０８に入力される。この入力された応答波に内在したＩＤ情
報はリーダー装置６０１のＣＰＵ６０６に読み込まれ、当該ＣＰＵ６０６は読み込んだＩ
Ｄ情報を管理コンピュータ６０２に出力する。管理コンピュータ６０２のＣＰＵにおいて
は、入力されたＩＤ情報がＲＯＭに記憶されたＩＤ情報と一致するか否かを判定し、一致
する場合には、管理コンピュータ６０２に設けられた表示装置において正常表示を行う。
一方、入力されたＩＤ情報がＲＯＭに記憶されたＩＤ情報と一致しない場合には、表示装
置においてエラー表示を行う。
【０３６２】
　リーダー装置６０１から出力された呼出波が第１板状アンテナ７０１に入力されると、
当該呼出波は電流に変換され、第１板状アンテナ７０１と分流装置７２６とを接続する電
気線に電流が生じる。分流装置７２６は、第１板状アンテナ７０１から入力された電流を
増幅し、入力された電流より大きな電流を第２板状アンテナ５５６及び第３板状アンテナ
７２１に対してそれぞれ出力する。これにより、第２板状アンテナ５５６及び第３板状ア
ンテナ７２１から所定周波数の呼出波が出力される。これら板状アンテナ５５６，７２１
から出力された呼出波により、パチンコ機Ｐの背面側に誘導電磁界が形成される。第２板
状アンテナ５５６から出力された呼出波によって形成される誘導電磁界の範囲内には、主
制御装置２７１に貼り付けられた封印シール３００が含まれており、第３板状アンテナ７
２１から出力された呼出波によって形成される誘導電磁界の範囲内には、払出制御装置３
１１に貼り付けられた封印シール７０６が含まれている。各封印シール３００，７０６に
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設けられたアンテナ部３０６，７０７ｂは、対応する板状アンテナ５５６，７２１から出
力される呼出波の周波数に合わせて作製されている。
【０３６３】
　第２板状アンテナ５５６から出力される呼出波によって誘導電磁界が形成されることで
、アンテナ部３０６において電磁誘導により起電力が発生する。封印シール３００のＩＣ
チップ３０５では、この起電力を電源としてメモリ領域に記憶されているＩＤ情報を呼び
出し、アンテナ部３０６からＩＤ情報を含んだ応答波を出力する。この出力された応答波
は第２板状アンテナ５５６に入力される。第２板状アンテナ５５６に入力された応答波は
電流に変換されて第１板状アンテナ５５１に至り、第１板状アンテナ５５１からＩＤ情報
を含んだ応答波として出力される。
【０３６４】
　同様に、第３板状アンテナ７２１から出力される呼出波によって誘導電磁界が形成され
ることで、アンテナ部７０７ｂにおいて電磁誘導により起電力が発生する。封印シール７
０６のＩＣチップ７０７ａでは、この起電力を電源としてメモリ領域に記憶されているＩ
Ｄ情報を呼び出し、アンテナ部７０７ｂからＩＤ情報を含んだ応答波を出力する。この出
力された応答波は第３板状アンテナ７２１に入力される。第３板状アンテナ７２１に入力
された応答波は電流に変換されて第１板状アンテナ７０１に至り、第１板状アンテナ７０
１からＩＤ情報を含んだ応答波として出力される。
【０３６５】
　リーダー装置６０１が第１板状アンテナ７０１（前扉枠１３の小窓１０７）に近接され
た状態であれば、第１板状アンテナ７０１から出力された応答波、すなわち主制御装置２
７１の封印シール３００又は払出制御装置３１１の封印シール７０６から出力された応答
波がリーダー装置６０１のリーダーアンテナ６０８に入力される。この入力された応答波
に内在したＩＤ情報はリーダー装置６０１のＣＰＵ６０６に読み込まれ、当該ＣＰＵ６０
６は読み込んだＩＤ情報を管理コンピュータ６０２に出力する。管理コンピュータ６０２
のＣＰＵにおいては、入力されたＩＤ情報がＲＯＭに記憶されたＩＤ情報と一致するか否
かを判定し、一致する場合には、管理コンピュータ６０２に設けられた表示装置において
正常表示を行う。一方、例えば主制御装置２７１が不正用の主制御装置に交換され、当該
主制御装置にＩＤタグを有する不正な封印シールが設けられていた場合、上述した通りＩ
Ｄタグ３０３には各ＩＤタグ３０３固有のＩＤ情報が格納されているため、入力されたＩ
Ｄ情報が管理コンピュータ６０２のＲＯＭに記憶されたＩＤ情報と一致しない。かかる場
合には、管理コンピュータ６０２の表示装置においてエラー表示を行う。
【０３６６】
　また、主制御装置２７１又は払出制御装置３１１の少なくとも一方が不正な制御装置に
交換された場合には、交換された不正な制御装置に封印シールが貼り付けられていないた
め、交換された制御装置と対応する応答波の出力が行われない。加えて、主制御装置２７
１や払出制御装置３１１の基板ボックス２７３，３１５が不正に開放された場合には、封
印シール３００，７０６のアンテナ部３０６，７０７ｂが分断され、アンテナ部３０６，
７０７ｂからの応答波の出力が行われない。これらの場合、管理コンピュータ６０２のＣ
ＰＵにおいては、不正が行われた制御装置と対応するＩＤ情報がリーダー装置６０１から
出力されないことに基づいて、パチンコ機Ｐの制御装置に対して不正行為が行われたこと
を把握する。そして、管理コンピュータ６０２に設けられた表示装置においてエラー表示
を行う。
【０３６７】
　なお、管理コンピュータ６０２において、ＩＤシール７０３のＩＤ情報と、主制御装置
２７１のＩＤ情報と、払出制御装置３１１のＩＤ情報とをパチンコ機Ｐ毎に関連付けてＲ
ＯＭに記憶させておくことも可能である。かかる構成とした場合には、例えば主制御装置
２７１が不正な主制御装置に交換され、この不正な主制御装置に他のパチンコ機Ｐにおけ
る正規のＩＤ情報が格納された封印シールが貼り付けられていたとしても、関連付けが異
なっていることからパチンコ機Ｐの制御装置に対して不正行為が行われたことを発見する
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ことができる。
【０３６８】
　以上詳述した第２の実施の形態によれば、以下の優れた効果を奏する。
【０３６９】
　主制御装置２７１及び払出制御装置３１１にＩＤ情報が記憶されたＩＤタグ３０３，７
０７を設けたことにより、そのＩＤ情報の読み取りを行うことで不正な制御装置への交換
等といった不正行為が行われたか否かを確認することができる。
【０３７０】
　遊技盤３０の前面側に第１板状アンテナ７０１を設けると共に、遊技盤３０の背面側に
は、ＩＤタグ３０３のアンテナ部３０６と対向する位置に第２板状アンテナ５５６を設け
、ＩＤタグ７０７のアンテナ部７０７ｂと対向する位置に第３板状アンテナ７２１を設け
た。そして、第１板状アンテナ７０１と第２板状アンテナ５５６及び第３板状アンテナ７
２１が電気的に接続される構成とした。かかる構成とすることにより、遊技ホールＨの管
理者等がＩＤ情報の読み取り作業を行う場合に、外枠１１から本体枠１２を開放すること
なく、パチンコ機Ｐの前面側からリーダー装置６０１を用いて各制御装置２７１，３１１
のＩＤ情報の読み取りを行うことができる。故に、各ＩＤ情報の読み取りに基づいた不正
行為の確認を容易に行うことができる。遊技ホールＨには多数のパチンコ機Ｐが設置され
ていることが一般的であるため、本体枠１２を外枠１１から開放し、パチンコ機Ｐの背面
側に設けられたＩＤタグ３０３，７０７にリーダー装置６０１を近接させてＩＤ情報をそ
れぞれ読み取る構成とした場合、読み取り作業の繁雑化が懸念されるからである。
【０３７１】
　各ＩＤタグ３０３，７０７のアンテナ部３０６，７０７ｂと対向する位置に第２板状ア
ンテナ５５６と第３板状アンテナ７２１を設けることにより、各制御装置２７１，３１１
を配置する位置や封印シール３００，７０６を貼り付ける位置等に制約が生じることを低
減させることが可能となる。
【０３７２】
　確かに、第２板状アンテナ５５６から出力される呼出波により形成される誘導電磁界の
範囲内に各封印シール３００，７０６が含まれる構成とすれば、第３板状アンテナ７２１
を設けることなくパチンコ機Ｐ前面側からＩＤタグ３０３，７０７のＩＤ情報を読み取る
ことが可能となる。しかしながら、かかる構成とした場合、主制御装置２７１と払出制御
装置３１１の配置位置や封印シール３００，７０６の貼付位置、さらには第２板状アンテ
ナ５５６の配置位置が限定されてしまうこととなり、これらのレイアウトのみならず他の
部材等のレイアウトも大幅に変更する必要が生じ得る。また、例えば、主制御装置２７１
と払出制御装置３１１とを前後に重なるように配置すると共に、各制御装置２７１，３１
１の同じ一側に封印シール３００，７０６を貼り付ける構成とすれば、１の板状アンテナ
にて各ＩＤタグ３０３，７０７のＩＤ情報を読み取ることが可能となる。しかしながら、
かかる構成とした場合、前側に配置される制御装置の視認性が低下することとなり、例え
ばパチンコ機Ｐの背面側のメンテナンス作業等を行った際に各制御装置２７１，３１１に
不正が行われていないかを目視確認することが困難なものとなってしまう。一方、各封印
シール３００，７０６と対応する板状アンテナ５５６，７２１を設けた場合、上記各懸念
が生じることを低減させることが可能となる。故に、パチンコ機Ｐの構成が複雑化するこ
とを抑制しつつ、各封印シール３００，７０６と各板状アンテナ５５６，７２１を設ける
ことができる。
【０３７３】
　第２板状アンテナ５５６及び第３板状アンテナ７２１を、分流装置７２６を介して第１
板状アンテナ７０１と電気的に接続される構成とした。分流装置７２６は、第１板状アン
テナ７０１から入力された電流を第２板状アンテナ５５６及び第３板状アンテナ７２１に
対して同時に出力する機能と、第２板状アンテナ５５６又は第３板状アンテナ７２１から
入力された電流を第１板状アンテナ７０１に対して出力する機能と、を有する装置である
。このため、第１板状アンテナ７０１にリーダー装置６０１を近接させて応答波を出力す
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る作業を１回行えば、各制御装置２７１，３１１のＩＤ情報を共に読み取ることができる
。すなわち、リーダー装置６０１から呼出波を出力させるという１の作業工程で複数のＩ
Ｄ情報を同時に読み取ることができる。したがって、複数のＩＤタグが貼り付けられたパ
チンコ機Ｐであっても、ＩＤ情報の読み取り作業が繁雑化することを好適に抑制すること
が可能となる。
【０３７４】
　遊技盤３０の右下隅部に第１板状アンテナ５５１と近接するようにしてＩＤシール７０
３を貼り付けたため、第１板状アンテナ５５１にリーダー装置６０１を近接させて応答波
を出力すれば、パチンコ機Ｐの背面側に設けられたＩＤタグ３０３，７０７のＩＤ情報の
みならずパチンコ機Ｐの前面側に設けられたＩＤシール７０３のＩＤ情報も読み取ること
ができる。故に、ＩＤ情報の読み取り作業が繁雑化することを好適に抑制することが可能
となる。すなわち、ＩＤシール７０３と第１板状アンテナ７０１とを、リーダー装置６０
１からの呼出波によって形成される誘導電磁界の範囲内に共に位置するように近接配置さ
せることにより、リーダー装置６０１から呼出波を出力させるという１の作業工程を行え
ば、パチンコ機Ｐ背面側に設けられたＩＤタグ３０３，７０７のＩＤ情報のみならず、パ
チンコ機Ｐ前面側に設けられたＩＤシール７０３のＩＤ情報をも同時に読み取ることがで
きる。
【０３７５】
　なお、上記第１の実施の形態と同じ構成については、上記第１の実施の形態において記
載した効果と同じ効果を本実施の形態においても奏することは言うまでもない。
【０３７６】
　（第３の実施の形態）
　上記第１の実施の形態では、遊技盤３０の遊技領域外のスペースを利用して、リーダー
装置６０１から出力された電波を受信又はＩＤタグ３０３のアンテナ部３０６から出力さ
れた電波を送信するための第１板状アンテナ５５１を設ける構成としたが、遊技領域内に
アンテナ部を設置することも可能である。そこで、本実施の形態では、遊技領域内に配置
される作動口装置にアンテナ部を設けた構成について説明する。なお、以下の説明では、
上記第１の実施の形態との相違点を説明し、同一の構成については基本的に同一番号を付
すと共に説明を省略する。
【０３７７】
　本実施の形態における作動口装置７５０の構成を図４０に基づいて説明する。図４０（
ａ）は作動口装置７５０の正面図、図４０（ｂ）は作動口装置７５０が遊技盤３０に取り
付けられた状態での要部断面図である。遊技盤３０には、作動口装置７５０を取り付ける
位置に前後に貫通する取付孔３０ａが形成されており、当該取付孔３０ａを塞ぐようにし
て作動口装置７５０が取り付けられている。
【０３７８】
　作動口装置７５０は、遊技盤３０に取付固定されるための取付固定部７５１を有してい
る。取付固定部７５１は合成樹脂材料により成形されており、取付固定部７５１の上部に
は、当該取付固定部７５１を前後に貫通する上側作動口７５２が形成されている。上側作
動口７５２には、金属にて一体形成された作動口通路樋７５２ａが設けられている。作動
口通路樋７５２ａは、遊技盤３０の前面側から背面側まで延びるように形成され、その下
面後端部に球排出孔７５２ｂが形成されている。また、作動口通路樋７５２ａは、共振周
波数が２．４５ＧＨｚ等の一定周波数となるように外側表面積が設定されると共に、作動
口通路樋７５２ａの後端壁部には金属製の係合部７５２ｃが設けられている。当該係合部
７５２ｃには、電気線７５３の係合端子とアース線（図示略）の係合端子がネジ止め固定
されている。電気線７５３は、後述する第２板状アンテナ５５６に接続され、アース線は
、上記第１の実施の形態と同様、施錠装置の基枠２４７に接続されるようになっている。
つまり、本実施の形態では、作動口装置７５０の作動口通路樋７５２ａに、上側作動口７
５２に入賞した遊技球を遊技盤３０背面側へと案内する機能と、前記一定周波数の電波を
受信又は送信するアンテナ部としての機能とを付与している。本実施の形態における作動
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口装置７５０では、作動口通路樋７５２ａの共振周波数が変化しないよう、他の金属製部
材（導電性部材）が作動口通路樋７５２ａから離間して配置されている。なお、作動口通
路樋７５２ａを複数の金属製部材を組み合わせて構成しても良い。
【０３７９】
　上側作動口７５２の下方には、取付固定部７５１を前後に貫通する下側作動口７５６が
形成されており、下側作動口７５６を挟むようにして左右一対の可動片よりなる電動役物
７５７が設けられている。電動役物７５７の前方には役物固定板７５８が設けられており
、取付固定部７５１の背面側には、電動役物７５７を開放するための作動口ソレノイドを
有するモーター装置７５７ａが取り付けられている。
【０３８０】
　作動口装置７５０は、取付固定部７５１や作動口通路樋７５２ａ等が遊技盤３０の前面
側に突出するように、且つ、前記作動口通路樋７５２ａやモーター装置７５７ａ等が遊技
盤３０の背面側に突出するように、遊技盤３０の取付孔３０ａに取り付けられている。つ
まり、作動口装置７５０は、遊技盤３０を前後に貫通するように取り付けられている。ま
た、遊技盤３０の背面には、作動口通路樋７５２ａの下方に、当該作動口通路樋７５２ａ
の球排出孔７５２ｂから排出された遊技球を回収する回収通路２１６が設けられている。
回収通路２１６には、作動口通路樋７５２ａに入賞した遊技球を検知する作動口スイッチ
７５９が設けられている。本実施の形態では、作動口スイッチ７５９と主制御装置２７１
とを、２ピン構造のコネクタ部を有する電気線７６０により電気的に接続しており、当該
電気線７６０と作動口通路樋７５２ａに接続された電気線７５３とは、束ね部材７６１に
より束ねられている。
【０３８１】
　次に、本実施の形態では、第２板状アンテナ５５６を回収通路２１６ではなく第１制御
基板ユニット２０１の取付台７７１に設けている。そこで、取付台７７１の構成について
図４１を用いて説明する。図４１は同ユニット２０１の分解斜視図である。
【０３８２】
　取付台７７１は、ポリカーボネート樹脂等の合成樹脂製であり、取付台７７１の表面に
は平坦状をなす２つの基板搭載面７７２，７７３が設けられている。これら基板搭載面７
７２，７７３は縦横に直交する向きに延び、前後方向に段差をもって形成されている。基
板搭載面７７２の上縁部及び下縁部にはそれぞれ、基板搭載面７７２より起立した起立部
７７４が一体成形されている。そして、横長の基板搭載面７７２上に主制御装置２７１が
配置されると共に、縦長の基板搭載面７７３上に音声ランプ制御装置２７２が配置される
。このとき、主制御装置２７１は、上下の側部が起立部７７４にて支えられる。
【０３８３】
　基板搭載面７７２の開放端側には、主制御装置２７１の封印シール３００と対応する位
置に取付固定部７７５が形成されており、当該取付固定部７７５に第２板状アンテナ５５
６が取付固定されるようになっている。取付固定部７７５は、基板搭載面７７２から取付
台７７１後方（遊技盤３０に搭載された状態においては遊技盤３０側）に向けて段差状に
形成された凹み部７７５ａと、凹み部７７５ａから開放端側へ向けて突出形成された上下
一対のアンテナ支持部７７５ｂとより形成されている。基板搭載面７７２と取付固定部７
７５の第２アンテナ搭載面との幅寸法は、第２板状アンテナ５５６の厚さ寸法とほぼ同じ
又は若干大きいものとなっており、取付台７７１に第２板状アンテナ５５６と主制御装置
２７１を取り付けた状態において、第２板状アンテナ５５６と、主制御装置２７１に貼り
付けられた封印シール３００のアンテナ部３０６とが近接するようになっている。
【０３８４】
　また、束ね部材７６１によって束ねられた各電気線７５３，７６０は、取付台７７１の
近傍にてその束ね状態が解除されるようになっており、作動口通路樋７５２ａに接続され
た電気線７５３は第２板状アンテナ５５６と接続され、作動口スイッチ７５９に接続され
た電気線７６０は主制御装置２７１のコネクタ部７７７に差し込まれるようになっている
。
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【０３８５】
　ＩＤ情報の読み取りシステムに関する電気的構成については、上記第１の実施の形態と
同じであるため、説明を省略する。なお、作動口装置７５０の前方にはガラス１３７が設
けられているのみであり、金属製部材は配置されていない。したがって、上記第１の実施
の形態と同様、本体枠１２や前扉枠１３を外枠１１から開放することなく、パチンコ機Ｐ
前面側からリーダー装置６０１によりＩＤ情報を読み取ることができるようになっている
。
【０３８６】
　以上詳述した第３の実施の形態によれば、以下の優れた効果を奏する。
【０３８７】
　作動口装置７５０の作動口通路樋７５２ａにアンテナ部としての機能を付与したため、
遊技領域内にアンテナ部を設ける構成とした場合であっても、遊技領域内に配置される可
変表示ユニット３５等の各種部材の配置位置に関する設計自由度が低下することを抑制す
ることが可能となる。
【０３８８】
　遊技盤３０を前後に貫通する作動口通路樋７５０ａにアンテナ部としての機能を付与し
、作動口通路樋７５０ａの後端壁部に電気線７５３とアース線を接続する構成としたため
、上記第１の実施の形態に示したような電気線を遊技盤３０背面側に挿通させるための挿
通孔が不要となる。また、遊技盤３０の作動口装置７５０と対応する位置には作動口装置
７５０を取り付けるための取付孔３０ａが予め形成されているため、新たに挿通孔を形成
せずともアンテナ部としての作動口通路樋７５２ａと第２板状アンテナ５５６とを電気線
７５３により接続することができる。故に、パチンコ機Ｐ前面側に配置されるアンテナ部
と背面側に配置されるアンテナ部とを電気線により接続する構成を比較的簡易に実現する
ことが可能となる。
【０３８９】
　第１制御基板ユニット２０１の取付台７７１に第２板状アンテナ５５６を設ける構成と
したため、主制御装置２７１のＩＤタグ３０３と第２板状アンテナ５５６とを近接配置さ
せることが可能となる。故に、第２板状アンテナ５５６から送信された呼出波をＩＤタグ
３０３のアンテナ部３０６が受信できなかったり、ＩＤタグ３０３のアンテナ部３０６か
ら送信された応答波を第２板状アンテナ５５６が受信できなかったりする不具合が発生す
ることを回避することが可能となる。また、作動口スイッチ７５９に接続された電気線７
６０は主制御装置２７１のコネクタ部７７７に接続されるものであるため、かかる構成と
することにより、作動口スイッチ７５９に接続された電気線７６０と、作動口通路樋７５
２ａに接続された電気線７５３とをまとめて取付台７７１側に取り回すことが可能となり
、これら電気線７５３，７６０の接続作業を容易なものとすることが可能となる。
【０３９０】
　作動口通路樋７５２ａに接続された電気線７５３と、作動口スイッチ７５９に接続され
た電気線７６０とを束ね部材７６１により束ねる構成とした。かかる構成とすることによ
り、これら電気線７５３，７６０を１つの電気線ユニットとして取り扱うことが可能とな
り、電気線７５３，７６０の取り回しを容易なものとしつつパチンコ機Ｐ背面側が電気線
により繁雑化することを抑制することが可能となる。
【０３９１】
　また、これら電気線７５３，７６０を束ね部材７６１にて束ねることにより、可変入賞
装置３２等のメンテナンス作業を行う際に、第２板状アンテナ５５６を取付台７７１から
取り外すことを忘れたり、第２板状アンテナ５５６から電気線７５３を取り外すことを忘
れたりする不具合が生じることを抑制することが可能となる。作動口スイッチ７５９に接
続された電気線７６０を主制御装置２７１のコネクタ部７７７から取り外す際に、第２板
状アンテナ５５６又は第２板状アンテナ５５６に接続された電気線７５３を取付台７７１
から取り外さなければならないことを作業者に気付かせることができるからである。
【０３９２】
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　なお、上記第１の実施の形態と同じ構成については、上記第１の実施の形態において記
載した効果と同じ効果を本実施の形態においても奏することは言うまでもない。
【０３９３】
　（第４の実施の形態）
　上記第１の実施の形態では、遊技盤３０の遊技領域外のスペースを利用して、リーダー
装置６０１から出力された電波を受信又はＩＤタグ３０３のアンテナ部３０６から出力さ
れた電波を送信するための第１板状アンテナ５５１を設ける構成としたが、遊技領域内に
アンテナ部を設置することも可能である。そこで、本実施の形態では、遊技領域内に配置
される作動口装置にアンテナ部を設けた構成について説明する。なお、以下の説明では、
上記第１の実施の形態との相違点を説明し、同一の構成については基本的に同一番号を付
すと共に説明を省略する。
【０３９４】
　本実施の形態における作動口装置８００の構成を図４２に基づいて説明する。図４２（
ａ）は作動口装置８００の正面図、図４２（ｂ）は作動口装置８００が遊技盤３０に取り
付けられた状態での要部断面図である。遊技盤３０には、作動口装置８００を取り付ける
位置に前後に貫通する取付孔３０ａが形成されており、当該取付孔３０ａを塞ぐようにし
て作動口装置８００が取り付けられている。
【０３９５】
　作動口装置８００は、遊技盤３０に取付固定されるための取付固定部８０１を有してい
る。取付固定部８０１は合成樹脂材料により成形されており、取付固定部８０１の上部に
は、当該取付固定部８０１を前後に貫通する上側作動口８０２が形成されている。上側作
動口８０２には、作動口通路樋８０２ａが設けられている。作動口通路樋８０２ａは、遊
技盤３０の前面側から背面側まで延びるように形成され、その下面後端部に球排出孔８０
２ｂが形成されている。
【０３９６】
　上側作動口８０２の下方には、取付固定部８０１を前後に貫通する下側作動口８０６が
形成されており、下側作動口８０６を挟むようにして左右一対の可動片よりなる電動役物
８０７が設けられている。電動役物８０７の前方には役物固定板８０８が設けられており
、取付固定部８０１の背面側には、電動役物８０７を開放するための作動口ソレノイドを
有するモーター装置８０７ａが取り付けられている。
【０３９７】
　取付固定部８０１の前面側には、上側作動口８０２と下側作動口８０６の中間位置に、
金属製の第１板状アンテナ８１１が設けられている。取付固定部８０１には台形状のアン
テナ載置部８０１ａが形成されており、当該アンテナ載置部８０１ａに第１板状アンテナ
８１１が嵌め込み固定されている。取付固定部８０１には、アンテナ載置部８０１ａと対
応する位置に、前後方向に貫通する挿通孔８０１ｂが形成されている。挿通孔８０１ｂは
、アンテナ載置部８０１ａより小さく形成されており、第１板状アンテナ８１１がアンテ
ナ載置部８０１ａに取り付けられた状態では、挿通孔８０１ｂが第１板状アンテナ８１１
により覆い隠されるようになっている。第１板状アンテナ８１１の背面側には、電気配線
を接続するための金属製の係合部８１１ａが設けられており、当該係合部８１１ａに電気
線８１２及び図示しないアース線の係合端子を係合させた上でネジ止め固定することによ
り、これら電気配線が第１板状アンテナ８１１に接続されている。電気線８１２は、挿通
孔８０１ｂから遊技盤３０の取付孔３０ａを介して遊技盤３０の背面側に挿通されるよう
になっている。また、第１板状アンテナ８１１は、その共振周波数が２．４５ＧＨｚ等の
一定周波数となるように設定されており、共振周波数が変化しないよう他の金属製部材（
導電性部材）から離間して配置されている。
【０３９８】
　作動口装置８００は、取付固定部８０１や作動口通路樋８０２ａ等が遊技盤３０の前面
側に突出するように、且つ、前記作動口通路樋８０２ａやモーター装置８０７ａ等が遊技
盤３０の背面側に突出するように、遊技盤３０の取付孔３０ａに取り付けられている。ま
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た、遊技盤３０の背面には、作動口通路樋８０２ａの下方に、当該作動口通路樋８０２ａ
の球排出孔８０２ｂから排出された遊技球を回収する回収通路２１６が設けられている。
回収通路２１６には、作動口通路樋８０２ａに入賞した遊技球を検知する作動口スイッチ
８０９が設けられている。本実施の形態では、作動口スイッチ８０９に、２ピン構造のコ
ネクタ部を有する電気線８１０が接続されており、当該電気線８１０の他端部と第１板状
アンテナ８１１に接続された電気線８１２の他端部とが、３ピン構造を有するコネクタ部
材８１３により１つにまとめられている。そして、これら電気線８１０，８１２が主制御
装置２７１とコネクタ部材８１３を介して接続されるようになっている。つまり、本実施
の形態では、第１板状アンテナ８１１が呼出波を受信すると、その際に生じた電流が主制
御装置２７１に入力されるようになっている。なお、第１板状アンテナ８１１に接続され
たアース線は、上記第１の実施の形態と同様、施錠装置の基枠２４７に接続されるように
なっている。
【０３９９】
　次に、主制御装置２７１の構成を図４３及び図４４に基づいて説明する。図４３は主制
御装置２７１の斜視図、図４４は主制御装置２７１の分解斜視図である。なお、上記第１
の実施の形態と同じ構成については同一番号を付すこととする。また、封印シール３００
の構成及び封印シール３００が主制御装置２７１に貼り付けられる位置等については、上
記第１の実施の形態と同じため説明を省略する。
【０４００】
　主制御装置２７１は主制御基板２７８を具備しており、主制御基板２７８が透明樹脂材
料等よりなる被包手段としての基板ボックス２７３に収容されて構成されている。
【０４０１】
　主制御基板２７８は、デジタル回路等の電子部品を実装した表側の面と、この表側面と
バイアホールを介して電気的に接続される裏側の面とよりなり、これら各面に導体パター
ンがプリントされた両面プリント基板である。主制御基板２７８は、主たる制御を司るＣ
ＰＵ、遊技プログラムを記憶したＲＯＭ、遊技の進行に応じた必要なデータを記憶するＲ
ＡＭ、各種機器との連絡をとるポート、各種抽選の際に用いられる乱数発生機、時間計数
や同期を図る場合などに使用されるクロックパルス発生回路等を備えている。以下、主制
御基板２７８の表側面の構成を説明する。図４４に示すように、主制御基板２７８の中央
右部には、ＣＰＵ、ＲＯＭ及びＲＡＭがＣＰＵチップ２７８ａに１チップ化されて搭載さ
れている。また、主制御基板２７８の中央上部には入出力ドライバ用ＩＣチップ２７８ｂ
が搭載されており、主制御基板２７８の左下部にはラッチ用ＩＣチップ２７８ｃが搭載さ
れている。また、主制御基板２７８の右部には、封印シール３００のアンテナ部３０６と
対向するようにして、第２板状アンテナ８２１が搭載されている。第２板状アンテナ８２
１は、その共振周波数が２．４５ＧＨｚ等の一定周波数となるように作製されている。
【０４０２】
　主制御基板２７８の上部にはコネクタ搭載領域が形成されており、当該領域には、作動
口スイッチ８０９や表示制御装置２１４等の他の電子機器と接続するためのコネクタ８２
２～８２４が搭載されている。
【０４０３】
　本実施の形態では、作動口スイッチ８０９に接続された電気線８１０と、第１板状アン
テナ８１１に接続された電気線８１２とに設けられたコネクタ部材８１３が、主制御基板
２７８の上部中央に設けられたコネクタ８２３（以下、「中央コネクタ８２３」とも言う
。）と接続されるようになっている。図示は省略するが、中央コネクタ８２３とＣＰＵチ
ップ２７８ａとの間には、作動口スイッチ８０９に接続された電気線８１０とＣＰＵチッ
プ２７８ａとを結ぶ２本の導体パターンが予めプリントされており、中央コネクタ８２３
と第２板状アンテナ８２１との間には、第１板状アンテナ８１１に接続された電気線８１
２と第２板状アンテナ８２１とを結ぶ１本の導体パターンが予めプリントされている。但
し、第１板状アンテナ８１１に接続された電気線８１２とＣＰＵチップ２７８ａとを結ぶ
導体パターンは主制御基板２７８にプリントされていない。つまり、第１板状アンテナ８
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１１にて生じた電流は主制御基板２７８に入力されるものの、ＣＰＵチップ２７８ａを介
することなく第２板状アンテナ８２１に入力される。
【０４０４】
　基板ボックス２７３は、略直方体形状のボックスベース２７６と該ボックスベース２７
６の開口部を覆うボックスカバー２７７とを備えている。
【０４０５】
　ボックスベース２７６には、底板部２７６ａの長辺側に側板部２７６ｂが形成されてお
り、短辺側の一側には側板部２７６ｂに連なるようにして段差部２７６ｃが形成されてい
る。側板部２７６ｂの先端は内側に折り曲げて形成されている。側板部２７６ｂの右端部
は、ボックスカバー２７７をスライド装着するための装着口２７６ｄとなっている。また
、ボックスカバー２７７のうちコネクタ搭載領域と対応する位置には孔部８２２ａ～８２
４ａが形成されており、ボックスカバー２７７をボックスベース２７６から開放すること
なくコネクタ部材８１３等を主制御基板２７８のコネクタ８２２～８２４に接続できるよ
うになっている。
【０４０６】
　ボックスカバー２７７には、ボックスベース２７６の段差部２７６ｃと重なるようにし
て延出部２７７ａが形成されている。延出部２７７ａはボックスベース２７６の段差部２
７６ｃと共に封印手段としての封印ユニット２７９（いわゆる、カシメ構造）を構成して
おり、当該封印ユニット２７９によってボックスベース２７６とボックスカバー２７７と
が連結され、基板ボックス２７３が封印されている。
【０４０７】
　封印ユニット２７９は、ボックスベース２７６とボックスカバー２７７とを連結する構
成であれば任意の構成が適用できるが、上記第１の実施の形態と同様、５つの封印部材２
７９ａ，２７９ｂが形成された構成となっており、この封印部材２７９ａ，２７９ｂの長
孔に係止爪を挿入することでボックスベース２７６とボックスカバー２７７とが連結され
るようになっている。この場合、係止爪を封印部材２７９ａ，２７９ｂから抜くことが不
可能な構成となっているため、基板ボックス２７３を開封するためには封印部材２７９ａ
，２７９ｂを破壊する必要が生じる。よって、基板ボックス２７３が不正に開封されたこ
との履歴を残すことができ、主制御基板２７８に対して不正が行われたことを発見するこ
とができる。
【０４０８】
　ボックスカバー２７７及びボックスベース２７６には、封印ユニット２７９が設けられ
た側部とは反対側の側部に貼付板部２８１，２８２が設けられており、これら貼付板部２
８１，２８２が締結具（連結具）としての金属製のネジ２８３，２８４によって締結され
ている（連結されている）。このように金属製のネジ２８３，２８４によって締結するこ
とで、主制御基板２７８を不正に取り外すべく両貼付板部２８１，２８２を締結する締結
具を分断しようとする行為が抑制される。また、各ネジ２８３，２８４によって締結され
た貼付板部２８１，２８２には、封印シール３００が貼り付けられている。
【０４０９】
　ＩＤ情報の読み取りシステムに関する電気的構成については、主制御基板２７８に第１
板状アンテナ８１１と第２板状アンテナ８２１とを結ぶ導体パターンが予めプリントされ
ていることを除き上記第１の実施の形態と同じであるため、説明を省略する。なお、作動
口装置７５０の前方にはガラス１３７が設けられているのみであり、金属製部材は配置さ
れていない。したがって、上記第１の実施の形態と同様、本体枠１２や前扉枠１３を外枠
１１から開放することなく、パチンコ機Ｐ前面側からリーダー装置６０１によりＩＤ情報
を読み取ることができるようになっている。
【０４１０】
　以上詳述した第４の実施の形態によれば、以下の優れた効果を奏する。
【０４１１】
　作動口装置８００の取付固定部８０１に第１板状アンテナ８１１を設けたため、遊技領
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域内に第１板状アンテナ８１１を設ける構成とした場合であっても、遊技領域内に配置さ
れる可変表示ユニット３５等の各種部材の配置位置に関する設計自由度が低下することを
抑制することが可能となる。
【０４１２】
　遊技盤３０を前後に貫通する作動口装置８００に第１板状アンテナ８１１を設けた。遊
技盤３０の作動口装置７５０と対応する位置には作動口装置７５０を取り付けるための取
付孔３０ａが予め形成されているため、上記第１の実施の形態に示したような電気線を遊
技盤３０背面側に挿通させるための挿通孔を新たに設けずとも、第１板状アンテナ８１１
に接続された電気線８１２やアース線を遊技盤３０背面側に挿通させることができる。故
に、パチンコ機Ｐ前面側に配置される第１板状アンテナ８１１と背面側に配置される第２
板状アンテナ８２１とを電気線８１２により接続する構成を比較的簡易に実現することが
可能となる。
【０４１３】
　主制御基板２７８に第２板状アンテナ８２１を設け、第２板状アンテナ８２１が基板ボ
ックス２７３に収容される構成とした。かかる構成とすることにより、第２板状アンテナ
８２１と封印シール３００のアンテナ部３０６とを近接配置することが可能となる。また
、基板ボックス２７３が開封されない、すなわち封印シール３００が基板ボックス２７３
から剥がされない限りは、第２板状アンテナ８２１と封印シール３００のアンテナ部３０
６との位置関係を保持することができる。故に、第２板状アンテナ８２１を基板ボックス
２７３外に設けた構成と比して、第２板状アンテナ８２１と封印シール３００のアンテナ
部３０６との送受信状態を好適に保持することが可能となる。また、主制御基板２７８に
第２板状アンテナ８２１を設けることにより、封印シール３００のＩＤタグ３０３により
管理される管理対象（すなわち主制御装置２７１）以外の部材又は装置のレイアウト等を
変更することなく第２板状アンテナ８２１を設けることができる。故に、パチンコ機Ｐ背
面側に設けられる各種部材の配置自由度が低下することを抑制することができる。
【０４１４】
　さらにいうと、上記第１の実施の形態において記載した通り、基板ボックス２７３外の
例えば取付台２５１に第２板状アンテナを設けた構成においては、可変入賞装置３２等の
メンテナンス作業の際に第２板状アンテナ又はその電気線を取り外し忘れたり、メンテナ
ンス作業の終了後に第２板状アンテナ又はその電気線を装着し忘れたりする可能性が生じ
得る。一方、基板ボックス２７３内に第２板状アンテナ８２１を設けた本構成の場合、少
なくとも中央コネクタ８２３からコネクタ部材８１３（すなわち電気線）を取り外さない
限りは第１制御基板ユニット２０１を遊技盤３０から展開させることができないため、可
変入賞装置３２等のメンテナンス作業を行うことができない。故に、可変入賞装置３２等
のメンテナンス作業の際に電気線の取り外し忘れが生じることを回避することができる。
また、メンテナンス作業の終了後においては、主制御装置２７１に空きコネクタが存在す
ることを通じて、電気線の装着忘れを作業者に気付かせることが可能となる。以上の結果
、基板ボックス２７３内に第２板状アンテナ８２１を設けることにより、上記各懸念を解
消することができる。
【０４１５】
　主制御装置２７１の基板ボックス２７３を透明樹脂材料等により形成すると共に、主制
御基板２７８の表側に第２板状アンテナ８２１を設けたため、外枠１１から本体枠１２を
開放した場合に、パチンコ機Ｐ背面側から第２板状アンテナ８２１と封印シール３００を
共に目視確認することができる。故に、第２板状アンテナ８２１に故障等の異常が発生し
ていないか、封印シール３００が剥がされていないか等を容易に確認することができる。
【０４１６】
　作動口スイッチ８０９に接続された電気線８１０と、第１板状アンテナ８１１に接続さ
れた電気線８１２とが、３ピン構造を有するコネクタ部材８１３により１つにまとめられ
る構成とした。かかる構成とすることにより、作動口スイッチ８０９と主制御装置２７１
を電気的に接続する作業と、第１板状アンテナ８１１と第２板状アンテナ８２１とを電気
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的に接続する作業とを１つの作業工程にて行うことが可能となり、組み付け作業が繁雑化
することを抑制することが可能となる。
【０４１７】
　第１板状アンテナ８１１にて生じた電流を、主制御基板２７８に入力されるもののＣＰ
Ｕチップ２７８ａを介することなく第２板状アンテナ８２１に入力される構成とした。か
かる構成とすることにより、パチンコ機Ｐの前面側から不正な電波を第１板状アンテナ８
１１に対して送信し、主制御基板２７８のＣＰＵチップ２７８ａを誤動作させる不正が行
われることを回避することが可能となる。
【０４１８】
　なお、上記第１の実施の形態と同じ構成については、上記第１の実施の形態において記
載した効果と同じ効果を本実施の形態においても奏することは言うまでもない。
【０４１９】
　（他の実施の形態）
　なお、上述した実施の形態の記載内容に限定されず、例えば次のように実施してもよい
。
【０４２０】
　（１）上記第１の実施の形態では、主制御装置２７１にのみＩＤタグ３０３が貼り付け
られる構成としたが、主制御装置２７１に加えて払出制御装置３１１等の他の制御装置に
もＩＤタグが貼り付けられる構成としても良い。また、パチンコ機の背面側に複数のＩＤ
タグが貼り付けられる場合、第１板状アンテナを各ＩＤタグと個別に対応させてパチンコ
機前面側に複数設ける構成としても良い。例えば、主制御装置のＩＤ情報を読み取るため
の第１板状アンテナを遊技盤３０の右下隅部に設け、払出制御装置のＩＤ情報を読み取る
ための第１板状アンテナを遊技盤３０の左下隅部に設ける構成とする。なお、各ＩＤ情報
を読み取るための第１板状アンテナを別個に設けるのであれば、各ＩＤ情報を読み取るた
めの共振周波数が異なるように各板状アンテナ及び封印シールのアンテナ部を構成しても
良い。
【０４２１】
　（２）上記第１の実施の形態では、第２板状アンテナ５５６を回収通路２１６に設ける
構成としたが、例えば取付台の裏面であって封印シールのアンテナ部と対向する位置にア
ンテナ取付部を形成し、当該アンテナ取付部に第２板状アンテナを取付固定する構成とし
ても良い。或いは、上記第１の実施の形態の場合、図７等に示すように、封印シール３０
０と、裏パックユニット２０３の払出機構部３５２のうち裏パック接続基板３８１が設け
られる部位の側面とが近接対向する位置関係にあるため、払出機構部３５２の前記側面に
アンテナ取付部を形成し、当該アンテナ取付部に第２板状アンテナを取付固定する構成と
しても良い。すなわち、第２板状アンテナと封印シールのアンテナ部とが近接対向するの
であれば、第２板状アンテナを配置する位置は任意である。但し、第２板状アンテナと封
印シールのアンテナ部との間に金属製部材が配置されないように他の部材の配置を工夫す
る必要がある。
【０４２２】
　（３）上記第１の実施の形態では、第１板状アンテナ５５１と第２板状アンテナ５５６
とが増幅装置５６１を介して電気的に接続される構成としたが、電流の減衰が呼出波及び
応答波に影響を及ぼさない程度であれば、増幅装置５６１を設けずとも良い。
【０４２３】
　（４）上記第１及び第２の実施の形態では、遊技盤３０の右下隅部に第１板状アンテナ
５５１，７０１を設ける構成としたが、かかる構成に限定されるものではなく、遊技盤３
０の左下隅部に設ける構成としても良いし、右上隅部に設ける構成としても良い。すなわ
ち、遊技盤のうち遊技領域外のスペースに第１板状アンテナを設けるのであれば、その位
置は任意である。但し、証紙等が貼り付けられる位置以外の位置に第１板状アンテナを設
ける場合、第１板状アンテナの前方に電波を遮断する金属製部材が配置されないよう、本
体枠及び前面扉における金属製部材の配置位置を検討する必要がある。
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【０４２４】
　また、遊技盤の角隅部に第１板状アンテナを設ける構成とすれば、遊技領域を縮小させ
ること無く第１板状アンテナを設けることが可能となる。より詳しくは、略円形状の遊技
領域を有する遊技盤において、当該略円形状の領域の上下又は左右の最外縁部よりもオフ
セットした位置に第１板状アンテナを設ける。
【０４２５】
　（５）上記第１及び第２の実施の形態では、遊技盤３０に第１板状アンテナ５５１，７
０１を設ける構成としたが、遊技領域外に第１板状アンテナを設けるのであれば、本体枠
の前面側に設ける構成としても良いし、前扉枠の背面側に設ける構成としても良い。これ
ら構成とした場合であっても、第１板状アンテナの前方に電波を遮蔽する金属製部材が配
置されていないのであれば、ＩＤタグに格納されたＩＤ情報をパチンコ機の前面側から読
み取ることが可能となる。
【０４２６】
　（６）上記第２の実施の形態では、第１板状アンテナ７０１から入力された電流を第２
板状アンテナ５５６及び第３板状アンテナ７２１に対して同時に出力する機能を有する分
流装置７２６を設けたが、かかる構成を変更する。すなわち、第１板状アンテナと第２板
状アンテナを接続する第１回路と、第１板状アンテナと第３板状アンテナを接続する第２
回路と、第１板状アンテナをいずれの板状アンテナと接続するかを周期的に切り替える切
替機能とを有する切替装置を設ける。かかる構成とした場合であっても、リーダー装置か
ら呼出波を第１板状アンテナに対して送信すれば、切替装置にて第２板状アンテナ又は第
３板状アンテナのいずれかに電流が入力されるため、リーダー装置の位置を変更すること
なく１箇所にて各ＩＤ情報の読み取り作業を行うことが可能となる。なお、切替装置の切
替機能を、周期的に切り替えるのではなく、リーダー装置から所定の切替波が入力された
場合に切り替える構成としても良い。
【０４２７】
　（７）上記第２の実施の形態では、遊技盤３０の前面側にＩＤシール７０３を設けたが
、ＩＤシール７０３を設けずとも良い。
【０４２８】
　また、ＩＤシール７０３に代えて、証紙番号等の固有のＩＤ情報が格納されたＩＤタグ
を証紙に設ける構成としても良い。このとき、ＩＤタグを証紙の略中央位置に設け、前記
ＩＤタグと第１板状アンテナ７０１とが前後に重なる構成としても良いし、ＩＤタグを証
紙の上縁部に設け、前記ＩＤタグと第１板状アンテナ７０１とが前後に重ならない構成と
しても良い。
【０４２９】
　（８）上記第２の実施の形態では、台座プレート７１１の上部に第３板状アンテナ７２
１を搭載するためのアンテナ載置部７１２を設けたが、かかる構成に限定されるものでは
なく、例えば台座プレート７１１の払出制御装置３１１搭載面にアンテナ載置部を設ける
構成としても良いし、電源及び発射制御装置３１３の基板ボックス３１６にアンテナ載置
部を設ける構成としても良い。これら構成とした場合であっても、上記第２の実施の形態
と同様の作用効果を奏することは明らかである。
【０４３０】
　（９）上記第２の実施の形態では、ＩＤタグ３０３のアンテナ部３０６と対向する位置
に第２板状アンテナ５５６を設け、ＩＤタグ７０７のアンテナ部７０７ｂと対向する位置
に第３板状アンテナ７２１を設けたが、両ＩＤタグ３０３，７０７が１の板状アンテナに
より形成される誘導電磁界内に位置するように両封印シールが貼り付けられるのであれば
、パチンコ機の背面側に板状アンテナを複数設けずとも良い。
【０４３１】
　（１０）上記第１及び第２の実施の形態では、第１制御基板ユニット２０１の開放端側
に封印シール３００が貼り付けられる構成に適用した例を説明したが、第１制御基板ユニ
ット２０１の開閉中心側に封印シールが貼り付けられる構成に適用しても良いことは言う
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までもない。
【０４３２】
　図４５は、封印シール３００が第１制御基板ユニット２０１の開閉中心側に貼り付けら
れるパチンコ機Ｐの背面図である。なお、上記第１の実施の形態と同一構成については同
一番号を付している。
【０４３３】
　パチンコ機Ｐの背面から見て左端部には、第１制御基板ユニット２０１を開閉可能に支
持するための支持金具２３１が設けられており、その支持金具２３１による軸線を中心に
して第１制御基板ユニット２０１が回動可能となっている。主制御装置２７１は、封印シ
ール３００が第１制御基板ユニット２０１の開閉中心側（すなわち図４５における左側）
に位置するように、取付台２５１に取り付けられている。
【０４３４】
　また、遊技盤３０の背面側には、パチンコ機Ｐ後方に向けて延びるアンテナ載置部８４
０が形成されており、当該アンテナ載置部８４０に第２板状アンテナ８４１が取付固定さ
れている。アンテナ載置部８４０は、第２板状アンテナ８４１が封印シール３００の側面
と近接対向するように形成されている。
【０４３５】
　かかる構成においては、以下の優れた効果を奏する。
【０４３６】
　封印シール３００を第１制御基板ユニット２０１の開閉中心側に設けた場合、遊技盤３
０の前面側に設けられた第１板状アンテナ５５１と、遊技盤３０の背面側に設けられた封
印シール３００及び第２板状アンテナ８４１とが、パチンコ機Ｐの同じ一側に位置するこ
ととなる。故に、第１板状アンテナ５５１と第２板状アンテナ８４１とを接続する電気線
を短くすることが可能となり、電気線の取り回しを比較的容易なものとすることが可能と
なる。また、キーがシリンダ錠９１の鍵穴に差し込まれた状態で反時計回りに操作された
ことに基づいて各板状アンテナ５５１，８４１がアース状態から非アース状態に切り替え
られる構成においては、ＩＤ情報をパチンコ機Ｐ前面側から読み取るための構成をパチン
コ機Ｐの一側に集約配置することが可能となる。故に、各板状アンテナ５５１，８４１を
設けるにあたり、払出機構部３５２等のＩＤ情報の読み取りと無関係な部材の配置位置を
大幅に変更しなければならない不具合が生じることを抑制することが可能となる。
【０４３７】
　なお、図４６に示すように、取付台２５１の開閉中心側端部にアンテナ載置部８４０ａ
を設けることも可能である。かかる構成とした場合、第２板状アンテナ８４１が第１制御
基板ユニット２０１の開閉中心側に位置するため、取付台２５１に第２板状アンテナ８４
１を設けたとしても、第２板状アンテナ８４１又はその電気線を取り外すことなく第１制
御基板ユニット２０１を開閉させることが可能となる。
【０４３８】
　（１１）上記第３の実施の形態では、作動口スイッチ７５９に接続された電気線７６０
と、作動口通路樋７５２ａに接続された電気線７５３とを束ね部材７６１により束ねる構
成としたが、例えば第１の実施の形態のように第２板状アンテナが取付台ではなく遊技盤
の背面に取付固定されている構成等においては、上記電気線７５３，７６０を束ねずとも
良い。かかる構成においては、第１制御基板ユニットを展開させる際に第２板状アンテナ
又は電気線を取り外す必要がないため、作動口通路樋と第２板状アンテナとを接続する電
気線を、遊技盤の背面又は背面に設けられた部材に沿わせた状態で固定しておけば良いか
らである。
【０４３９】
　（１２）上記第３の実施の形態では、作動口通路樋７５２ａの外側表面がアンテナ部と
して機能する構成について説明したが、作動口通路樋７５２ａの前面のみがアンテナ部と
して機能する構成としても良い。すなわち、遊技盤３０を前後に貫通する電気装置にアン
テナ部を設ける構成であれば良い。
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【０４４０】
　（１３）上記第１乃至第３の実施の形態では、パチンコ機Ｐの前面側に配置された第１
板状アンテナ５５１，７０１，８１１又は作動口通路樋７５２ａを施錠装置の基枠２４７
に接続してアースさせる構成としたが、第２板状アンテナ５５６と施錠装置の基枠２４７
とを接続し、各板状アンテナをアースさせる構成としても良い。特に、第２の実施の形態
においては、第３板状アンテナ７２１と施錠装置の基枠２４７とを接続してアースさせる
構成としても良い。
【０４４１】
　（１４）上記第４の実施の形態では、主制御基板２７８に第２板状アンテナ８２１が搭
載される構成としたが、例えば封印シールが主制御基板を挟むようにして基板ボックスに
貼り付けられるのであれば、主制御基板のうち封印シールのアンテナ部と対向する位置に
アンテナパターンを予めプリントしておく構成としても良い。
【０４４２】
　（１５）上記第４の実施の形態では、主制御基板２７８において、ＣＰＵチップ２７８
ａと第２板状アンテナ８２１とが同じ一側部に搭載される構成としたが、かかる構成に限
定されるものではなく、ＣＰＵチップ２７８ａが主制御基板２７８の中央左部に搭載され
、第２板状アンテナ８２１が主制御基板２７８の中央右部に搭載される構成としても良い
。かかる構成とすれば、ＣＰＵチップ２７８ａと第２板状アンテナ８２１とを主制御基板
２７８において離間させることが可能となり、第２板状アンテナ８２１から出力される電
波によってＣＰＵチップ２７８ａが誤作動したりＲＡＭのデータが破壊されたりする等の
不具合が生じることを回避することが可能となる。
【０４４３】
　上述した通り、ＣＰＵチップ２７８ａのＲＡＭは、パチンコ機Ｐの電源の遮断後におい
ても電源及び発射制御装置３１３に設けられた電源及び発射制御基板３１３ａからデータ
記憶保持用電源（データ記憶保持用電圧）が供給されてデータが保持される構成となって
いる。このため、パチンコ機Ｐの電源を遮断した状態でＩＤ情報の読み取り作業を行った
としても、第２板状アンテナ８２１から出力される電波によってデータが書き換えられる
可能性が懸念される。データが書き換えられた場合、パチンコ機Ｐの電源を立ち上げた際
にＲＡＭのデータが破壊されたと判定して異常処理が行われる。したがって、ＣＰＵチッ
プ２７８ａと第２板状アンテナ８２１とを主制御基板２７８において離間させることによ
り、ＩＤ情報の読み取り作業を行った後の電源立ち上げ時に異常処理が行われる不具合を
回避することが可能となり、上記懸念を解消することができる。
【０４４４】
　（１６）上記第４の実施の形態では、第１板状アンテナ８１１が呼出波を受信すると、
その際に生じた電流が主制御装置２７１に入力される構成としたが、封印シール３００が
払出制御装置３１１に貼り付けられる構成においては、前記電流が払出制御装置３１１に
入力される構成とすれば良いことは言うまでもない。
【０４４５】
　（１７）上記第４の実施の形態では、作動口スイッチ８０９に接続された電気線８１０
と、第１板状アンテナ８１１に接続された電気線８１２とが、３ピン構造を有するコネク
タ部材８１３により１つにまとめられて主制御装置２７１に接続される構成としたが、各
電気線８１０，８１２が個別に主制御装置２７１に接続される構成としても良いことは言
うまでもない。
【０４４６】
　また、中継基板を介して主制御装置に接続される構成としても良い。例えば、中継基板
に、作動口スイッチの電気線が接続される２ピン構造の第１コネクタ受け部と、第１板状
アンテナの電気線が接続される１ピン構造の第２コネクタ受け部と、３ピン構造の第３コ
ネクタ受け部とを設ける。中継基板には、第１コネクタ受け部と第３コネクタ受け部とを
結ぶ導体パターン、第２コネクタ受け部と第３コネクタ受け部とを結ぶ導体パターンを予
めプリントしておく。そして、３ピン構造のコネクタを両端に有する電気線を用いて中継
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基板と主制御装置とを接続する。かかる構成とした場合であっても、上記第４の実施の形
態と同様の作用効果を奏することは明らかである。
【０４４７】
　（１８）上記第３及び第４の実施の形態では、作動口装置７５０の作動口通路樋７５２
ａにアンテナ部としての機能を付与する構成としたが、遊技盤３０を前後に貫通する部材
又は遊技領域に配置される電気装置にアンテナ部としての機能を付与する構成であれば良
い。
【０４４８】
　例えば、遊技領域に植設される植設釘にアンテナ部としての機能を付与する。
【０４４９】
　図４７（ａ）は、アンテナ部としての機能を有する植設釘８４５が遊技盤３０に取り付
けられた状態での要部断面図である。植設釘８４５は、その略中央部に突起部８４５ａが
形成されており、該突起部８４５ａから植設釘８４５先端までの長さ寸法が遊技盤３０の
厚さ寸法より大きく設定されている。かかる構成においては、植設釘８４５を遊技盤３０
の前面側から取り付ける際に突起部８４５ａと遊技盤３０の当接によって植設釘８４５の
遊技盤３０後方への移動が阻止され、植設釘８４５の先端部が遊技盤３０の背面側に突出
することとなる。つまり、植設釘８４５は、遊技盤３０を前後に貫通した状態で固定され
ている。したがって、植設釘８４５の先端部に第２板状アンテナと接続するための電気線
８４６を接続する構成とすれば、上記第３の実施の形態と同様の作用効果を奏することが
できる。
【０４５０】
　或いは、ＬＥＤ等の発光部材を有する発光風車装置が遊技領域に設けられる構成におい
て、発光風車装置の取付部に第１板状アンテナを設ける。
【０４５１】
　図４７（ｂ）は、発光風車装置８６０が遊技盤８５０に取り付けられた状態での要部断
面図である。遊技盤８５０には、発光風車装置８６０を取り付けるための取付孔８５０ａ
が形成されており、当該取付孔８５０ａを塞ぐようにして発光風車装置８６０が取り付け
られている。
【０４５２】
　発光風車装置８６０は、遊技盤８５０に取付固定されるための取付固定部８６１を有し
、取付固定部８６１には、軸部８６２を有する風車部材８６３が回転可能に取り付けられ
ている。取付固定部８６１の前面側には、第１板状アンテナ８７０が設けられており、取
付固定部８６１の背面側には、ＬＥＤ等の発光部材８６４と、該発光部材８６４を搭載す
る発光基板８６５とが、脚部８６６を介して取付固定されている。また、発光風車装置８
６０が遊技盤８５０に取り付けられた状態では、発光基板８６５が遊技盤８５０の背面側
に突出しないように構成されている。第１板状アンテナ８７０には電気線８７１と図示し
ないアース線が接続されており、電気線８７１とアース線が取付孔８５０ａを介して遊技
盤８５０の背面側に挿通されるようになっている。
【０４５３】
　かかる構成の場合、発光風車装置８６０自体は遊技盤８５０を前後に貫通していないも
のの、遊技盤８５０には発光風車装置８６０、より詳しくは発光基板８６５を収容するた
めの取付孔８５０ａが予め形成されている。故に、当該取付孔８５０ａを利用して第１板
状アンテナ８７０に接続された電気線８７１及びアース線を遊技盤８５０の背面側に挿通
させることが可能となり、上記第３及び第４の実施の形態と同様の作用効果を奏すること
ができる。
【０４５４】
　なお、上述した植設釘８４５や発光風車装置８６０にアンテナ部としての機能を付与す
る他、可変入賞装置にアンテナ部としての機能を付与する構成としても良い。可変入賞装
置も作動口装置と同様、遊技盤を前後に貫通するようにして設けられる電気装置であるた
め、可変入賞装置にアンテナ部としての機能を付与した場合であっても、上記第３及び第
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４の実施の形態と同様の作用効果を奏することは明らかである。
【０４５５】
　（１９）上記第３及び第４の実施の形態では、作動口スイッチ７５９，８０９に２ピン
構造のコネクタ部材を有する電気線を接続する構成について説明したが、１ピン構造のコ
ネクタ部材を有する電気線を接続する構成としても良いし、３ピン以上の構造を有する電
気線を接続する構成としても良い。
【０４５６】
　（２０）上記各実施の形態では、本体枠１２や前扉枠１３を開放することなくＩＤ情報
の読み取り作業を行うことが可能な構成としたが、前扉枠１３を開放した上でＩＤ情報の
読み取り作業を行う構成としてもよい。
【０４５７】
　（２１）上記各実施の形態では、シリンダ錠９１の鍵穴にキーを差し込み、差し込んだ
キーを反時計回りに操作すると、第１板状アンテナ５５１等の各アンテナ部がアース状態
から非アース状態に切り替えられる構成としたが、かかる構成に限定されるものではなく
、パチンコ機Ｐの前面側から各アンテナ部をアース状態から非アース状態に切替可能な構
成であれば良い。例えば、各アンテナ部をアース状態から非アース状態に切り替えるため
のキー操作部をシリンダ錠９１と別個に設ける構成としても良いし、各アンテナ部をアー
ス状態から非アース状態に切り替えるためのプッシュ式の切替スイッチをパチンコ機Ｐの
前面側に設ける構成としても良い。但し、切替スイッチをパチンコ機の前面側に設ける場
合には、遊技者等が操作し難い位置に切替スイッチを配置したり、遊技者等から切替スイ
ッチを隠すための隠蔽部材を設けたりすることが望ましい。仮に遊技者等が操作し易い位
置に切替スイッチを設けた場合、当該切替スイッチを遊技と関わるスイッチであると遊技
者等が誤認識し、切替スイッチが不要に操作される可能性が懸念されるからである。
【０４５８】
　（２２）上記各実施の形態では、キーを操作することで第１板状アンテナ５５１等の各
アンテナ部がアース状態から非アース状態に切り替えられる構成としたが、リーダー装置
６０１又は所定の電波出力装置から呼出波が出力されると、第１板状アンテナ５５１等の
各アンテナ部がアース状態から非アース状態に切り替えられる構成としても良い。すなわ
ち、各アンテナ部のアース状態から非アース状態への切り替えが手動操作によって行われ
るのではなく自動的に行われる構成としても良い。
【０４５９】
　（２３）上記各実施の形態では、シリンダ錠９１の鍵穴にキーを差し込み、差し込んだ
キーを反時計回りに操作すると、第１板状アンテナ５５１等の各アンテナ部がアース状態
から非アース状態に切り替えられる構成としたが、差し込んだキーを反時計回りに操作す
ると、第１板状アンテナ５５１等の各アンテナ部が非アース状態からアース状態に切り替
えられる構成としても良い。かかる構成とした場合であっても、ＩＤ情報の読み取り作業
を行う前段階で各アンテナ部をアースさせることができるため、ノイズ等を原因としてＩ
Ｄ情報を正確に読み取りできない等の不具合が発生することを回避することが可能となる
。
【０４６０】
　（２４）上記各実施の形態では、第１板状アンテナ５５１等のパチンコ機Ｐ前面側に設
けられたアンテナ部にアース線を接続し、各アンテナ部をアース状態とすることが可能な
構成としたが、パチンコ機Ｐ背面側に設けられた第２板状アンテナ５５６等のアンテナ部
にアース線を接続する構成としても良いし、各アンテナ部に個別にアース線を接続する構
成としても良い。
【０４６１】
　（２５）上記各実施の形態では、遊技盤３０の前面側及び背面側に板状アンテナを設け
る構成としたが、ダイポールアンテナ等の線状アンテナを設ける構成としても良いし、ス
ロットアンテナ等の立体アンテナを設ける構成としても良い。これら構成とした場合であ
っても、上記各実施の形態と同様の作用効果を奏することは明らかである。
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【０４６２】
　（２６）上記各実施の形態では、遊技盤３０の前面側と背面側のそれぞれに、リーダー
装置６０１から出力された呼出波又はＩＤタグから出力された応答波を中継するためのア
ンテナを設ける構成としたが、呼出波及び応答波が十分な出力を有するのであれば、第２
板状アンテナのみならず第１板状アンテナも遊技盤の背面側に設けても良い。すなわち、
パチンコ機背面側に設けられたＩＤタグのＩＤ情報をパチンコ機前面側から読み取ること
ができるように中継アンテナが設置されていれば良い。但し、ＩＤ情報の読み取り作業を
行う際にリーダー装置６０１を近接させる位置を用意に把握できるよう、遊技盤の前面側
又は管理者等から視認可能な位置に第１板状アンテナを配置することが望ましい。
【０４６３】
　（２７）上記各実施の形態において説明した構成を適宜組み合わせても良いことは言う
までもない。
【０４６４】
　ＩＤタグを有する封印シールが主制御装置と払出制御装置に貼り付けられたパチンコ機
において、主制御装置のＩＤ情報を読み取るための第１板状アンテナを遊技盤の右下隅部
に設け、払出制御装置のＩＤ情報を読み取るための第１板状アンテナを作動口装置に設け
る構成とする。
【０４６５】
　第１の実施の形態において、第２板状アンテナの設置位置を、第３の実施の形態に示し
たように第１制御基板ユニットの取付台とする。
【０４６６】
　遊技盤の右下隅部に設けられた第１板状アンテナと、主制御装置とを電気的に接続する
構成とする。
【０４６７】
　ＩＤタグを有する封印シールが主制御装置と払出制御装置に貼り付けられたパチンコ機
において、作動口装置にアンテナ部としての機能を付与すると共に、作動口装置と第２板
状アンテナ，作動口装置と第３板状アンテナを、分流装置を介して接続する構成とする。
【０４６８】
　遊技盤を前後に貫通する作動口通路樋にアンテナ部としての機能を付与し、作動口通路
樋と主制御装置とが電気的に接続される構成とする。
【０４６９】
　（２８）上記各実施の形態において、封印シールを複数のケース体を跨ぐようにして貼
り付けるのではなく、ボックスベース又はボックスカバーの何れか一方のみに貼り付けた
り、制御基板に貼り付ける構成としてもよい。また、取付台２５１等の台座部材とケース
体とを跨ぐようにして封印シールを貼り付ける構成としても良い。さらには、ＩＤタグが
封印シール３００に設けられている必要はなく、制御基板や基板ボックスなどに単独で設
けられている構成であってもよい。
【０４７０】
　（２９）上記各実施の形態では、ＩＤタグを主制御装置２７１又は払出制御装置３１１
に対して設けたが、制御装置２７１，３１１以外に設けてもよい。例えば、遊技媒体の払
い出しを行う払出装置３５８，５７３に設けてもよい。この場合、不正な払出装置に交換
されたか否かを容易に確認することができる。
【０４７１】
　また、電源及び発射制御装置３１３にＩＤタグを設ける構成としてもよい。電源及び発
射制御装置３１３に対して不正を行うことにより遊技球の発射周期を変更する不正行為が
想定されるため、電源及び発射制御装置３１３に対してＩＤタグを設けることで、かかる
不正行為の確認を容易に行うことができる。
【０４７２】
　（３０）上記各実施の形態では、遊技ホールＨ側のパチンコ機管理装置として、リーダ
ー装置６０１と管理コンピュータ６０２とを設けたが、この構成を変更する。例えば、管
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理コンピュータ６０２の管理処理機能をリーダー装置６０１に付加する構成としても良い
。
【０４７３】
　（３１）上記各実施の形態では、ＩＤタグ３０３を有する封印シール３００を、主制御
装置２７１の基板ボックス外面に貼り付ける構成としたが、この構成を変更する。例えば
、同基板ボックスの内面側に貼り付けても良い。また、基板ボックスを構成する樹脂材に
ＩＤタグを埋設しても良い。さらに、ＩＤタグを有するシール部材を主制御基板に直接貼
り付けても良い。
【０４７４】
　（３２）封印シール３３０において、ＩＣチップ３０５から延びる長尺状のアンテナ部
３０６を直線状とする以外に、細かなうねりや凹凸を有する略直線状としたり、弧状とし
たりすることも可能である。また、封印シール３００の形状を、菱形状、円形状（楕円状
を含む）、三角状、Ｌ字状、十字状などに変更することも可能である。
【０４７５】
　その他、封印シール３００の別形態として、ベースシート３０１に形成したアンテナ用
切り込み３０７、隅側切り込み３０８、外縁切り込み３０９の形状や大きさなどを変更し
たり、それらの少なくともいずれかを無くしたりした構成としても良い。
【０４７６】
　（３３）上記各実施の形態では、封印シール３００に所定の溶媒が塗布されたり、所定
温度以上の熱が加えられたりした場合には、ベースシート３０１が変色する構成であった
が、ベースシート３０１が変質する構成としてもよい。具体的には、ベースシート３０１
が溶ける構成とする。当該構成によっても、封印シール３００に所定の溶媒が塗布され、
又は封印シール３００に所定温度以上の熱が加えられて、封印シール３００が剥がされ、
主制御基板２７８に対して不正行為が行われたことを容易に発見することができる。
【０４７７】
　（３４）上記各実施の形態では、パチンコ機Ｐの裏面側において、各種制御装置を２つ
の制御基板ユニット（第１制御基板ユニット２０１、第２制御基板ユニット２０２）に分
散して搭載したが、この構成も変更でき、制御基板ユニット（すなわち取付台）を３つ以
上設ける構成としてもよい。
【０４７８】
　（３５）上記各実施の形態では、制御基板ユニットが本体枠１２又は遊技盤３０の裏面
に対して展開できる構成について説明したが、本体枠１２又は遊技盤３０の裏面に直接取
付固定される構成に適用しても良いし、本体枠１２又は遊技盤３０の裏面に対してスライ
ド移動可能に装着される構成に適用しても良い。
【０４７９】
　（３６）制御装置以外の部材を装着するための台座部材を本体枠１２や遊技盤３０に取
り付ける構成としても良い。制御装置以外の部材としては、電源装置、モータやソレノイ
ド等の電気部材、遊技球通路部材などが考えられる。
【０４８０】
　（３７）上記各実施の形態では、管理コンピュータ６０２のＣＰＵにおいて、入力され
たＩＤ情報がＲＯＭに記憶されたＩＤ情報と一致するか否かを判定し、一致する場合には
正常表示を行うと共に、一致しない場合等にはエラー表示を行う構成としたが、かかる構
成を変更する。
【０４８１】
　パチンコ機Ｐを製造する各製造メーカが管理サーバ装置を設け、管理コンピュータと管
理サーバ装置との間で双方向通信が可能な構成とし、管理サーバ装置に登録された管理デ
ータと入力されたＩＤ情報が一致するか否かを管理サーバ装置が判定する構成とする。
【０４８２】
　このとき、各管理サーバ装置には、パチンコ機Ｐの出荷前に登録した管理データを記憶
保持させておく。管理データとしてより詳しくは、（ｉ）基準データ、（ｉｉ）板替えデ
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ータ、（ｉｉｉ）基板替えデータを記憶保持させておく。
【０４８３】
　（ｉ）基準データは、管理コンピュータ６０２から受信したＩＤ情報の認証に際して基
準となるデータである。基準データは、基本的にパチンコ機Ｐの出荷前に登録され記憶保
持される。但し、前記遊技盤３０の交換や主制御装置２７１の交換等に際して適宜更新さ
れる。基準データには、各パチンコ機Ｐに付されたＩＤ情報が、出荷先の遊技ホール名（
店名）、その遊技ホールＨにおける台番号、及び認証が完了しているか否かの情報と共に
記憶されている。
【０４８４】
　（ｉｉ）板替えデータは、遊技盤３０及び主制御装置２７１等からなる板替えユニット
の出荷前に登録され記憶保持される。つまり、遊技ホールＨにおいては板替えユニットの
交換作業（機種変更）が行われることがある。この場合に、板替えデータを記憶保持して
おくことで、遊技ホールＨに到着した板替えユニットが真正品であるか否かなどの認証を
行うことができ、搬送途中において当該板替えユニットが不正品に差し替えられたりして
も、その不正品の判定が可能となる。板替えデータには、板替えユニットを構成する遊技
盤３０及び主制御装置２７１に付されたＩＤ情報が、出荷先の遊技ホール名（店名）、そ
の遊技ホールＨにおける交換対象の台番号、及び認証が完了しているか否かの情報と共に
記憶されている。
【０４８５】
　（ｉｉｉ）基板替えデータは、主制御装置２７１の出荷前に登録され記憶保持される。
つまり、遊技ホールＨにおいては、主制御装置２７１に対する不正が想定される。この不
正としては、主制御装置２７１の不正な制御装置への交換や、主制御基板２７８の不正な
基板への交換や、主制御基板２７８に設けられたＣＰＵチップ２７８ａの不正なチップへ
の交換等がある。このような不正行為が行われた場合には、主制御装置２７１を真正品に
交換する必要が生じる。この場合、製造メーカにおいては主制御装置２７１のみを出荷す
るため、基板替えデータを記憶保持しておくことで、遊技ホールＨに到着した主制御装置
２７１が真正品であるか否かなどの認証を行うことができ、搬送途中において主制御装置
２７１が不正品に差し替えられたりしても、その不正品の判定が可能となる。
【０４８６】
　基板替えデータには、主制御装置２７１のＩＤ情報が、出荷先の遊技ホール名（店名）
、その遊技ホールＨにおける交換対象の台番号、及び認証が完了しているか否かの情報と
共に記憶されている。
【０４８７】
　なお、遊技ホールＨにおいては主制御装置２７１の基板ボックス２７３を開封し主基板
２７２の点検などといったメンテナンスを行う場合があり、メンテナンス後はその主制御
装置２７１が再度使用される。この場合、封印シール３００は剥がされ、ＩＤタグ３０３
のアンテナ部３０６は分断されるため、その基板ボックス２７３に対して新たな封印シー
ル３００を貼り付ける必要がある。よって、製造メーカにおいては封印シール３００のみ
を出荷する必要がある。かかる封印シール３００の出荷に際しては、封印シール再発行デ
ータとして管理データに登録され記憶保持される。板替えデータや基板替えデータと同様
に、この封印シール再発行データを用いて基準データが更新される。
【０４８８】
　上記構成の管理システムでは、遊技ホールＨにおいて、管理者等によって、リーダー装
置６０１を用いてパチンコ機ＰのＩＤ情報が読み取られる。リーダー装置６０１によって
読み取られたＩＤ情報は管理コンピュータ６０２に対して逐次送信される。
【０４８９】
　そしてその後、遊技ホールＨ側（管理コンピュータ６０２）から製造メーカ側（管理サ
ーバ装置）に対して読み取ったＩＤ情報の送信が行われる。この場合、送信データには、
ＩＤ情報に加え、日時、メーカ名（又はメーカコード）、機種名（又は機種コード）、台
番などのデータが含まれる。
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【０４９０】
　製造メーカ側（管理サーバ装置）では、遊技ホールＨ側から受信したＩＤ情報と、登録
済みの上記管理データとの照合によりパチンコ機Ｐの認証が行われる。この場合、ＩＤ情
報と管理データとが整合し、認証ＯＫとなればその旨の認証結果が遊技ホールＨ側に返信
される。また、ＩＤ情報と管理データとで不整合などのエラーが生じると、そのエラー情
報が遊技ホールＨ側に返信される。エラー内容としては以下の事例が想定される。
・店名や台番などで対応付けたデータ照合においてＩＤ情報と管理データとが不一致とな
るエラー（データ不一致エラー）。
・製造メーカ側で未採番の製造番号等が付されているエラー（データ矛盾エラー）。
・同一のＩＤ情報が重複して存在するエラー（データ重複エラー）。
・製造メーカ側で認識していない形式のＩＤ情報が付されているエラー（形式違反エラー
）。
【０４９１】
　遊技ホールＨ側（管理コンピュータ６０２）では、上記のエラー情報を受信すると、そ
のエラー内容をディスプレイ等に表示する。
【０４９２】
　（３８）パチンコ機Ｐに複数のＩＤタグを設け、これらＩＤタグに格納されたＩＤ情報
をパチンコ機Ｐ前面側から読み取る場合、例えば各ＩＤ情報と対応付けられたＱＲコード
の記載された証紙が遊技盤３０に貼り付けられる構成とし、そのＱＲコードの情報と各Ｉ
Ｄ情報との対応が一致しているか否かを管理コンピュータ６０２にて判定する構成として
も良い。
【０４９３】
　（３９）上記各実施の形態とは異なる他のタイプのパチンコ機等、例えば特別装置の特
定領域に遊技球が入ると電動役物が所定回数開放するパチンコ機や、特別装置の特定領域
に遊技球が入ると権利が発生して大当たりとなるパチンコ機、他の役物を備えたパチンコ
機、アレンジボール機、雀球等の他の遊技機にも適用できる。
【０４９４】
　また、弾球式でない遊技機、例えば、複数種の図柄が周方向に付された複数のリールを
備え、メダルの投入及びスタートレバーの操作によりリールの回転を開始し、ストップス
イッチが操作されるか所定時間が経過することでリールが停止した後に、表示窓から視認
できる有効ライン上に特定図柄又は特定図柄の組合せが成立していた場合にはメダルの払
い出し等といった特典を遊技者に付与するスロットマシンにも適用できる。
【０４９５】
　また、取込装置を備え、貯留部に貯留されている所定数の遊技球が取込装置により取り
込まれた後にスタートレバーが操作されることによりリールの回転を開始する、パチンコ
機とスロットマシンとが融合された遊技機（球使用回胴遊技機）にも適用できる。
【０４９６】
　以下、スロットマシンに適用した場合の構成を、図面に基づいて説明する。図４８はス
ロットマシン９００の前面扉９０２を閉じた状態の斜視図、図４９はスロットマシン９０
０の前面扉９０２を開いた状態の斜視図、図５０は筐体９０１の正面図である。
【０４９７】
　スロットマシン９００は、その外殻を形成する筐体９０１を備えている。筐体９０１は
前方に開放した箱状に形成されている。筐体９０１の前面側には、前面扉９０２が開閉可
能に取り付けられている。前面扉９０２の中央部上寄りには、遊技パネル９０３が設けら
れており、遊技パネル９０３には、縦長の３つの表示窓９０４Ｌ，９０４Ｍ，９０４Ｒが
横並びとなるように形成されている。表示窓９０４Ｌ，９０４Ｍ，９０４Ｒは透明又は半
透明な材質により構成されており、各表示窓９０４Ｌ，９０４Ｍ，９０４Ｒを通じて筐体
９０１の内部に設けられたリールユニット９０５による図柄の可変表示が視認可能となっ
ている。
【０４９８】
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　リールユニット９０５は、円筒状（円環状）にそれぞれ形成された複数（３個）のリー
ル９０６Ｌ，９０６Ｍ，９０６Ｒを備えている。これら各リール９０６Ｌ，９０６Ｍ，９
０６Ｒは、各表示窓９０４Ｌ，９０４Ｍ，９０４Ｒに１対１で対応している。各リール９
０６Ｌ，９０６Ｍ，９０６Ｒは、その中心軸線が当該リールの回転軸線となるように回転
可能に支持されている。各リール９０６Ｌ，９０６Ｍ，９０６Ｒの外周面には複数の図柄
が回転方向に付されている。また、各リール９０６Ｌ，９０６Ｍ，９０６Ｒは、それぞれ
図示しないステッピングモータに連結されており、ステッピングモータの駆動により各リ
ール９０６Ｌ，９０６Ｍ，９０６Ｒが個別に回転する。各リール９０６Ｌ，９０６Ｍ，９
０６Ｒが回転することにより、上述した図柄の可変表示が実行される。
【０４９９】
　遊技パネル９０３の下方左側には、各リール９０６Ｌ，９０６Ｍ，９０６Ｒを一斉に回
転開始させるために操作されるスタートレバー９１１が設けられている。また、スタート
レバー９１１の右側には、回転している各リール９０６Ｌ，９０６Ｍ，９０６Ｒを個別に
停止させるために操作されるストップスイッチ９１２Ｌ，９１２Ｍ，９１２Ｒが設けられ
ている。また、表示窓９０４Ｌ，９０４Ｍ，９０４Ｒの下方右側には、投資価値としての
メダルを投入するためのメダル投入口９１３が設けられている。
【０５００】
　メダル投入口９１３から投入されたメダルは、前面扉９０２の背面に設けられたセレク
タ９１５によって貯留用通路９１６か排出用通路９１７のいずれかへ導かれる。すなわち
、セレクタ９１５にはメダル通路切替ソレノイドが設けられ、そのメダル通路切替ソレノ
イドの非励磁時には排出用通路９１７側とされ、励磁時には貯留用通路９１６側に切り替
えられるようになっている。貯留用通路９１６に導かれたメダルは、筐体９０１の内部に
収納されたホッパ装置９２１へと導かれる。一方、排出用通路９１７に導かれたメダルは
、前面扉９０２の前面下部に設けられたメダル受け皿９２５へと導かれ、遊技者に返還さ
れる。なお、セレクタ９１５にはメダル検出センサが設けられており、当該センサにより
貯留用通路９１６に導かれるメダルが検出される。
【０５０１】
　メダルを遊技者に付与するホッパ装置９２１は、メダルを貯留する貯留タンク９２２と
、メダルを遊技者に払い出す払出装置９２３とより構成されている。払出装置９２３は、
図示しないメダル払出用回転板を回転させることにより、排出用通路９１７へメダルを排
出し、排出用通路９１７を介してメダル受け皿９２５へメダルを払い出すようになってい
る。
【０５０２】
　表示窓９０４Ｌ，９０４Ｍ，９０４Ｒの下方左側には、投資価値としてのクレジットさ
れた仮想メダルを一度に３枚投入するためのマックスベットスイッチ９２６が設けられて
いる。なお、マックスベットスイッチ９２６が操作された場合の投入枚数は３枚に限定さ
れることはない。
【０５０３】
　ストップスイッチ９１２Ｌ，９１２Ｍ，９１２Ｒの下方には、機種名や遊技に関わるキ
ャラクタなどが表示された下段プレート９４０が装着されている。下段プレートの右隅角
部には透明樹脂にて形成された小窓９４１が設けられており、前面扉９０２には、小窓と
対応する位置に第１板状アンテナ９４２が設けられている。
【０５０４】
　前面扉９０２の上部には、遊技の進行に伴い点灯したり点滅したりする上部ランプ９２
７と、遊技の進行に伴い種々の効果音を鳴らしたり、遊技者に遊技状態を報知したりする
左右一対のスピーカ９２８と、遊技者に各種情報を与える補助表示部９２９とが設けられ
ている。補助表示部９２９の背面には上部ランプ９２７やスピーカ９２８，補助表示部９
２９を駆動させるための表示制御装置９３１が設けられている。
【０５０５】
　筐体９０１の内部においてリールユニット９０５の上方には、主制御装置９３２が設け
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られている。主制御装置９３２は、主たる制御を司るＣＰＵ等を含む主基板を具備してお
り、主基板が基板ボックス９３３に収容されて構成されている。基板ボックス９３３は、
ボックスベースとボックスカバーとを備えている。これらボックスベースとボックスカバ
ーとは封印ユニット９３４によって開封不能に連結されている。また、基板ボックス９３
３には、ボックスベースとボックスカバーとを跨ぐようにして封印シール９３５が貼り付
けられている。
【０５０６】
　封印シール９３５は上記第１の実施の形態における封印シール３００と同様にＩＤタグ
を備えている。また、筐体９０１内における主制御装置９３２に近接した位置には、第２
板状アンテナ９５０が設けられている。第２板状アンテナ９５０は、前面扉９０２に設け
られた第１板状アンテナ９４２と電気的に接続されている。第１板状アンテナ９４２及び
第２板状アンテナ９５０は、上記第１の実施の形態と同様、リーダー装置から出力された
呼出波をＩＤタグに向けて出力すると共に、ＩＤタグから発信されたＩＤ情報を含む応答
波をリーダー装置に向けて出力することができるようになっている。
【図面の簡単な説明】
【０５０７】
【図１】パチンコ機を示す正面図である。
【図２】パチンコ機の主要な構成を展開又は分解して示す斜視図である。
【図３】パチンコ機を構成する本体枠の前面構成を示す正面図である。
【図４】遊技盤の構成を示す正面図である。
【図５】遊技球発射機構の構成を示す正面図である。
【図６】前扉枠の構成を示す背面図である。
【図７】パチンコ機の構成を示す背面図である。
【図８】パチンコ機の背面構成を主要部品毎に分解して示す分解斜視図である。
【図９】パチンコ機裏面における第１制御基板ユニット、第２制御基板ユニット及び裏パ
ックユニットの配置を示す模式図である。
【図１０】本体枠及び遊技盤の構成を示す背面図である。
【図１１】本体枠の背面構成を示す斜視図である。
【図１２】遊技盤の背面構成を示す斜視図である。
【図１３】軸受け金具の構成を示す斜視図である。
【図１４】第１制御基板ユニットの構成を示す正面図である。
【図１５】第１制御基板ユニットの構成を示す斜視図である。
【図１６】第１制御基板ユニットの分解斜視図である。
【図１７】第１制御基板ユニットの背面構成を示す分解斜視図である。
【図１８】主制御装置の斜視図である。
【図１９】主制御装置の分解斜視図である。
【図２０】基板ボックスを説明するための説明図である。
【図２１】主制御装置に貼り付けられた封印シール周辺を拡大して示す斜視図である。
【図２２】主制御装置の基板ボックスに形成された貼付板部の縦断面図である。
【図２３】封印シールの構成を示す断面図である。
【図２４】（ａ）は封印シールの構成を示す正面図、（ｂ）は封印シールの構成を示す背
面図である。
【図２５】封印シールの構成を示す背面図である。
【図２６】（ａ）は封印シール周辺を拡大して示す正面図、（ｂ）は封印シール周辺を拡
大して示す側面図、（ｃ）は封印シール周辺を拡大して示す背面図である。
【図２７】第２制御基板ユニットの構成を示す正面図である。
【図２８】第２制御基板ユニットの構成を示す斜視図である。
【図２９】第２制御基板ユニットの分解斜視図である。
【図３０】裏パックユニットの構成を示す正面図である。
【図３１】裏パックユニットの分解斜視図である。
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【図３２】パチンコ機の電気的構成を示すブロック図である。
【図３３】パチンコ機管理システムの概要を示す構成図である。
【図３４】ＩＤ情報読み取りシステムの電気的構成を示す概略図である。
【図３５】第２の実施の形態における遊技盤の構成を示す正面図である。
【図３６】第２の実施の形態における第２制御基板ユニットの構成を示す正面図である。
【図３７】第２の実施の形態における第２制御基板ユニットの構成を示す斜視図である。
【図３８】第２の実施の形態における第２制御基板ユニットの分解斜視図である。
【図３９】第２の実施の形態におけるＩＤ情報読み取りシステムの電気的構成を示す概略
図である。
【図４０】（ａ）は第３の実施の形態における作動口装置の正面図、（ｂ）は第３の実施
の形態における作動口装置及び遊技盤の要部断面図である。
【図４１】第３の実施の形態における第１制御基板ユニットの分解斜視図である。
【図４２】（ａ）は第４の実施の形態における作動口装置の正面図、（ｂ）は第４の実施
の形態における作動口装置及び遊技盤の要部断面図である。
【図４３】第４の実施の形態における主制御装置の斜視図である。
【図４４】第４の実施の形態における主制御装置の分解斜視図である。
【図４５】他の実施の形態におけるパチンコ機の背面図である。
【図４６】他の実施の形態における第１制御基板ユニットの斜視図である。
【図４７】（ａ）は他の実施の形態における植設釘及び遊技盤の要部断面図、（ｂ）は他
の実施の形態における発光風車装置及び遊技盤の要部断面図である。
【図４８】他の実施の形態におけるスロットマシンを示す斜視図である。
【図４９】前面扉を開いた状態を示す斜視図である。
【図５０】筐体の正面図である。
【符号の説明】
【０５０８】
　１１…外枠、１２…本体枠、１３…前扉枠、１８…発射操作手段としての遊技球発射ハ
ンドル、３１…賞球入球部としての一般入賞口、３２…賞球入球部としての可変入賞装置
、３３…始動入球部を有する作動口装置、４１…図柄表示装置、９２…切替手段を構成す
るカム板、９２ａ…第１係合爪部、９２ｂ…第２係合爪部、９３…切替手段を構成する検
知センサ、１６０…遊技球発射機構、２７１…制御装置としての主制御装置、２７３…基
板ボックス、２７６…ボックス構成体としてのボックスベース、２７７…ボックス構成体
としてのボックスカバー、２７８…主制御基板、２８１，２８２…貼付板部、２８１ａ，
２８１ｂ，２８２ａ，２８２ｂ…貼付面、２８３…第１締結具としての第１ネジ、２８４
…第２締結具としての第２ネジ、２８３ａ，２８４ａ…取り外し方向側の端部としての頭
部、２８５，２８６…連通孔としてのネジ孔、２８９，２９０…取り外し側開口、３００
…シール部材としての封印シール、３０１…ベースシート、３０２…粘着層、３０３…識
別手段としてのＩＤタグ、３０５…記憶部としてのＩＣチップ、３０６…発信アンテナ部
及び送受信アンテナ部としてのアンテナ部、３０７…アンテナ用切り込み、３０８…隅側
切り込み、３０９…外縁切り込み、３１１…制御装置としての払出制御装置、３１１ａ…
払出制御基板、３１５…基板ボックス、３５８…払出装置、５５１…中継アンテナを構成
すると共に第２中継アンテナ部としての第１板状アンテナ、５５２…貫通孔、５５３…案
内通路部、５５６…中継アンテナを構成すると共に第１中継アンテナ部としての第２板状
アンテナ、５６１…増幅装置、５６２…スイッチ回路、６０１…読取装置としてのリーダ
ー装置、６０２…管理コンピュータ、６０６…ＣＰＵ、６０７…ＲＦ回路、６０８…リー
ダアンテナ、７０１…中継アンテナを構成すると共に第２中継アンテナ部としての第１板
状アンテナ、７０２…貫通孔、７０３…ＩＤシール、７０３ａ…記憶部としてのＩＣチッ
プ、７０３ｂ…発信アンテナ部及び送受信アンテナ部としてのアンテナ部、７０６…シー
ル部材としての封印シール、７０７…ＩＤタグ、７０７ａ…記憶部としてのＩＣチップ、
７０７ｂ…発信アンテナ部及び送受信アンテナ部としてのアンテナ部、７１１…台座プレ
ート、７１２…アンテナ載置部、７２１…中継アンテナを構成すると共に第１中継アンテ
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ナ部としての第３板状アンテナ、７２６…伝達手段としての分流装置、７５０…作動口装
置、７５１…取付固定部、７５２…上側作動口、７５２ａ…中継アンテナを構成すると共
に第２中継アンテナ部としての作動口通路樋、７５２ｂ…球排出孔、７５３…電気線、７
５６…下側作動口、７５７…電動役物、７５７ａ…モーター装置、７５８…役物固定板、
７５９…作動口スイッチ、７６０…電気線、７６０ａ…コネクタ部、７６１…束ね部材、
７７１…取付台、７７２…基板搭載面、７７３…基板搭載面、７７４…起立部、７７５…
取付固定部、７７５ａ…凹み部、７７５ｂ…アンテナ支持部、７７７…コネクタ部、８０
０…作動口装置、８０１…取付固定部、８０１ａ…アンテナ載置部、８０１ｂ…挿通孔、
８０２…上側作動口、８０２ａ…作動口通路樋、８０２ｂ…球排出孔、８０６…下側作動
口、８０７…電動役物、８０７ａ…モーター装置、８０８…役物固定板、８０９…作動口
スイッチ、８１０…電気線、８１１…中継アンテナを構成すると共に第２中継アンテナ部
としての第１板状アンテナ、８１２…電気線、８１３…コネクタ部材、８２１…中継アン
テナを構成すると共に第１中継アンテナ部としての第２板状アンテナ、８２２～８２４…
コネクタ、８４０…アンテナ載置部、８４１…中継アンテナを構成すると共に第１中継ア
ンテナ部としての第２板状アンテナ、８４５…中継アンテナを構成すると共に第２中継ア
ンテナ部としての植設釘、８４６…電気線、８５０…遊技盤、８６０…発光風車装置、８
６１…取付固定部、８６２…軸部、８６３…風車部材、８６４…発光部材、８６５…発光
基板、８６６…脚部、８７０…中継アンテナを構成すると共に第２中継アンテナ部として
の第１板状アンテナ、８７１…電気線、９００…スロットマシン、９０１…筐体、９０２
…前面扉、９０３…遊技パネル、９０４…表示窓、９０５…絵柄表示装置としてのリール
ユニット、９０６…リール、９１１…始動操作手段としてのスタートレバー、９１２…停
止操作手段としてのストップスイッチ、９１３…受入手段を構成するメダル投入口、９１
５…受入阻止手段としてのセレクタ、９１６…受入手段を構成する貯留用通路、９２３…
払出装置、９３２…主制御装置、９３５…シール部材としての封印シール、９４０…下段
プレート、９４１…小窓、９４２…中継アンテナを構成すると共に第２中継アンテナ部と
しての第１板状アンテナ、９５０…中継アンテナを構成すると共に第１中継アンテナ部と
しての第２板状アンテナ、Ｐ…パチンコ機。
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